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2023 特 集

森林環境税のあり方について （林業環境政策課）

１ 森林環境税の創設について

高知県が平成15年に全国で初めて導入した森林環境税

は、「広く薄い負担によって森林の重要性を認識し、県民

みんなで森や山を守っていく」ことを目的としています。

過疎・高齢化や木材価格の低迷により手入れがされなく

なった森林は荒廃し、その公益的機能の低下が問題となる

一方、平成12年の地方分権一括法の施行など地方分権の機

運が高まる中で、高知県においては、地方の課題を地方で

解決するための自主財源の確保が課題となっていました。

こうした状況を解決するため、森林環境税を創設しまし

た。

２ 森林環境税の仕組み

個人・法人の県民税均等割に年500円を上乗せして納めていただき、森林環境の保全の目的に使用す

るため、県の特定目的基金（高知県森林環境保全基金）に

積み立てます。そして、森林環境を保全するための事業の

財源として、積み立てた基金を取り崩して充当していま

す。また、基金の使いみちの妥当性などについて、公開の

場で調査・審議を行う「高知県森林環境保全基金運営委員

会」を設置し、透明性を確保するとともに、県民の声を反

映する仕組みとしています。

森林環境税は、これまで１期５年を課税期間としてお

り、令和５年度から第五期目（21年目）を迎えます。

３ 今後の森林環境税のあり方について

森林環境税は、令和４年度で第四期の課税期間である５

年間が満了したことから、今後の森林環境税のあり方を検討するため、県民世論調査などを通じて県民

の意見を聞いています。

また、令和元年度に導入された国からの森林環境譲与税との使途をすみ分けて、次の５年間も森林環

境税を継続することを柱とする「今後の森林環境税のあり方について」を、令和５年３月にとりまとめ

ました。

（１）第四期（平成30年度～令和４年度）の成果

※制度創設(Ｈ15)以来、森林整備：約2万5千ha、森林環境学習や森林ボランティアへの参加：延べ32万人

ア 森林環境の保全を進める事業

・ CO₂吸収効果の高い人工林の保育間伐や里山林の整備 約5,300ha

・ 約9,400頭のシカの捕獲により、農林業被害額が減少傾向

・ 希少野生植物の食害防止のため、県内全域で53か所の防鹿柵を設置、モニタリング調査の実施

⇒ 森林の公益的機能の維持・増進につながっています。

イ 県民のみなさんの森林への理解と関わりを深め、広げる事業

・ 森林環境学習に、約５万８千人の児童、生徒などが参加

・ 県民の主体的な森林保全活動等に、約３万人が参加

・ 公共施設をはじめ、約300箇所の施設で木質化等を推進

⇒ 県民生活に欠くことのできない森林の働きへの理解と関わりを深め、木に親しみを持つ環境づ

くりが進んでいます。
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（２）第五期（継続）に向けての検討

ア 森林環境の保全を進める事業

森林の整備については、これまでの事業の成果によ

り、森林の公益的機能を維持増進することができまし

たが、県内の民有林人工林の８割以上が木材利用に適

した林齢に移行していました。

また、適切な経営管理が行われていない森林の整備

に必要な財源を確保する観点から、国において創設さ

れた森林環境譲与税が、令和元年度から県と市町村に

譲与されており、県の森林環境税との役割分担を考慮

して事業を進めていくことが必要になっていました。

イ 県民の森林への理解と関わりを深め広げる事業

県民の皆さまが森林の重要性について理解を深め、森林環境の保全に主体的に参加していただくため

には、普及啓発や森林環境学習などに継続的に取り組むことが重要です。また、より多くの県民の方々

が木の良さを知り、実感していただく機会を増やせるよう、公共的施設等への木材利用や緑化を進めて

いくことが必要になっていました。

ウ 新たな課題への対応

国連で採択された持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成（2030年）への認識が高まる中で、国にお

いては、2050年（令和32年）までに温室効果ガスの排出を実質的にゼロにする、カーボンニュートラル

を目指すことを2020年10月に宣言しており、CO₂の吸収源としての森林の役割への期待が高まってきて

います。

高知県においても2050年のカーボンニュートラルの実現に取り組むことを宣言しており、森林保全や

木材利用を通じたカーボンニュートラルの取組に対応していくことが必要になっていました。

（３）国税と県税とのすみ分け

森林整備については、市町村の森林環境譲与税の活用を念頭に、県の森林環境譲与税ではその取組を支

援することとし、県の森林環境税では、個別の市町村では実施が困難な広域的な事業に取り組むこととし

ました。また、これまで県の森林環境税で実施してきた事業が滞ることがないよう継続すること、県と国

のそれぞれの税をフル活用して早急に森林保全・整備の取組を進めることとしました。

その中で、県の森林環境税では、継続することで県民の中に根づいてくる森林への理解と関わりを深

め、広げていくためのソフト事業を中心に実施することとしました。

【県の森林環境税と国の森林環境譲与税の使途のすみ分け】

出展：総務省ホームページ

【国の森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み】
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（４）県民の意見

令和４年度県民世論調査やイベントにおいて、森林の持つ公益的機能や森林環境税についての認知度、

森林環境税の継続に対する賛否、森林保全のための今後の取組に対する意見などの調査を行うとともに、

県内企業に対してもほぼ同様のアンケート調査を行いました。

その結果、５年間の継続については、県民の約９割（県民世論調査、企業アンケート調査とも）の賛意

（賛成＋どちらかといえば賛成のご意見の計）をいただきました。

①県民世論調査(令和４年８月19日～９月13日：アンケート配布数3,000名、回答数1,671名)

②企業アンケート調査(令和４年８月９日～９月13日：アンケート配布数2,000社、回答数438社)

③もくもくエコランド2022 第５回森林環境学習フェア(令和４年10月22日、10月23日：アンケート回答数 203名)

（５）第五期（令和５年度～令和９年度）の方向性

地球温暖化の防止に向けて森林の役割が一層重要となる中で、森林環境保全の取組を先導的に進めてい

くことが、全国一の森林率を誇り、全国に先駆けて森林環境税を導入した本県のあるべき姿であり、この

税を延長していくことが必要と考え、森林環境税を継続することとしました。

（６）第五期森林環境税が目指すもの

森林率が84％と日本一の高知県の森は、CO₂を大量に吸収し、地球温暖化防止に大きく貢献していま

す。また、その比率の高さゆえに、人は森と深く関わってきました。

第五期の森林環境税では、こうした事実を積極的に捉えて、高知県の森に触れ、学び、誇りをもって森

を守り育み、使う、次の活動を進めていくこととしています。
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1.8%

2.2%

3.4%

3.4%

4.1%

2.0%

5.9%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

もくもくエコランド

企業アンケート

県民世論調査

＜森林環境税の継続に関する賛否＞　

賛成 どちらかと言えば賛成 反対 どちらかと言えば反対 その他

賛成意見 89.6%

賛成意見 88.8%

賛成意見 93.1%

反対意見 

反対意見 

反対意見 

■森と触れあい、学ぶ「こうちの森で人づくり」

・森林環境学習や森に五感で触れ合うことで、森を楽しむ資質や能力を育成

・ボランティアなど、県民参加による森づくりを推進

・森が持つ多様な働きを学び、森の価値を知り、それを生み出す活動を促進

・生徒や学生が森の仕事に携わる人と密に交流し、森の仕事を身近に感じる土壌を形成

■森を守り育み、使う 「豊かな森づくり」

・木材利用による街の森づくりなどを進め、地球温暖化の防止に貢献

・シカなどによる食害を抑えて野生動植物との共存を実現
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2023 特 集

（７）第五期森林環境税の具体的な使途

ア こうちの森で人づくり事業

①将来を担う子どもたちなどへの森林環境学習

学校現場等での森林環境学習、幅広い世代への木育 など

②県民の森や山に対する主体的な活動

森林保全ボランティアや県民参加による「こうち山の日」活動の支援 など

③森林環境に対する意識向上のための普及啓発・広報

情報誌の発行・配布、イベント開催、生活の場の緑化、税に関する意見交換会の開催 など

イ 豊かな森づくり事業

④森林の保全につながる木材利用の促進

建築物の木質化等により街に森をつくる「木の香るまちづくり」、カーボンニュートラル（脱炭

素）につながる木材利用 など

⑤野生動植物との共存

森林環境を守るための害獣防除、希少野生植物の保護 など

【令和５年度森林環境税活用事業予算】

4





2023 高知県の環境政策

１ 経緯

平成５年 11 月の環境基本法の制定や平成７年

４月の機構改革による文化環境部の設置など、本

県の環境行政は新たな視点に立った対応が求め

られることになり、文化及び環境それぞれの視点

から各種施策を総合的に推進するため、「高知県

環境基本条例」を平成８年３月 26 日に制定しま

した。

２ 特色

・環境の保全に加え、創造を目的の一つに明示

したこと

・「森林及び緑地の保全」、「農村環境の保全

等」、｢清流の保全」など本県ならではの環境

を再評価する項目を盛り込んだこと

・「都市部と中山間地域との連携の促進等」と

いう県政の重要課題である中山間地域対策を

位置付けたこと

・「環境影響評価の推進」、「環境教育及び環境

学習の振興等」、「資源の循環的な利用等の促

進」などの予防的手法を位置付けたこと

・環境基本計画とローカルアジェンダ 21の策

定を位置付けたこと

３ 概要
前文（抜粋）

私たちは、今までの経済効率優先を改め、環境

への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を目

指し、健全で恵み豊かな環境を保全するとともに、

よりよい環境を築き、高知らしさあふれる県づく

りをすべての県民の参加により推進し、将来の世

代に引き継いでいくことを決意して、この条例を

制定する。

第１章 総則

(目的)

第１条 この条例は、環境の保全及び創造につい

て、基本理念を定め、並びに県、市町村、事業

者及び県民の責務を明らかにするとともに、環

境の保全及び創造に関する施策の基本となる

事項を定めることにより、環境の保全及び創造

に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、も

って現在及び将来の県民の健康で文化的な生

活の確保に寄与することを目的とする。

第２条 定義

第３条 基本理念

第４条 県の責務

第５条 市町村の責務

第６条 事業者の責務

第７条 県民の責務

第８条 高知県環境白書

第２章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第１節 環境基本計画

第９条 環境基本計画

第２節 県が講ずる環境の保全及び創造の

ための施策等

第 10 条 施策の策定等に当たっての配慮

第 11 条 環境影響評価の推進

第 12 条 規則の措置

第 13 条 助成等の措置

第 14 条 施設の整備等の推進

第 15 条 資源の循環的な利用等の促進

第 16 条 都市部と中山間地域との連携の

促進等

第 17 条 森林及び緑地の保全等

第 18 条 農村環境の保全等

第 19 条 清流の保全

第 20 条 美しい海及び海岸の保全

第 21 条 環境美化の促進

第 22 条 良好な景観の形式

第 23 条 環境教育及び環境学習の振興等

第 24 条 民間団体等の自発的な活動の促

進

第 25 条 情報の提供

第 26 条 調査及び研究の実施等

第 27 条 監視及び測定等

第 28 条 総合調整等のための体制の整備

第３節 地球環境の保全

第 29 条 地球環境の保全に資する行動計

画の策定等

第 30 条 地球環境の保全に関する国際協

力等

第３章 国及び他の地方公共団体との協力等

第 31 条 国及び他の地方公共団体との協

力等

第 32 条 市町村への支援

高知県環境基本条例 （環境計画推進課）
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2023 高知県の環境政策

１ 経緯

高知県環境基本条例第９条に基づき、本県

の環境行政を総合的かつ計画的に推進してい

くための道筋と具体的な施策を定める「高知

県環境基本計画」を平成９年２月に策定しま

した。その後、計画の見直しを行い、平成20

年11月に第二次計画を、平成23年４月に第三

次計画を、平成28年４月に第四次計画を策定

しました。第四次計画の計画期間の満了及び

環境を取り巻く状況が大きく変化したことか

ら、令和３年４月に現計画である第五次計画

を策定しました。

【環境を取り巻く状況の変化】

・令和元年６月の「パリ協定に基づく成長戦

略としての長期戦略」において、最終到達

地点として「脱炭素社会」を掲げ、今世紀

後半のできるだけ早期に実現するという目

標が打ち出されました。

・世界全体で年間数百万トンを超えるプラス

チックごみが陸上から海洋に流出している

と推計されており、海洋プラスチックごみ

による地球規模での環境汚染が懸念されて

います。このため、海洋プラスチックごみ

による新たな汚染を2050年までにゼロにす

ることを目指す「大阪ブルー・オーシャ

ン・ビジョン」が共有されました。

２ 概要

（１）高知県環境基本計画の位置付け

本計画は、環境の保全及び創造に関する総合的

な計画として、地球温暖化対策や自然環境保全、

廃棄物・リサイクル対策などの個別計画に対して

基本的な方向性を示す計画として位置付けてい

ます。

（２）計画期間

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の目標年

である令和 12 年における本県の目指すべき将来

像を見通しつつ、令和３年度から令和７年度まで

の５年間とします。

ただし、計画期間の途中であっても、社会情勢

を踏まえ、必要に応じて改定を行い、計画の実効

性を担保します。

（３）目指すべき将来像

目指すべき将来像の実現のために、次の３つの

社会づくりを進めます。

ア 地球温暖化対策が進んだ脱炭素社会

多様な主体が地球温暖化防止に向けた取組

を進め、地球温暖化対策が進んだ社会を目指し

ます。

イ 環境への負荷の少ない循環型社会

物がつくられ、捨てられるまでの過程で、ご

みの再利用、リサイクルに取り組み、環境への

負荷の少ない社会を目指します。

ウ 自然環境の保全が図られた自然共生社会

生物多様性が損なわれないよう、生物多様性

に配慮した活動や利活用が定着し、人と自然と

の共生が図られる社会を目指します。

（４）環境の保全及び創造に関する施策の展開

「地球温暖化への対策」「循環型社会への取組」

「自然環境を守る取組」の３つの基本的な戦略に

加えて、「地域資源を活かした産業振興」「環境を

守り次世代へつないでいくための人材育成と地

域づくり」という２つの横断的な戦略を設け、包

括的に施策を展開していきます。

本計画では、ＳＤＧｓの考え方である環境、経

済、社会の統合的向上という視点に立ち、持続可

能で多様性と包摂性のある社会の実現に向け、環

境分野のみならず多様な社会課題の解決を意識

しながら施策を推進します。

高知県環境基本計画第五次計画の推進

（環境計画推進課）

８ ４ の森・柚子の里・アユ踊る清流、
はちよん

そして、ウミガメが訪れる海

～次世代につなごう！高知家の営み～

恵み豊かな環境の保全と活用による持続可能な「高知家の営み」の実現

循環型社会
の実現

脱炭素社会
の実現

自然共生社会
の実現

循環型社会
への取組

地球温暖化
への対策

自然環境
を守る取組

環境を守り次世代へつないでいくための人材育成と地域づくり

地域資源を活かした産業振興

多様な主体が参加できる協働の社会の実現
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2023 高知県の環境政策

環境の保全及び創造に関する施策の展開

戦略１

　地球温暖化への対策

（１）県民総参加による地球温暖化防止活動の拡大
（２）再生可能エネルギー導入への支援

（３）気候変動の影響への適応
（４）公共交通期間の利用促進によるCO2削減

（５）都市のコンパクト化と公共交通ネットワーク形成
（６）省エネビル・住宅やZEB・ZEHの推進
（７）森林吸収源対策による温暖化防止

　

戦略２

　循環型社会への取組

（１）３Rの推進
（２）プラスチックごみ対策

（３）廃棄物の有効活用
（４）廃棄物の適正化処理と

　　 災害廃棄物の処理対策
（５）リサイクル産業の振興

戦略３

　自然環境を守る取組

（１）生物多様性こうち戦略の推進
（２）森林環境の保全

（３）里地里山の保全
（４）清流の保全と流域の振興

（５）快適な生活環境の確保
（６）公共工事などでの環境配慮

戦略４
　地域資源を活かした産業振興
　
（１）本県の強みである恵み豊かな地域資源を活用した産業振興
　・地域の観光振興
　・自然公園の適正な管理と自然体験観光による利用促進
　・環境保全型農業の推進
　・CLTなどによる県産材の利用促進
　・地域の未利用森林資源を有効活用した取組の推進
　・CO2木づかい固定量認証制度
　・漁村におけるサービス業の創出
　・再生可能エネルギーを活用して得られた利益の地域への還流

戦略５
環境を守り次世代へつなげるための人材育成と地域づくり

（１）環境を守り次世代へつないでいくためお人材育成

　・幼少期、青少年期における環境教育の充実
　・環境学習を推進するための人材の育成

　・環境保全活動を実践する人材の育成
（２）環境を守り次世代へつないでいくための地域づくり
　・学校や地域との協働による環境保全活動の促進

　・地域における環境学習の支援
　・環境学習や環境保全活動に関する普及系奴や情報提供

【分野横断的な戦略】

【基本的な戦略】

※SDGｓのゴールは、代表的なものを抜粋

（５）計画の推進体制

ア 計画の推進体制

本計画の推進にあたっては、県民、事業者、

環境活動団体、教育機関、研究機関、市町村、

県などの各主体がそれぞれの役割を果たしつ

つ、連携、協力して目標に向かって着実に取り

組んでいく必要があります。

具体的な取組の推進については、環境学習支

援、環境教育の推進拠点として設置した「高知

県環境活動支援センターえこらぼ」を通じて、

環境情報の発信や環境学習講師の紹介・派遣、

環境イベントの開催などを実施し、県民や事業

者などへの普及啓発を促進します。

また、環境活動団体や研究機関の各々が持つ

個性や地域性、知識や技術など、情報と人材を

共有することで環境保全活動に取り組む体制

を強化していきます。

庁内においては、環境施策を推進するため、

関係各課が連携し、事業の連携促進・調整を行

うとともに、先進企業などからの助言を得なが

ら、新たな普及啓発方法の企画・検討を行いま

す。

イ 計画の進行管理

本計画の各分野の施策については、ＰＤＣＡ

サイクルを踏まえ、着実に事業の進捗を図るこ

ととします。

環境基本計画の推進体制

環境活動

への参加

環境活動

への参加

学習実施

情報共有
研究実施

情報共有

環境活動 学習支援・

情報提供

情報共有

高知県
環境計画推進課

関係各課

県民

環境
活動
団体

教育
機関

市町村 事業者

ＳＮＳ を活など

用した情報発信

情報提供

環境学習支援

研究
機関

活動実施

情報共有

情報共有

情報提供

環境学習講師の

紹介、派遣

情報共有

高知県環境活動支援センター

えこらぼ
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2023 高知県の環境政策

（６）各戦略の指標

本計画の効果的な推進のため、令和７年度までの５か年で目指す各戦略の目標指標を掲げ、達成状況

の把握及び評価を行います。

目標値（目標年度） 実績

県内の温室効果ガスの排出量※基準年（平成25（2013）年度） 年間 47％以上削減（Ｒ12） 24.1％削減（H29）

エコアクション21の認証・登録事業者数 累計 270社（Ｒ７） 211社（Ｒ４）

地球温暖化対策を何もしていない人の割合※県民世論調査における回答率 － 5％未満（Ｒ７） 7.8%（Ｒ４）

住宅用太陽光発電の普及率 累計 11.1％（Ｒ７） 10.0％（Ｒ４）

住宅用蓄電池・V2Hの導入件数 累計 500件（Ｒ７） －

民間事業所の太陽光発電設備及び蓄電池の導入件数 累計 25件（Ｒ７） 13件（Ｒ４）

小水力発電や木質バイオマス発電の事業計画数 累計 ３件（Ｒ７） －

地域新電力会社の設立件数（小売電気事業者の設立件数） 累計 ３件（Ｒ７） １件（Ｒ４）

「再エネ100宣言　RE Action」に参加する県内企業数 累計 20社（Ｒ７） １件（Ｒ４）

気候変動の影響への「適応策」の推進 － 計画の推進 －

県庁職員の５２０運動への参加率 年間 39％（Ｒ12） 17%（Ｒ４）

「都市計画区域マスタープラン」の推進 － 計画の推進 －

「地域公共交通計画（地域公共交通網形成計画）」の着実な実行 － 計画の着実な実行 －

こうちエコハウスへの来館者数 年間 1,000人（毎年） 345人（Ｒ４）

戸建て新築件数に対するZEH補助金の交付決定シェア － ４％（Ｒ７） 1.6％（Ｒ４）

県内民有林の間伐面積 年間 5,200㏊（毎年） 3,565ha（Ｒ４）

県内民有林の再造林面積 年間 630㏊（Ｒ５） 342ha（Ｒ４）

一般廃棄物の排出量 年間 231千t（Ｒ７） 242千ｔ（Ｒ３）

一般廃棄物のリサイクル率 年間 25％（Ｒ７） 20.3％（Ｒ３）

県民一人当たりの１日分の家庭ごみの排出量（一般廃棄物）　 年間 537ｇ（Ｒ７） 599ｇ（Ｒ３）

リバーボランティアによる清掃活動の実施 － 継続的な実施 －

下水汚泥処理で発生するガスの有効活用率※点検による発電停止期間を除く 年間 100％（毎年） 99.7%（Ｒ４）

適正処理講習会の開催回数 年間 ３回（毎年） ３回（Ｒ４）

災害廃棄物処理広域ブロック協議会の開催（訓練を含む） 年間 ３回（毎年） ４回（Ｒ４）

リサイクル製品の認定数 累計 105件（Ｒ７） 100件（Ｒ４）

環境配慮型事業所の認定数 累計 20件（Ｒ７） 19件（Ｒ４）

生物多様性の認知度 － 80％（Ｒ５） 61.8％（H30）

防護柵の設置と維持による植生回復状況 年間 80％（毎年） 84.6%（Ｒ４）

食害拡大地域の現地調査か所数 年間 5か所（毎年） ９か所（Ｒ４）

ニホンジカの捕獲頭数 年間 30,000頭（Ｒ３） 21,097頭（Ｒ４）

絶滅種・絶滅危惧種などの数（動物） － 増やさない －

絶滅種・絶滅危惧種などの数（植物） － 増やさない 721種（Ｒ４）

協働の森づくり事業のパートナーズ協定締結数 累計
新規の増加
更新の継続

68件（Ｒ４）

新規就農者数 年間 320人（毎年） 214人（Ｒ４）

集落活動センターの設置数 累計 80か所（Ｒ６） 65か所（Ｒ４）

協働の川づくりパートナーズ協定締結数 累計
新規の増加
更新の継続

８件（Ｒ４）

おもてなしの水辺創成事業の実施 － 継続的な実施 －

環境配慮が必要な河川での「多自然川づくり」の実施 － 継続的な実施 ２箇所（Ｒ４）

公共用水域における水質汚濁に係る環境基準達成率 年間 93％（毎年） 98.4％（Ｒ４）

地下水における環境基準達成率 年間 100％（毎年） 100％（Ｒ４）

自然林の回復 年間 4,199㎡以上（毎年） 3,376㎡（Ｒ４）

環境配慮勉強会の実施回数 年間 １回以上（毎年） ０回（Ｒ４）

自然・体験型観光施設などの利用者数 年間 1,141千人（毎年） 1,807千人（Ｒ４）

病害版IPM技術の新規導入技術数 累計 ７品目（Ｒ５） ５品目（Ｒ４）

県有公共施設の木造率 年間 100％（毎年） 100%（Ｒ４）

生物多様性こうち戦略推進リーダー登録者数 累計 100人（Ｒ５） 91人（Ｒ４）

こうち山の日県民参加支援事業の参加者数 年間 450人（毎年） 955人（Ｒ４）

地球温暖化防止活動推進員のリーダーとなる「スーパー推進員」の養成 累計 17人（Ｒ７） 20人（Ｒ４）

県民一斉美化活動の参加者数 年間 3,000人（毎年） 1,944人（Ｒ４）

環境学習などの受講者数 年間 2,500人以上（毎年） 2,942人（Ｒ４）

目標指標

地域資源を活
かした産業振
興

環境を守り次
世代へつない
でいくための
人材育成と地
域づくり

地球温暖化へ
の対策

循環型社会へ
の取組

自然環境を守
る取組

各戦略における目標指標
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2023 高知県の環境政策

１ 概要

高知県環境審議会は環境基本法第 43条及び自然

環境保護法第 51 条に基づき、高知県内の環境保全

に関する基本的事項や自然環境の保全に関する重

要事項を調査審議するために設置された知事の附

属機関です。

審議会には総合部会、水環境部会、生活環境部会、

自然環境部会、温泉部会の５つの部会が設置され

ており、それぞれの所掌事務について審議を行っ

ています。

【各部会の所掌事務】

部会名 所 掌 事 務

総合部会

１ 部会の審議に関する総合調整に

関すること

２ 環境の保全に関する基本的事項

に関すること

３ 前各号に掲げるもののほか、審議

会の所掌事務で他の部会の所掌

事務に属しない事項に関すること

水環境部会
水質、地盤沈下その他水環境に係る重

要事項に関すること

生活環境部会

１ 大気汚染、悪臭、騒音及び振動の

防止その他生活環境に係る重要事

項に関すること

２ 廃棄物処理に係る重要事項に関す

ること

自然環境部会

１ 自然環境の保全に係る重要事項に

関すること

２ 県立自然公園に係る重要事項に関

すること

３ 鳥獣保護及び狩猟に係る重要事項

に関すること

温泉部会 温泉に係る事項に関すること

【審議会及び各部会の開催実績（令和４年度）】

会議名 議 題

環境審議会

（令和４.７.29）

審議事項

・高知県環境基本計画第五次計画に

おける目標値の一部改定について

・高知県環境基本計画第五次計画の

取組状況について

報告事項

・令和４年度公共用水域及び地下水

の水質測定計画並びに水質汚濁に

係る環境基準の水域類型指定の変

更について

その他

・高知県における促進区域の設定に

関する環境配慮基準（案）の策定に

ついて

（令和５.２.17）

審議事項

・高知県環境基本計画第五次計画の

取組状況について

諮問事項

・鳥獣保護区特別保護地区の指定に

ついて

報告事項

・高知県における促進区域設定に関

する環境配慮基準の策定に係る地

球温暖化対策実行計画（区域施策

編）の一部改定について

水環境部会

（令和５.２.21）

・令和５年度公共用水域及び地下水

の水質測定計画（案）について

自然環境部会

（令和４.８.９）

・生物多様性こうち戦略の進捗状況

（令和５.２.17）

・白髪鳥獣保護区特別保護地区の指

定

高知県環境審議会 （環境計画推進課）
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2023 高知県の環境政策

１ 概要

県では、文化の振興、国際交流の推進、環境の

保全及び県民生活の向上に顕著な功績のあった

個人や団体を表彰しています。

表彰の基準は、活動期間が概ね10年以上で、下

記の表彰分野に該当する県内在住の個人や団体、

又は先導的、先駆的な活動であり知事が表彰する

ことを適当と認める場合としています。

受賞者（団体を含む）は、推薦のあったものの

中から、選考委員会によって審査し、決定されて

います。

この表彰は、平成８年度から実施しており、令

和４年度までに148の個人・団体を表彰していま

す。

また、環境関係では、34の個人・団体を表彰

しています。

２ 表彰分野

（１）芸術の振興、文化財の保護など文化の振興

に尽くしたもの

（２）地域国際化、国際友好交流、国際協力など

国際交流の推進に尽くしたもの

（３）自然共生社会づくり、循環型社会づくりな

ど環境の保全に尽くしたもの

（４）消費生活、安全安心まちづくり、男女共同

参画の分野において県民生活の向上に尽

くしたもの

３ 令和４年度受賞者

文化の振

興

谷村 泰久

（音楽教諭や合唱団の指揮者とし

て、指導を行い、熱心な演奏活動

に尽力し、文化の振興に貢献し

た。）

文化の振

興

西原 育子

（箏曲に勤しみ演奏活動や後進の

育成に尽力し、文化の振興に貢献

した。）

文化の振

興

山本 眞壽子

（伝統工芸としての染織技術の普

及に寄与し、文化の振興に貢献し

た。）

文化の振

興

竹内 淳雄

（詩吟剣舞の普及や後進の育成

に尽力し、文化の振興に貢献し

た。）

文化財の

保護

井出 幸男

（無形民俗文化財を中心とした調

査研究や後進の育成指導に尽力

し、文化財の保護に貢献した。）

高知県文化環境功労者表彰（文化国際課）

11



2023 高知県の環境政策

４ 表彰実績

※分野は重複している場合がありますので、受賞

者（団体を含む）の計とは合わないところがあり

ます。

年

度

受

賞

者

受 賞 分 野

文 化 の

振興

生

活

文

化

国

際

交

流

環

境

の

保

全

自

然

環

境

の

保

護

県

民

生

活

の

向

上

そ

の

他

文

化

芸

術

文

化

財

の

保

護

H8 ４ ２ １ １

９ ７ ５ １ １

10 ５ ２ １ １ １

11 ７ １ ２ １ ３

12 ５ ２ ２ １

13 ９ ５ ２ １ １

14 ６ ３ １ １ １

15 ７ ４ １ １ ２

16 ７ ３ １ １ ２

17 ７ ２ １ ２ ２

18 ７ １ ４ ２ ２

19 ６ ２ ２ ２ ２

20 ６ １ ２ １ １ ２

21 ４ ２ １ １ １

22 ５ １ １ １ ２

23 ４ ３ １ １

24 ４ ２ ２

25 ６ ３ ３ １

26 ６ ３ １ １ ２

27 ３ ２ １

28 ６ ５ １

29 ３ １ １ １

30 ７ １ １ ２ ２ １

R1 ６ ２ ２ １ １

２ ４ ３ １

３ ２ １ ２

４ ５ ４ １
合

計
148 63 30 １ 20 26 ８ 10 １
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2023 高知県の環境政策

１ 概要

木の文化県構想の定着を図るため、木造建築物

及び木造建造物の部、木の文化のまち並み及び生

活のある風景の部、木の文化を実践している人た

ちの部、県産木材の利用促進の部の４部門で功績

のあるものを表彰しています。

２ 令和４年度 高知県木の文化賞

＜木造建築物及び木造建造物の部＞

萩野家住宅

【施設の概要】当住宅は「重要伝統的建造物群保

存地区」である安芸市土居廓中にあった空き家を

改築して建てられた住宅です。設計・工事ではで

きるだけ既存の部材を残し、生かしています。各

部の納まり（瓦屋根部分等）は当時の工法で施工

されており、黒色塗料を用いることで新旧の部材

の調和を図るという工夫もされてます。また、大

工・左官・瓦などの主要な工事をはじめ、安芸の

職人さんが全ての施工をすることで、伝統の技術

を後世に受け継ぐことにも寄与しています。

近年は土居廓中でも取り壊される家がある中、

地域の建築の姿を残し、活用することで木の文化

を含め地域の風景や記憶を未来に伝える建築と

なっています。

香長小学校児童クラブ

【施設の概要】当施設は地元の香美市の木材と

大工の技術でつくられた学童保育施設です。周

辺環境に調和した形態は、山並みや運動場との

一体感を創出しており、内部は香美市産の丸太

柱を中心に広場のようなオープンな大空間を、

斜材を組み合わせたシンプルかつ合理的な架構

により実現しています。

雨の日の出入りで濡れない工夫や、西側の窓

からの日差し、北側の出入り口への冬の山から

の吹き下ろしまで考慮することで自然環境とも

調和しています。木の温もりを感じる空間で、

木に触れながら子ども達が成長できる、木育に

も適した当建築は地域の木の文化を高めるシン

ボルとなっています。

＜県産木材の利用推進の部＞

有機的建築 村上

【施設の概要】四万十市にある有機的建築村上は、

高知県幡多地域を中心に、構造材や内装化粧仕上

げ材など全てに高知県産材を使用した木造住宅

を建築しており、県産木材の有効利用によって地

域に貢献しています。また、手刻みや墨付けなど

の伝統工法を重んじ、受け継いでいくため尽力し

ています。

建築された住宅は床、壁、天井など木材がふん

だんに使用され、木の風合いが伝わる、やわらか

な空間が演出されています。

木の文化賞表彰 （林業環境政策課）
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2018
2023 地球温暖化への対策

１ 経緯
県では、平成 23年３月に策定し、平成 29年３月

に改定した「高知県地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）」に基づき、計画期間を令和 12年までとし

て温室効果ガスの削減目標の達成を目指してきま

した。

しかし、平成 30年 10 月の第 48 回 IPCC 総会にお

ける「1.5℃報告書」の採択や、温室効果ガスの削

減に取り組む新たな国際的枠組み「パリ協定」の運

用開始、政府による 2050 年のカーボンニュートラ

ル宣言など、地球温暖化対策を取り巻く国内外の状

況が大きく変化したことから、令和３年３月に本計

画を改定しました。

改定した本計画に基づき、県民総参加により、総

合的かつ計画的に地球温暖化対策を推進するとと

もに、PDCA サイクルを取り入れた適切な進捗管理

を行うことにより、温室効果ガスの削減目標の達成

を目指しています。

２ 基本的事項

（１）計画の位置付け

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第

21条第３項及び高知県環境基本条例第29条に基づ

き策定したものです。

（２）計画期間等
計画期間 2017(平成 29)～2030(令和 12)年度
基 準 年 2013(平成 25)年度

（３）対象とする温室効果ガス
地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第３

項に定める以下の７種類とします。

種類 主な用途・発生源

二酸化炭素

(CO2）
化石燃料の燃焼など

メタン

（CH4）

稲作、家畜の腸内発効、廃棄物の

埋め立てなど

一酸化二窒素

（N2O）

化石燃料の燃焼、工業プロセスな

ど

ハイドロフルオロカーボン類

（HFC）

スプレー、エアコンや冷蔵庫など

の冷媒、化学物質の製造プロセス

など

パーフルオロカーボン類

（PFC）
洗浄剤や溶剤

六ふっ化硫黄

（SF6）
電気の絶縁体など

三ふっ化窒素

（NF3）
半導体の製造プロセスなど

（４）対象とする部門

温室効果ガスは、下表のとおり、部門ごとに算定

します。

（５）温室効果ガスの削減目標

（2022（令和 4）年 3月改定）

削減目標 2030 年度の森林等吸収量を反映した

温室効果ガスの排出量を基準年比で

①47%以上削減

（電気の CO2排出係数変動※）

②28％以上削減

（電気の CO2排出係数を基準年で固定）

※国が「エネルギー基本計画」で定めた 2030 年度

の電源構成（国の削減目標（46%削減））が達成され

た場合の電気の CO2排出係数（電気事業低炭素社会

協議会の目標値：0.25kg-CO2/kWh）を用いて算定

部 門 排 出 源

産業部門
製造業（工場）、農林水産業、鉱業、建設業で

使用された燃料・電力からの排出量

家庭部門 家庭で使用された燃料・電力からの排出量

業務その他

部門

事務所・ビル、商業・サービス業施設に加え、

製造業の管理部門で使用された燃料・電力から

の排出量

運輸部門
自動車、鉄道、内航船舶、国内航空で使用され

た燃料・電力からの排出量

工業プロセス

部門

セメント製造、生石灰製造などの工業プロセ

スからの排出量

廃棄物部門 一般廃棄物や産業廃棄物の焼却による排出量

その他部門

二酸化炭素以外の排出量（メタン、一酸化二窒

素、フロンガス）

家畜の飼養、廃棄物の焼却などによるメタン及

び一酸化二窒素の排出量

製造工程やカーエアコンなどからのフロンガ

スの排出量

高知県地球温暖化対策実行計画

（新エネルギー推進課）

高知県地球温暖化対策実行計画

（環境計画推進課）
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2018
2023 地球温暖化への対策

部門別の削減目標

森林等吸収量の将来推計結果

農地土壌炭素吸収源対策による

吸収量の将来推計結果

都市緑化等の推進による吸収量の将来推計結果

３ 温室効果ガス排出量の現状

（１）温室効果ガス総排出量の推移（電気の CO2排

出係数変動）

2020（令和２）年度の本県の温室効果ガス排出量

は総排出量7,929千 t-CO2から森林吸収量 1,192千

t-CO2を差し引いた 6,737 千 t-CO2となり、基準年

度（2013 年）の排出量（8,389 千 t-CO2）からは

1,652 千 t-CO2（19.7%）減少しました。

出典：環境計画推進課

（２）部門別排出状況の推移

４ 温室効果ガス削減などに向けた取組

温室効果ガスを削減する手法や対策は様々なも

のがあり、革新的な技術の導入時期も不確定ですが、

国や産業界などの動向を踏まえながら、低炭素社会

づくりの基盤を構築するために、計画的かつ総合的

な地球温暖化対策を推進していきます。

具体的な施策や取組については下図のとおりで

すが、県民、事業者など各主体の取組を積極的に支

援していくとともに、部門別削減対策、二酸化炭素

吸収源対策など各分野での効果的な削減対策を講

じていきます。

施策体系

部 門 増 減 要 因

産業部門

電気消費量と石炭・コークスの減少に加え、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

る製造業の生産量の減少に伴い、前年度比

14.6%減少（基準年度比 13.2％減少）

家庭部門

省エネの進展等により減少傾向にあった

が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

により在宅時間が増加し、前年度比 36.3％

増加（基準年度比 8.3％減少）

業務その他

部門

省エネの進展等により基準年度比では減少

したが、前年度比では、電気使用量の増加

により、前年度比 2.4％増加（基準年度比

14.3％減少）

運輸部門

自動車の燃費効率の向上や新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響に伴う行動制限によ

り、前年度比 15.8％減少（基準年度比 19.8％

減少）

工業プロセス

部門

クリンカ製造量の減少に伴い、前年度比

4.7％減少（基準年度比では 8.0％減少）

廃棄物部門

産業廃棄物の処理量が前年に比べ増加した

ことから、前年度比 1.2％増加（基準年度比

9.3％増加）

その他部門 前年度比 1.0％減少（基準年度比 5.5％増加）
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１ 経緯
気候変動対策が世界的な課題となる中、本県にお

いても、2020 年 12 月に「2050 年のカーボンニュー

トラルの実現に向けて取り組む」ことを宣言し、そ

の具体的な道筋を示すものとして、2022 年３月に、

森林資源をはじめとする豊富な自然資源などの本

県の強みや特色を生かした「高知県脱炭素社会推進

アクションプラン」を策定しました。

２ 概要
（１）計画の位置付け等

アクションプランは、「2050 年カーボンニュート

ラルの実現」と「経済と環境の好循環」の創出に向

けて、本県の温室効果ガス排出量削減目標等を定め

た「高知県地球温暖化対策実行計画」等の取組に加

え、本県の特色を生かした脱炭素化に資する新たな

産業の育成などの新たな取組を盛り込んだ行動計

画です。

このアクションプランでは、カーボンニュートラ

ルの実現された 2050 年の目指すべき将来像を示す

とともに、その中期目標となる 2030 年度の数値目

標を定め、具体的な取組内容や取組主体、期限等を

明確にしています。

また、知事を本部長とする「高知県脱炭素社会推

進本部」での取組の進捗管理に加え、学識経験者や

各産業分野の団体代表者等で構成される外部委員

会「高知県脱炭素社会推進協議会」からの助言等を

踏まえ、取組の更なる拡充やバージョンアップに努

めてまいります。

本県の豊かな自然環境を守り次世代に引き継い

でいくためにも、カーボンニュートラルの実現に向

けて、多くの方々のご理解・ご協力をいただきなが

ら、県民・事業者・行政等が一丸となったオール高

知での取組を進めていきます。

（２）計画期間

計画期間は、県の基本政策の一つである「第４期

高知県産業振興計画」の期限と合わせて、2022 年度

（令和４年度）から 2023 年度（令和５年度）まで

としています。

（３）カーボンニュートラル実現に向けた基本的な

考え方と取組内容

特に、高知県の温室効果ガス排出量の多く（約

67％）を占めているエネルギー起源 CO2 への対策が

重要であることから、本県の豊かな自然資源を最大

限活用したアプローチによる取組を実施します。

具体的には、①省エネ、②電化、③電力の再エネ化

をそれぞれ推進することにより、化石燃料由来のエ

ネルギーの削減を図るとともに、④吸収源対策を強

化することにより実質ゼロを実現します。

（４）温室効果ガスの削減目標

アクションプランでは、2050 年カーボンニュー

トラルの実現に向けて、中期目標となる 2030 年度

の温室効果ガス排出量削減目標（基準年である

2013 年度排出量からの削減目標）を見直し、47％以

上に引き上げました。

この削減目標の設定に当たっては、国が「地球温

暖化対策推進計画」で掲げた目標値の設定根拠とし

た「対策評価指標」を本県でも設定し、削減量の積

み上げにより算出しています。

（５）アクションプランの柱

アクションプランの取組推進に当たっては、３つ

の柱を中心に「カーボンニュートラル」「経済と環

境の好循環」に挑戦しています。

柱１ CO2 の削減に向けた取組の推進

県民・事業者・行政などの、①省エネ化②電化・

再エネ化③森林等吸収源対策などを推進

柱２ グリーン関連産業の育成

本県の特色を生かしたグリーン化（脱炭素化を

目指した取組）による持続可能な産業振興を進

めるため、CO2 削減につながる製品やサービスを

生み出す取組の支援などを推進

柱３ SDGs を意識したオール高知での取組の推進

県内全域での脱炭素化の推進に向けて、県民・事

業者・行政等オール高知での県民運動を展開

３ バージョンアップについて

2022 年度は、アクションプランの実行初年度と

して、事業者への太陽光発電導入支援や、「環境パ

スポート」の運用開始、「高知県脱炭素シンポジウ

ム」の開催等の取組を行いました。

一方、取組を進める中で、各産業での脱炭素化を

進めるためには、それぞれの状況を踏まえた支援の

充実が必要である、事業者の環境を意識した取組の

拡大につながる仕組みづくりが必要であるなどの

課題が見えてきました。これらについて、高知県脱

炭素社会推進協議会や高知県脱炭素社会推進本部

での議論を踏まえて、2023 年３月にアクションプ

ランのバージョンアップを行いました。

高知県地球温暖化対策実行計画

（新エネルギー推進課）

高知県脱炭素社会推進アクションプラン

（環境計画推進課）
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１ 高知県地球温暖化防止県民会議による地球

温暖化防止活動の推進

県民会議は、県民・事業者・NPO・行政などの

各主体が連携・協働して地球温暖化防止の活動

を県民総参加による県民運動として展開する

ため、平成 20年９月に設立されました。

令和５年３月時点の会員数は307団体となっ

ています。

（１）県民会議の３部会の主な活動

ア 県民部会

家庭での CO2排出量削減などの

取組について、成果を見える化し

ながら進めていき、温暖化防止活

動を行う県民をあらゆる機会を

とらえて増やす取組を推進しま

す。

主な活動テーマ

・環境にやさしい買い物の取組推

進

・公共交通エコポイント社会還元

及び普及啓発

・県民に対する地球温暖化問題の

周知・啓発

地球温暖化防止県民会議の組織図

イ 事業者部会

事業者の業務にかかわる CO2

排出量削減などの取組につい

て、その成果を見える化しなが

ら進めていき、温暖化防止活動

を行う事業者やその従業員を持続的に増やす

仕組みづくりを行います。

主な活動テーマ

・エコアクション 21 その他の環境マネジメ

ントシステムの取組推進

・省エネアドバイザーの周知・派遣

・省エネ機器導入の促進

ウ 行政部会

行政自らの温暖化対策を推進

するとともに、県民、事業者と一

体となった取組を推進します。

主な活動テーマ

・地方公共団体実行計画の策定の推進

・エコオフィス活動の推進

・グリーン購入の推進

・地球温暖化防止活動推進員の活用と連携

・県民への地球温暖化防止の啓発

地球温暖化防止県民運動推進事業

（環境計画推進課）

グリーン購入
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（２）地球温暖化対策普及啓発事業

平成 30 年度から、地球温暖化対策に関する普

及啓発を強化するために、地球温暖化対策普及啓

発事業を開始しました。

令和４年度は、ホームページや SNS などのメデ

ィアを組み合わせて効果的な情報発信を行うと

ともに、環境にやさしい買い物キャンペーンなど

を実施することで実際に地球温暖化対策に取り

組む県民の増加を図りました。

（３）令和４年度の３部会の主な活動実績

ア 県民部会

部会を３回開催しました。

環境にやさしい買い物推進ワーキング、交通

エコポイント活用社会還元事業監理委員会な

どを開催し、県民参加による温暖化防止のため

の取組を行いました。

（ア）環境にやさしい買い物の取組

県内の事業者・団体などに呼び掛け、「環境に

やさしい買い物キャンペーン 2022」を実施しま

した。10、11 月の２か月間、

①レジ袋を断る（レジ袋の削減）

②産地が近いものを購入する（輸送にかか

るエネルギー削減）

③すぐに消費する場合には、消費・賞味期限

が近いものを購入する（食品ロス削減）

以上、3点の回数を記録・集計し、CO2の削減量

を競うこの取組に 2,949 人が参加し、期間中の

総 CO２削減量は 10,960.90kg でした。

（イ）交通エコポイント活用社会還元事業

県内の小学生が校外学習などを行う際に小

学生用の「ですか」カードを無料で貸し出し、

公共交通の利用を通じた地球温暖化防止の啓

発活動を行いました。

令和４年度は、県民会議会員団体に事業への

寄付を呼び掛け104団体より162.3万円の寄付

を受けて事業を運営し、利用者数は 2,612 人で

した。

無料貸出「ですか」カードを活用した

校外学習の様子

（ウ）地球温暖化問題の周知・啓発

ホームページにより情報発信するととも

に地域イベントへの出展（５か所）や学習

会（２回）を実施しました。

イ 事業者部会

部会を１回、ワーキングを２回開催しました。

エコアクション 21 その他の環境マネジメン

トシステムの取組推進では、エコアクション 21

の普及のための基礎セミナーを開催し、計６社

８名が受講しました。

省エネアドバイザーの派遣では、４社に省エ

ネアドバイザーを派遣し、事業者の省エネの取

組を支援しました。

ウ 行政部会

部会を１回、ワーキングを１回開催しました。

地方公共団体実行計画の策定、環境マネジメ

ントシステムの導入などのエコオフィス活動

やグリーン購入の推進を図りました。

地球温暖化防止活動推進員の活用と連携で

は、推進員との協働の場を広げていくため、市

町村が開催したイベントなどにのべ 68 名の推

進員が参加し、地球温暖化防止に関する普及啓

発を行いました。

県民への地球温暖化防止の啓発では、節電・

省エネ対策に取り組み、節電の呼び掛けを 19

市町村で広報誌などを通じて実施しました。

また、環境にやさしい買い物キャンペーンへ

の参加を各市町村広報誌などで呼び掛けると

ともに、県内 14 市町村と県庁の 1,259 名が環

境にやさしい買い物キャンペーンに参加しま

した。

キャンペーン 2022 ポスター
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（４）取組に対する表彰、感謝状贈呈

県民会議の行う事業を推進するうえで、先進

的な活動や他の模範となる活動を行うなど、大

きく寄与した団体を表彰するとともに、交通エ

コポイント活用社会還元事業に寄付を頂いた

104 団体に感謝状を贈呈しました。

◎会長表彰（１団体）

◎部会長表彰（43 団体)

受賞対象活動 県内初の水素ステーションを整備

受賞

団体
土佐酸素株式会社

受賞対象活動
「環境にやさしい買い物キャン

ペーン 2022」

受賞

団体

株式会社フジ・リテイリング

株式会社 ドコモ CS四国

高知支店

高知市

うみのこども

受賞対象活動
交通エコポイント活用社会還元

事業「ですかでゴー」

受賞

団体

明治建設 有限会社

山本建設 株式会社

かしま工業 株式会社

株式会社 シンゲン

山本でんき 有限会社

株式会社 不二土木

受賞対象活動
避難所や福祉施設へ太陽光発電

と蓄電池の設備を導入

受賞

団体
黒潮町

受賞対象活動 エコアクション 21

受賞

団体

株式会社 開洋

有限会社 西村建設

株式会社 井上電工

有限会社 長﨑電機

株式会社 高知電気

株式会社 土佐建機

有限会社 大谷組

有限会社 竹崎組

株式会社 岩村

有限会社 共伸建設

株式会社 ロードグリーンズ

中田建機 有限会社

有限会社 藤本組

株式会社 田辺豊建設

有限会社 手箱建設

株式会社 今宮建設

有限会社 三器建設

昭栄設備工業 株式会社

株式会社 島崎建設

有限会社 郷田組

株式会社 ニシトミ

刈谷建設 株式会社

かしま工業 株式会社

株式会社 シマント

有限会社 武森組

黒潮電機 株式会社

株式会社 濱田水道工業

株式会社 長重建設

株式会社 栄和電機

有限会社 藤本組

有限会社 アキテック

正和電機 株式会社
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１ 概要
（１）「新エネルギー」とは

地球温暖化への対応やエネルギー安全保障の

観点から、太陽光や風力といった再生可能エネル

ギーが注目されています。

再生可能エネルギーとは、常に自然のなかに存

在し、繰り返し利用できるエネルギーのことです。

このうち、新エネルギーは技術的に実用段階に

あるものの、経済性の面で普及が十分でないもの

を指します。

図 新エネルギーの種類

資料：「分かる新エネ」パンフレット（資源エネルギー庁）

（２）新エネルギービジョン（2021年度～2025年

度）

県では、平成23年３月に「高知県新エネルギー

ビジョン」を策定し、平成28年３月に改定し、10

年間にわたって高知県の自然条件などの強みを

生かし、太陽光発電や木質バイオマス発電などの

新エネルギーの導入を進めてきました。

こうした取組により、太陽光発電を中心に新エ

ネルギーの導入が進んできましたが、国のエネル

ギーを取り巻く環境の変化とともに、送電網の脆

弱性による事業化の断念など、課題があります。

こうした現状を踏まえ、令和３年３月に「高知

県新エネルギービジョン」を改定し、新エネルギ

ーのさらなる導入促進に取り組んでいます。

ア 高知県が目指す将来の再生可能エネルギー

利用の姿

イ 基本方針と取組方針

新エネルギーの導入促進

（新エネルギー推進課）

新エネルギーの導入促進

（環境計画推進課）
高知県産100%！

自然エネルギーあふれる「こうち」の創造
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川
県

全国平均：1,969時間

ウ 高知県の強み（豊富な地域資源）

（ア） 全国1位の森林率

（イ） 全国1位の日照時間

（ウ） 全国1位の降水量

（エ） 条件の良い風況

※風速６m/s以上が風力発電に適している

出典：NEDO 局所風況マップ

（３）県内の導入状況（令和４年度）

ア 太陽光発電

出典：固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト

イ 風力発電施設（20kW以上）

※県が把握しているもの

ウ 小水力発電施設（1,000kW以下）

※県が把握しているもの

エ 木質バイオマス発電施設

※バイオマス比率考慮あり

出典：固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト

規模 件数 導入規模

10kW未満 21,390 102,481kW

10kW 以上 4,689 413,204kW

うちメガソーラー(1,000kW 以上) 94 233,537kW

市町村 名称 事業実施主体 出力

大豊町
ユーラス大豊ウイ

ンドファーム

ユーラス大

豊風力

18,370kW

（計８基）

梼原町 梼原風力発電所 梼原町
600kW

×２基

香美市
甫喜ヶ峰風力発電

所
高知県

750kW

×２基

津野町 葉山風力発電所
葉山風力

発電所

1,000kW

×20基

大月町
大月ウィンドファー

ム

大月ウィンド

パワー

1,000kW

×12基

大月町
大洞山ウィンドファ

ーム

グリーン

パワー大月

3,000kW

×11基

市町村 名称 事業実施主体 出力

安芸市 名村川発電所 四国電力 420kW

室戸市 吉良川発電所 四国電力 256kW

四万十町 松葉川発電所 四国電力 320kW

香美市 新改発電所２号機 四国電力 800kW

越知町 桐見ダム管理用発電 高知県 600kW

宿毛市 中筋川ダム管理用発電 国土交通省 300kW

四万十町 津賀発電所３号機 四国電力 550kW

大川村 白滝発電所
大川村ふるさ

とむら公社
60kW

梼原町 梼原町小水力発電所 (株)まつばら 3kW

宿毛市 渡川ダム管理用発電 国土交通省 190kW

梼原町 梼原町小水力発電所 梼原町 53kW

大川村 大平発電所 住友共同電力 150kW

馬路村 馬路村小水力発電所 馬路村 145kW

香美市 山田分水工発電所
山田堰井筋

土地改良区
90kW

三原村 三原村ふるさと発電所
NPO 法人いき

いきみはら会
116kW

市町村 名称 事業実施主体 出力

高知市 土佐発電所
土佐グリーンパ

ワー
6,300kW

宿毛市
宿毛バイオ

マス発電所

グリーン・エネ

ルギー研究所
6,500kW

須崎市
高知工場第

１発電所

住友大阪セメン

ト
25,730kW

本山町
本山バイオ

マス発電所

エフビットコミュ

ニケーションズ
1,990kW

83.8

81.2

78.8 78.2 77.9
76.9 76.7 76.5 75.9 75.7

70.0

72.0

74.0

76.0

78.0

80.0

82.0

84.0

86.0

（％） 全国平均：67.2％

図 森林率（上位 10 位）

図 年間日照時間（上位 10 位）

資料：日本統計年鑑（令和２年）

図 年間降水量（上位 10 位）

資料：日本統計年鑑（令和２年）

資料：林野庁「都道府県別森林率・人工林率（平成29年）」
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（４）再生可能エネルギーの導入促進に向けた課

題とその対応

現在、本県では、系統と呼ばれる送配電線の容

量の関係から、一部の地域を除き、発電所を建設

しても系統に接続できない、または条件付きでし

か接続が出来ないといった状況となっており、再

生可能エネルギーの導入を促進する上での大き

な課題となっています。

こうした状況は全国的にも生じており、国に対

しては、再生可能エネルギーのポテンシャルの高

い地域を優先した系統増強のルール作りや、系統

増強が実現するまでの間、再生可能エネルギーの

導入が図れるよう系統運用のルールを見直すな

ど、政策提言を通じて働きかけを行っています。

また、系統の増強には、工事期間なども考慮す

ると早くても 10 年程度はかかると言われている

ことから、系統の増強が実現するまでの間は、系

統を利用しない形、いわゆる再生可能エネルギー

の地産地消を進める形で、本県の再生可能エネル

ギーの導入を促進していきます。

（５）福祉避難所等太陽光発電設備導入事業

再生可能エネルギーの導入促進については、自

家消費を行う太陽光発電の普及を図ることも一

つの方法です。

太陽光発電は、大規模災害などで発生する停電

時に非常用電源として使える利点を持つため、県

の課題である災害対策にも役立ちます。

そのため、太陽光発電設備の普及促進や啓発を

図るために、災害発生時には重要な役割を担う福

祉避難所や病院などが太陽光発電設備と蓄電池

を設置する事業に対して補助を行っています。

（６）太陽光発電施設の設置・運営等に関する

ガイドライン

太陽光発電の導入が進むなか、太陽光発電施設

の設置・運営そのものに関する法令などがなかっ

たことなどから、全国で地域住民などと太陽光発

電事業者との間でトラブルが発生しており、本県

においても問題となるケースが生じました。

そのため、事業実施にあたって、法令などの規

制が無い場合でも遵守していただきたい事項を

例示し、太陽光発電事業が地域と調和した事業と

なるよう事業者が自主的に取り組むことを目的

として、平成 28年３月に太陽光発電施設の設置・

運営などに関するガイドラインを策定しました。

環境影響評価法及び高知県環境影響評価条例

の対象に太陽光発電が追加されたことに伴い、地

域への事前説明等を事業計画作成の初期段階か

ら行うよう、令和２年８月 11 日にガイドライン

の改定を行いました。

＜ガイドラインにより追加する事業化のフロー＞

ガイドラインで

追加するフロー通常のフロー

①慎重な用地選定

②市町村への事業内

容の事前届出等

③地域への事業内容

の事前説明・協議

④地域との施設の施

工・維持管理・廃

棄等に関する合意

形成

用地選定・発電

規模等の検討

設計・事業計画検討

事業計画認定等

工事の着手までに地域の合意を得る

施工

⑤適切な施工・維

持管理・廃棄等維持管理

廃棄
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地球温暖化への対策

１ 太陽光発電システム（のいち動物公園）
平成７年度にのいち動物公園の駐車場に設置し

た太陽光発電システムにより、県民に環境意識の

啓発を図るとともに、太陽光発電の実用性を広く

社会にＰＲし、令和4年度は次の業務を行いまし

た。

（１）発電事業

太陽光発電により発生する電力は公園全体の電

力量に対して3.9％程度を補填しました。

令和４年度実績：約59千kWh

（２）啓発活動

来園者用発電表示板により発電状況をリアルタ

イムに表示して、環境問題に関心をもってもらう

ようにしています。

太陽光発電システム（のいち動物公園）

２ グリーンニューディール基金事業

本県では、平成 25年度に国の二酸化炭素排出抑

制対策事業費等補助金を原資として「高知県グリ

ーンニューディール基金」を造成し、当基金を活用

して、平成 27 年度までに 13 の県有施設に太陽光

発電設備などの整備を行いました。

施設名称
施設について
(設備・用途など)

太陽光発電

出力（kW）

県立春野総合運動公園 体育館・

グラウンド

など

10

県立青少年センター 10

中央東土木事務所

土木事務所

など

10

伊野合同庁舎 10

須崎第二総合庁舎 10

中村合同庁舎 10

※太陽光発電の他、全施設に蓄電池も整備し、さらに一部

施設には照明設備なども整備しています。

いずれの施設も県の災害対応の拠点施設や福

祉避難所に該当し、非常用電源としての活用はも

とより、平常時は自家消費に充てることで CO2削

減に貢献しています。

中央東福祉保健所に設置された太陽光発電パネル

３ こうち型地域還流再エネ事業

再生可能エネルギーにより発電された電気を

電力会社が一定の期間・価格により買い取る固定

価格買取制度が、平成 24 年７月に開始されまし

た。

県では、この固定価格買取制度の追い風を最大

限に生かすため、県と地元市町村、県内企業など

が共同で発電事業会社を設立し、得られた利益を

地域に還流させる「こうち型地域還流再エネ事業」

の取組を行っています。

県が出資を行うなど、主体的にかかわり、市町

村や県内事業者に事業ノウハウを持ってもらう

ことで、資金調達などのハードルを引き下げ、や

る気のある市町村や民間企業の発電事業への参

入を促進します。

地元市町村は、発電事業に主体的に参画するこ

とで、発電事業で得た配当収入を、エネルギー施

策や地域経済の活性化などの地域の取組に役立

てています。また、県内の民間企業においては、

施工、保守管理などの受注機会の拡大やノウハウ

の蓄積などが期待されます。

施設名称
施設について
(設備・用途など)

太陽光発電出力

（kW）

高知若草養護学校

学校

20

中村特別支援学校 20

山田養護学校 10

日高養護学校 10

幡多総合庁舎
福祉保健所

など

10

中央東福祉保健所 10

中央西福祉保健所 10

合計 150

太陽光発電事業

（公園下水道課・のいち動物公園、環境計画推進課）
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地球温暖化への対策

この事業スキームを活用し、６市町村７か所に

おいて、合計約 11MW の太陽光発電事業に取り組

んでいます。

※こうち型地域還流再エネ事業スキーム

市町村 出力規模 想定発電量 発電開始

安芸市 約 5.2MW
約 540 万 kWh

一般家庭

約 1500 世帯分

平成 26 年

11 月 21 日

土佐町 約 1.2MW
約 128 万 kWh

一般家庭

約 350 世帯分

平成 27 年

４月 １日

佐川町 約 1.4MW
約 142 万 kWh

一般家庭

約 400 世帯分

平成 26 年

10 月 17 日

黒潮町 約 0.5MW
約 67 万 kWh
一般家庭

約 180 世帯分

平成 26 年

10 月 20 日

日高村 約 1.4MW 約 147 万 kWh
一般家庭

約 410 世帯分

平成 27 年

１月 19 日

土佐

清水市
約 1.2MW
※２か所合計

約 125 万 kWh
一般家庭

約 350 世帯分

平成 27 年

４月 ７日

平成 27 年

５月 25 日

４ 県有施設の屋根貸しによる太陽光発電事業

再生可能エネルギーの導入促進と産業振興に

寄与することを目的として、県内事業者が行う中

小規模の太陽光事業を支援するため、県有施設の

屋根を活用した太陽光発電事業を県内６施設に

おいて実施しています。

普段発電した電力は固定価格買取制度により

売電されていますが、災害時に停電が発生した場

合には、施設に供給されるようになっています。

甫喜ヶ峰森林公園及び森林技術センターにつ

いては、環境学習などに活用できるよう、発電量

などを表示することができるモニターを設置し

ています。

甫喜ヶ峰森林公園に設置されたモニター

施設名称 発電開始日
太陽光発電

出力（kW）

甫喜ヶ峰森林公園

平成 28 年

11 月 16 日

19.8

森林技術センター 19.8

伊野商業高等学校 39.6

佐川高等学校 19.8

山田高等学校 平成 28 年

11 月 17 日

49.5

中芸高等学校 49.5

合計 198.0

県内
民間企業等

1/3～1/2未満

市町村
1/3～1/4

県
1/3～1/4

①県が、市町村と
調整し 候補地を

選定

②県と市町村が
協定を締結

（プロポーザル実施、
共同出資等）

③県が事業主体
（出資による参画

及び運営主体）を
プロポーザル公募

④審査会を経て県内
民間企業を決定

出資のほ
か、各種

下請けとして
の参画

⑤県、市町村、
民間企業が

協定を締結

発電事業
主体

地域団体
地域企業

地域
金融機関

共同
出資

融資

運営主体
（管理委託）

収益
配当

配当は地域サー
ビスに活用
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１ 概要

風力発電は、風の力で風車を回して発電する方

式です。自然の風のエネルギーを利用して発電を

行うため、二酸化炭素を排出しないなど環境に優

しいクリーンな発電方法として、全国各地で風力

発電所が建設されています。

日本では再生可能エネルギーの開発・導入の促

進に向け、平成 24 年７月に「再生可能エネルギ

ー固定価格買取制度」が開始され、発電設備の導

入が加速しました。また、風力発電については、

平成 31 年４月に「海洋再生可能エネルギー発電

設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法

律」が施行され、洋上を含めた開発可能エリアの

拡大に伴い更なる導入量の拡大が期待されます。

■風力発電の全国導入実績(令和５年３月末時点)

・総設備容量：506 万 kW、導入件数 2,436 件

■高知県内導入実績（上記同時点）

・総設備容量：86,545kW、導入件数 30件

（※出典：経済産業省資源エネルギー庁ＨＰ‐

「なっとく！再生可能エネルギー 固定価格買取

制度 設備導入状況の公表」）

一方、風力発電所は、設置に当たり開発許可や

建築物としての耐震基準といった様々な規制を

クリアする必要があります。また、鳥獣類や自然

景観への影響、住民生活に及ぼす騒音など周辺環

境にも配慮が必要となります。そのため、事業の

計画段階で、環境に対する影響の事前調査及び評

価（環境アセスメント）が義務付けられており、

発電事業と地域環境（自然・人間社会）との調和

も事業計画における重要なテーマとしてあげら

れます。

このように課題もありますが、風力発電はクリ

ーンエネルギーのひとつに位置付けられ、地球温

暖化対策に貢献するものとして積極的に取り組

んでいく必要があります。

甫喜ヶ峰風力発電所（香美市土佐山田町）

風力発電 （公営企業局電気工水課）
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１ 現状と課題
木質バイオマスの有効利用は、カーボンニュー

トラル※の特性による二酸化炭素の削減効果や林

業・木材産業の振興につながるとともに、化石燃

料に支払うエネルギー対価の県外、海外への流出

を抑制して、エネルギーと資金が地域で循環する

流れに変えていくことにより地域経済への波及

効果が期待されます。

このため県では、令和２年度からの「第４期高

知県産業振興計画」の産業成長戦略（林業分野）

の柱の一つ「木材産業のイノベーション」の中で

「森の資源を余すことなく活用」に位置づけ、小

規模木質バイオマス発電所の整備や幅広い分野

への木質バイオマスボイラーなどの導入を目指

した取り組みを進めています。

これまで県内で施設園芸を中心に導入された

木質バイオマスボイラーによる重油削減量は、県

の試算では年間で約 4,325kl となり、この二酸化

炭素排出削減量は約 11,721t-CO2で、約 3,005 世

帯分の排出量にあたります。

一方で、木質バイオマスエネルギーの利用に関

しては、原木の確実な調達による木質燃料の安定

供給が不可欠です。そのため、増大する需要にし

っかりと対応するために、県内林業関係者と連携

しながら、原木が安定的に供給できる体制づくり

を懸命に行っているところです。

２ 施策の展開

（１）実施した取組

ア 木質バイオマスボイラーの普及拡大

平成 21 年度から木質バイオマスボイラーの積

極的な導入に取り組み、令和４年度末現在では累

計290台となり全国屈指の導入台数となっていま

す。

また、木質燃料製造用の原木仕入れコスト支援

や燃焼灰回収コスト支援などを実施しました。

イ ペレット製造施設

需要の拡大に併せて、県内にはペレット製造施

設が５施設整備されており、それらの製造能力は

県内需要を充足していますが、県内自給率は約７

割にとどまっています。

ウ 木質バイオマス発電の整備

これまでの熱利用に加えて、電力の固定価格買

取制度を活用した木質バイオマス発電２施設(専

焼)が、平成 27 年から運転を開始したことにより、

低質材の需要が大幅に拡大しました。

また、令和４年度には、本山町に熱電併給施設

が新たに運転を開始し、余熱を農業利用していま

す。

（２）実施しようとする取組

木質バイオマス利用を取り巻く状況は、これま

での建築・製紙における利用や熱利用に発電が加

わったことにより、環境が大きく変わってきてい

るところですが、未利用材など森林資源を余すこ

となく活用することは、森林整備を促進し、本県

の山村地域の活性化につながる重要な取組です。

今後もこうした動向を見据えながら、木質バイオ

マスの有効活用によるエネルギーの地産地消の

取組を積極的に進めていきます。

木質バイオマスボイラーの導入先として約８

割が農業利用となっており、今後は多様な業種へ

の利用拡大を図っていく必要があります。

また、今後の新たな方向性として、熱電併給に

よる小型の木質バイオマス発電の整備など、小規

模な地域での木質バイオマスの利用拡大に取り

組み、更にエネルギーの地産地消と二酸化炭素の

排出削減を推進していきます。

木質ペレットボイラー（芸西村）

木質バイオマスエネルギーの利用

（木材産業振興課）

木質バイオマス

燃料を燃やす時に

出る二酸化炭素

は、樹木が成長す

るときに吸収した二

酸化炭素だけなの

で大気中の炭素量

を増加させることは

ありません。

※
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１ フロン排出抑制法

オゾン層破壊の原因物質であるフロン類を確実

に回収、破壊することを目的として、平成13年６

月に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の

実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）｣

が制定公布されました。

しかし、冷媒回収率の低迷や機器使用時の冷媒

の漏えいが深刻化していることなどから、フロン

類の製造から破壊・再生までの包括的な対策をと

るため、フロン回収破壊法が改正され、平成 27

年４月１日「フロン類の使用の合理化及び管理の

適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」が施行

されました。

２ 規制

フロン排出抑制法では、業務用冷凍空調機器の

管理者は、機器の設置、使用及び廃棄などに関す

る義務などを定めた「管理者の判断基準」を遵守

することが求められています。

さらに、1年度内に 1,000t-CO₂以上のフロン類

を漏えいさせた管理者は、翌年度の７月末日まで

に、その算定漏えい量を法人単位で事業所管大臣

まで報告する必要があります。

フロン類は地球温暖化の原因となるものであり、

回収量及び充塡量を適切に把握することが必要で

すので、フロン類充塡回収登録業者への行程管理

制度の啓発などにより、回収量及び充塡量を正確

に把握するよう努めます。

フロン排出抑制法に基づく登録事業者数

（令和５年３月 31 日現在）

登録業者の種別 登録事業者数

第一種フロン類充塡回収業者 375

フロン対策 （環境対策課）
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１ 概要

環境マネジメントシステムとは、企業や自治体

などが「環境」に対する保全活動に係る経営方針

や事業方針を示し、組織的・計画的に実行し、そ

の成果を見直して継続的に改善していく取組の

ことです。

県では、高知県地球温暖化対策実行計画（事務

事業編）における CO２排出量削減目標を達成する

ために「高知県庁環境マネジメントシステム」を

策定し、平成 20年４月から取り組んできました。

２ 環境マネジメントシステムの取組内容

（１）エコオフィス活動の実施

次のようなエコオフィス活動を実施しました。

ア 電気、ガス、ガソリンなどの使用量の削減

イ グリーン購入の推進

ウ 紙の使用量削減

エ ３Ｒ(ごみの減量、再使用、再資源化)

の促進

（２）コツコツニュースの作成

（CO２排出量や取組状況の見える化と情報共有）

ア 「コツコツニュース」の作成

庁舎ごとに毎月、電気、水道、ガソリンなど

のエネルギー使用量や CO２排出量を把握し、そ

の量を「見える化」する「コツコツニュース」

を作成しました。

イ 省エネに関する意見やアイデアなどの情報

共有

庁舎管理責任者や、職員からの省エネに関す

る意見やアイデアなどの情報を共有し、庁舎全

体の省エネ活動につなげました。

（３）デマンド監視装置の設置

県の施設にデマンド監視装置を設置し、電力

のピークカットに取り組んでいます。平成 20

年度から導入を開始し、令和３年度末で計 105

施設にまで設置施設を拡大しました。

高知県庁環境マネジメントシステムの

取組 （環境計画推進課）

３ 令和３年度の取組結果

（１）目標達成状況

令和３年度の施設からの CO２排出量は、基準

年（令和元年度）比で 5.4％増加となりました。

増加した主な要因は、コロナウイルス感染症

対策として、各施設において十分な換気を保っ

た状態での空調・加温設備等の利用を実施した

ことから、電気や重油の使用量が増加したこと

と考えられます。

（２）実施期間

令和３年４月１日～令和４年３月 31日

（３）実施庁舎

166 施設

（本庁３、出先機関 77、県立学校 45、

県立病院２、指定管理施設 39）

 高知県庁環境マネジメントシステムの

取組 （環境計画推進課）
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（４）部局(庁舎管理責任者)別の CO２排出量

基準年と比べ大幅な CO２排出量増加が見ら

れるのは、危機管理部、産業振興推進部、農

業振興部、林業振興・環境部、及び指定管理

施設等です。各部局における CO２排出量の主

な増加理由は以下のとおりとなっています。

危機管理部は、消防防災ヘリの出動回数増

によるジェット燃料の使用量の増加が要因と

考えられます。

産業振興推進部は、基準年以降に部所属の

事務室が本庁舎から移転したことに伴いこれ

まで総務部に計上されていた排出量が計上さ

れたことが増加した要因と考えられます。

農業振興部は、農業担い手育成センターの

ハウス等の施設増築に伴いエネルギー使用量

が増加したことが要因と考えられます。

林業振興・環境部は、研究施設等での十分

な換気を保った状態で設備を利用したことが

増加した要因と考えられます。

指定管理施設等は、集客施設等での十分な

換気を保った状態で空調設備を利用したこと

が要因と考えられます。

（５）エネルギー別使用量

(６）エネルギー源別 CO2排出量構成比（％）

（７）デマンド監視装置の設置による省エネ効果

令和３年度にデマンド監視装置を設置した

105 施設の内、比較可能な 94 施設において、年

間最大デマンドは平成21年度比で4.9％減少し

ました。また、デマンド監視装置の設置を含む

県庁全体のエコオフィス活動の結果、年間電気

使用量は約 10.4％減少しました。

項 目
令和元年度

(基準年)
令和３年度

増減率（%）
（令和３年度/

令和元年度）

電気使用量

（kWh）
55,690,058 59,119,292 6.2

灯油使用量

（リットル）
961,037 1,025,129 6.7

A重油使用量

（リットル）
565,186 627,440 11.0

LPガス使用量

（kg）
157,686 136,686 ▲ 13.3

都市ガス使用量

（㎥）
272,277 330,802 21.5

ガソリン使用量

（リットル）
535,654 427,156 ▲ 20.3

軽油使用量

（リットル）
61,262 62,321 1.7

ジェット燃料

（リットル）
142,536 172,751 21.2

水使用量

（㎥）
694,164 684,753 ▲ 1.4

項 目 平成 21 年度 令和３年度
増減率（%）
(令和３年度/

平成 21 年度)

年間最大デマンド

（kW）
12,329 11,730 ▲ 4.9

年間電気使用量

(千 kWh)
26,625 23,850 ▲ 10.4

部 局 名

令和元年度

(kg-CO２)

(基準年)

令和３年度

(kg-CO２)

増減率（%）

令和３年度/

令和元年度

総務部 1,782,464 1，939，017 8.8

危機管理部 414,040 500，397 20.9

健康政策部 739,198 717，224 ▲ 3.0

子ども・福祉政策部 506,771 557，615 10.0

文化生活スポーツ部 14,919 14，372 ▲ 3.7

産業振興推進部 16,094 19，857 23.4

商工労働部 727,169 669，330 ▲ 8.0

農業振興部 1,943,830 2，146，870 10.4

林業振興・環境部 155,004 183，455 18.4

水産振興部 496,763 531，090 6.9

土木部 849,874 843，285 ▲ 0.8

教育委員会事務局

(県立学校を除く)
772,998 702，319 ▲ 9.1

県立学校 5,201,164 5，350，732 2.9

公営企業局 6,176,695 6，078，694 ▲ 1.6

指定管理施設など 8,169,800 9，227，767 12.9

合 計 27,966,783 29，482，023 5.4
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４ 高知県地球温暖化対策実行計画（事務事

業編）に係る温室効果ガス総排出量

高知県地球温暖化対策実行計画では、県の事務

事業に伴う温室効果ガス排出量を、令和７年度ま

でに基準年（令和元年度）比で６％削減するとい

う目標を定めています。

令和３年度の総排出量は、基準年（令和元年度）

比で 4.3％増加しました。

高知県庁環境マネジメントシステムの結果と異

なっている理由は、環境マネジメントシステムの

結果を算出するために用いた平成 21 年度の電気

の排出係数と比べて令和３年度の電気の排出係

数が悪化したことによります。

※高知県庁環境マネジメントシステムと高知県地球温暖化対

策実行計画とでは、対象となる燃料や温室効果ガス排出量を

算定するための各種排出係数が異なるため、数値が異なりま

す。

・高知県庁環境マネジメントシステムでは、職員の取り組

んだ結果を分かりやすく比較するために、排出係数を

平成 21 年度の数値で固定して算定しています。

・高知県地球温暖化対策実行計画では、法律に基づき各種

排出係数を各年度の実数値で算定しています。

詳細は、環境計画推進課のホームページに掲載し

ています。

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/03090

1/kankyoumanejimenntosisutemunituite.html

温室効果ガス

令和元年度

排出量

(t-CO２)

(基準年)

令和３年度

排出量

（t-CO２）

増減率(%)
(令和３年度/

令和元年度)

二酸化炭素 33,739 35,304 4.6

メタン 421 376 ▲ 10.7

一酸化二窒素 225 186 ▲ 17.3

ハイドロフル

オロカーボン
５ ５ 0

合 計 34,391 35,871 4.3
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１ 本庁舎省エネルギー化対策事業

本庁舎で主要な電力を消費している照明のう

ち、執務室の照明器具について、平成 21 年度に

省エネルギー型蛍光灯器具に取り替えることに

より、庁舎の省エネルギー化及び CO２削減を図り

ました。

また、本庁北庁舎の照明設備の LED 化に向け

て、改修工事設計委託を行いました。

２ 集中管理公用車への電気自動車の導入

管財課で集中管理している公用車について、平

成 26 年３月に民間企業から電気自動車２台の寄

贈を受けたことから、電気自動車の活用が始まり

ました。

その後、令和４年度に 12 台、令和５年度に８台

電気自動車を導入し、県の業務に伴う温室効果ガ

ス排出量の削減を図りました（集中管理公用車 33

台のうち 22 台が電気自動車）。

１ 現状と課題
バスや電車、鉄道などの公共交通は、地域の暮

らしを支える大切な役割を担っています。

一方で、利用者数は年々減少し、公共交通を守

り続けるには大変厳しい状況となっています。

公共交通の大切さ・便利さを伝え、移動手段と

して選んでもらえるような呼びかけを行うなど、

公共交通を残していくための取組が必要です。

２ 施策の展開

（実施した取組）

毎月５日・20日（土日祝の場合は翌平日）を「こ

うち 520（ゴーニーマル）運動の日」とし、この

日は、まずは県職員が積極的に公共交通を利用し

て通勤しよう、と呼びかける、「こうち 520 運動」

を行っています。

令和４年度については、毎月、「こうち 520 運

動」の日の前日に、庁内メールや庁内放送で、運

動に参加してもらえるよう呼びかけを行い、公共

交通の利用促進を図りました。

なお、令和４年度の「こうち 520 運動」の実績

については、次のとおりです。

【令和４年度「こうち 520 運動」実績】

＜上記参加率の計算方法＞

下記①÷（参加対象者）

①通常の通勤手段がマイカー又はバイクとなっ

ている職員のうち、５日、20日、その他の日に

公共交通（バス、電車、鉄道）を利用して通勤

したのべ日数

期間

参加対象者
(公共交通利用

者のべ人数）
参加率

令和４年

４月１日から

令和５年

３月 31日

8,790 人 17％

本庁舎等における省エネルギー化

及びCO２削減の取組 （管財課）

エコ通勤の促進 （交通運輸政策課）
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１ 概要

県内では、国・県・市町・民間企業・交通事業

者が協力し、公共交通の利用促進策としてパー

ク・アンド・ライド事業を行っています。

この事業は、駅やバス停、電停の周辺に駐車場

を用意して、そこから路面電車やバス、鉄道に乗

り換えて目的地へ向かってもらうという取組で

す。

これにより、高知市中心部に流入する自動車が

抑えられ、交通渋滞の緩和や公共交通の活用によ

るエネルギーの効率的な利用、排気ガスや騒音の

低減などの環境面への効果などが期待されます。

※パーク・アンド・ライドを利用するには、路面

電車、バス、鉄道の定期券を購入するなどの条

件があります。

２ 実施した取組
令和４年度は県のホームページなどでパー

ク・アンド・ライド事業の周知を図り、公共交通

の利用促進に努めました。

なお、令和５年３月 31 日現在の利用状況は右

記のとおりです。

【路面電車利用】

【路線バス利用】

【高速バス利用】

【鉄道利用】

駐車

可能

台数

利用

台数

高知市中

心部まで

の１か月

定期料金

美術館通

駐車場
174 台 174 台 7,310 円

とさでん交通

桟橋車庫構内
41 台 34 台 7,310 円

とさでん交通

後免町駅構内
84 台 61 台 17,320 円

とさでん交通

いの車両置場
14 台 ３台 17,320 円

駐車

可能

台数

利用

台数

高知市中

心部まで

の１か月

定期料金

一宮 27 台 １台 15,960 円

駐車可能

台数

利用

台数

高知市中

心部まで

の１か月

定期料金

高知中央 IC

駐車場
251 台

一宮 148 台

駐車可能

台数

利用

台数

高知市中

心部まで

の１か月

定期料金

土佐くろしお鉄道

後免町駅構内
12 台 12 台 14,230 円

フジグラン野市店

構内
10 台 10 台 15,490 円

土佐くろしお鉄道

安芸駅構内
３台 ０台 35,910 円

土佐くろしお鉄道

田野駅構内
４台 0台 40,620 円

土佐くろしお鉄道

奈半利駅構内
３台 1台 40,620 円

パーク・アンド・ライド（Ｐ＆Ｒ）

事業の取組 （交通運輸政策課）
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１ 現状
高知県では、人口減少や高齢化が進行し、中心

市街地が衰退するなど都市を取り巻く情勢が大

きく変化しています。

社会情勢の変化に伴う課題解決に向け、地域活

力を維持し、地域間を結ぶ公共交通の充実など持

続的な都市の形成や日常生活における移動の利

便性を確保することで、高齢者や子育て世代が安

全で安心して暮らすことができるようなコンパ

クトに集約されたまちづくりを推進することが

必要となっています。

２ 施策の概要
（１）都市計画区域マスタープランについて

都市計画の基本的な考え方について、概ね20年

後の都市の姿を展望し、広域的な視点からまちづ

くりを進めていくための方向性を示したものが

「都市計画区域マスタープラン」です。

都市計画区域マスタープランでは、都市計画の

目標、区域区分の決定の有無およびその方針、土

地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関す

る主要な都市計画決定の方針などを定めていま

す。

（２）多極ネットワーク型都市構造について

人口が減少し高齢化が進むなかで、地域の活力

を維持しつつ、暮らしやすい環境を確保するため

には、都市基盤が充実した市街地に都市機能や人

口を誘導していくことが必要です。

さらに、日常生活などに必要な機能がおおむね

徒歩などで移動できる範囲に確保された地域を

都市拠点として定め、利便性が高いコンパクトな

まちとして強化するとともに、拠点間を公共交通

を含めた交通ネットワ－クで結ぶ「多極ネットワ

ーク型都市構造」を目指すことが必要です。

（３）コンパクトなまちづくりの推進に向けて

人口減少および高齢化の進行に伴う都市の抱

える課題に対応するため、日常生活の利便性や移

動しやすい環境を構築し、コンパクトにまとまっ

た都市を形成するため、多極ネットワーク型都市

構造の形成を目指す方針を、都市計画区域マスタ

ープランに定めています。

また、都市拠点を結ぶ利便性の高い公共交通体

系の実現を目指す方針を定め、過度に自動車に依

存することなく生活できる持続可能で利便性の

高い公共交通体系の実現と、自動車を主体とした

交通体系から環境負荷の低い自転車や公共交通

中心の交通体系への転換を目指します。

コンパクトなまちづくりの推進

（都市計画課）

高知広域都市計画区域における多極ネットワーク型のコンパクトな都市のイメージ
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2018
2023 地球温暖化への対策

１ 現状と課題
高知県は、沿岸部は高温多湿の蒸暑地である一方、

山間部には寒冷な地域があるなど、気候の地域格差

が大きいことに加え、台風の強風と豪雨の厳しい気

象条件に長年耐えられる住宅の建築が求められま

す。

また、カーボンニュートラルの実現に向けた取り

組みとして、家庭・業務部門では住宅・建築物にお

ける省エネ対策を強化する方針が国から示され、高

知県住生活基本計画においても省エネ住宅の普及

促進に取り組むこととしています。

こうした背景から、省エネ住宅の普及促進を図る

ため、省エネ住宅に関し県民の皆さまへ情報発信を

行い、理解を深めていただくとともに、省エネ住宅

の供給能力向上のため、地域事業者の育成を図りま

す。

２ 実施した取組

省エネ住宅の普及促進のため、省エネリフォーム

への関心を促すことを目的に、イラストを用いて気

軽に住まい環境のチェックができるリーフレット

を作成し、市町村窓口での配布、ホームページでの

情報発信を行いました。

また、省エネ住宅の供給能力向上のため、ＺＥＨ

の省エネルギー性能に係る技術基準に関する講習

会を開催し、建築士や工務店など地域事業者の育成

に取り組みました。

３ 今後の取組

カーボンニュートラルの実現に向け、省エネ住宅

の普及促進と地域事業者の育成に取り組んでいき

ます。

（１）省エネ住宅の普及・啓発

県民の皆さまの理解を深めていただくため、省エ

ネ住宅に関するリーフレットについて、配布及びホ

ームページへの掲載などにより情報発信していき

ます。

また、住宅を新築又はリフォームする際に活用で

きる各種支援制度や税の優遇措置等の情報につい

ても、市町村や事業者と連携し、発信していきます。

（２）事業者の育成

省エネ住宅の供給能力向上のため、ＺＥＨの省エ

ネルギー性能に係る技術基準に関する講習会を開

催し、建築士や工務店など地域事業者の育成に取り

組んでいきます。

（３）補助金の創設

既存戸建て住宅の省エネルギー化を促進するた

め、既存戸建て住宅の断熱改修を行う所有者等を対

象に、市町村と協力して支援していきます。

（４）その他の取組

中山間地域などで増え続けている利用目的のな

い空き家は、耐震性が不足しているだけでなく、温

熱性能も劣っている場合が多いため、リフォームと

併せて耐震改修、断熱改修、バリアフリー化を実施

し、効率よく付加価値を付けて再生することにより、

移住希望者向け住宅などとして活用するなど、市町

村や事業者と連携した取組を進めます。

リーフレット

技術講習会

省エネ住宅の推進 （住宅課）
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2023 地球温暖化への対策

１ 現状と課題
木材価格の低迷や労働力の減少・高齢化、小規

模分散した森林が多いことなど、林業を取り巻く

状況は厳しい中にありますが、間伐などの森林の

適切な整備を進めるとともに、原木の安定供給と

増産につなげることが必要となっています。

そのためには、成熟しつつある人工林資源を背

景に、森林を集約化※し、また、計画的かつ効率的

な木材生産を行うことで、林業事業体の収益性の

向上や森林所有者への利益の還元、林業就業者の

雇用の確保と所得の安定につなげることが課題

となっています。

２ 実施した取組
“森の工場”は、林業事業体がまとまりのある

一体的な森林を設定し、安定的かつ効率的な搬出

間伐などの森林施業を進めるために作成した５

か年間の計画を、高知県が承認するとともに間伐

材の搬出や作業道整備、高性能林業機械の導入な

どの支援を一体的に実施する制度です。

また、“森の工場”では、搬出間伐の作業システ

ム改善や災害に強い作業道開設などについて、県

職員による情報提供や技術支援も実施していま

す。

近年では、ワイヤーロープよりも軽量で取り扱

いの容易な繊維ロープや、木の伐採から作業道の

開設までの作業を１台で実施可能な林業機械な

ど、これまでにない新たな機材や仕組みの導入に

ついても支援を行っています。

森の工場の推進 （木材増産推進課）

県職員による繊維ロープの紹介

１期５か年の計画を県が承認

⇒

各種支援策の実施
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2023 地球温暖化への対策

平成 16 年度に制度をスタートし、令和 4年度

末における“森の工場”の面積は 85,841ha とな

り、県内民有林面積の 18％を占めています。

また、“森の工場”で生産される間伐材は令和

3年度実績で 96 千 m3と県内民有林の木材生産量

の 23%を占めています

３ 今後の取組

間伐などの森林の適正な整備を進めるために

は、その担い手である林業事業体の安定的な事業

活動と経営の安定が必要不可欠です。

また、大型製材工場や木質バイオマス発電施設

の稼働により県産材の需要は急速に高まってい

ます。

環境の保全と経済活動の両立を図りつつ木材

の生産拡大に向けて、引き続き“森の工場”の推

進に取り組んでいきます。

伐倒・グラップル機能付きバックホウ

－用語解説－

※ 森林の集約化

小規模な森林所有者の合意を得て、まとまった面

積で一体として山の手入れを行うこと。

286工場　　85,841.42ha
民有林約47万haの18%

須崎市

中土佐町

津野町
檮原町

四万十町

香美市

香南市

南国市
高知市

　　　　　　    黒潮町

宿毛市

四万十市

土佐清水市
大月町

三原村

　

　  

　　　

      安芸市

東洋町

室戸市

  北川村
北川村

芸西村

馬路村

土佐町

　本

　山
　

本山町

　

大豊町

大川村

いの町

佐川町
土佐市

　　仁淀川町仁淀川町

日高村

 越知町

目標:R4→82,000ha(17%)

　　　 R5→84,300ha(18%)

1,000
ha以上

500
ha以上

250
ha以上

250
ha未満

表示 年度
工場数
(工場)

拡大面積
(ha）

H16 5 3,774

H17 7 2,879

H18 11 5,012

H19 20 6,766

H20 17 5,052

H21 14 6,462

H22 18 7,216

H23 11 7,246

H24 14 10,493

H25 14 4,156

H26 25 4,279

H27 20 2,645

H28 17 1,494

H29 22 3,782

H30 13 1,543

R1 11 1,535

● R2 12 2,519

R3 22 6,098

R4 13 2,890

286 85,841合計
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2023 地球温暖化への対策

１ 高知県の保有するオフセット・クレジット

（J-VER）について
（１）高知県木質資源エネルギー活用事業

高知県では、発電施設において石炭の代替燃料

として林地残材を使うことで削減した CO2量を、

オフセット・クレジット制度※１を活用して平成20

年度から平成 25 年度にかけてクレジット化し、

カーボン・オフセット※２を行う企業などに販売し

ています。

木材生産に伴って発生した林地残材

（２）高知県森林吸収量取引プロジェクト

高知県では、県有林を適切に間伐し整備する

ことにより実現した CO2吸収量を、オフセッ

ト・クレジット制度を活用して、平成 22年度と

平成 25年度にクレジット化し、カーボン・オフ

セットを行う企業などに販売しています。

２ 高知県版 J-クレジット制度
本制度により創出したクレジットは、国の J-

クレジット制度に準拠する地方自治体の制度

として国から認証を受け、国の J-クレジット制

度により創出したクレジットと同等の価値を

有します。

また、発行されたクレジットは販売すること

ができ、新たな環境保全活動やカーボン・オフ

セットなどに使用することができます。

高知県では、令和５年３月末時点で、四万十

市や三原村などで 12 の高知県版 J-クレジット

制度プロジェクトを創出しています。

高知県版 J-クレジット制度プロジェクト一覧

プロジェクト名
プロジェクト

実施者

１
高知県津野町龍馬の森間伐推進プロ

ジェクト
津野町

２
高知県中土佐町四万十黒潮の森間伐

推進プロジェクト
中土佐町

３
高知県大豊町ゆとりすとの森間伐推

進プロジェクト
大豊町

４
高知県梼原町雲の上の間伐推進プロ

ジェクト
梼原町

５
高知県森林整備公社造林地温室効果

ガス吸収プロジェクト～みどりの風

が気持ちえいぜよ！の森づくり～

一般社団法人

高知県森林

整備公社

６
高知県安芸市五位ケ森 CO2吸収プロ

ジェクト

ニッポン

高度紙工業

株式会社

７
高知県土佐町「朝日・輝く森」間伐

推進プロジェクト
土佐町

８
四万十町森林組合温室効果ガス吸収

間伐推進プロジェクト～山、川、

海、自然が人が元気です～

四万十町

森林組合

９
いの町温室効果ガス吸収間伐推進プ

ロジェクト～森林整備で清流仁淀川

を守ります～

いの町

10
高知県高知市よさこいの森 CO2吸

収プロジェクト
高知市

11
高知県三原村温室効果ガス吸収間伐

推進プロジェクト
三原村

12
高知県四万十市役所市有林間伐推進

プロジェクト（温室効果ガス削減）
四万十市

オフセット・クレジット（J-VER）制度

（自然共生課）

-用語解説-

※１ オフセット・クレジット（J-VER）制度

環境省が立ち上げた制度で、日本国内（J：Japan）に

おける検証された排出削減（VER：Verified Emission

Reduction）の略。京都メカニズムによる排出削減クレジ

ットと異なり、一定の基準を満たす自主的な排出権でカ

ーボン・オフセット※２に利用されるものを指します。

※２ カーボン・オフセット

日常生活や経済活動において避けることができない

温室効果ガス排出量について、まずできる限りの削減努

力をし、どうしても削減が困難な部分について、他の場

所で実現した削減・吸収量によりその一部又は全部を埋

め合わせることをいいます。

38
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３ 現状と課題

（１）高知県クレジットの活用状況

現在、高知県では、排出削減クレジットと森林吸

収クレジットの２種類を販売しています。クレジ

ットの発行量と、現在の販売量は以下のようにな

っています。

クレジットの発行・販売実績(令和５年３月末現在）

クレジットの販売を開始した当初は、ほかにク

レジット販売事業者が少なかったこともあり、販

売量・販売件数ともに好調でしたが、平成 26 年度

以降、クレジット販売事業者も増え、当初の半分以

下の売れ行きとなっていました。しかし近年では、

販売量・販売件数ともに増加傾向に転じつつあり

ます。

この傾向を確かなものとするために、カーボ

ン・オフセットの仕組み、地球温暖化防止をはじめ

とする環境保全への効果についての理解を広め、

新たな販売先を開拓していく必要があります。

発行量

[t-CO2]

販売量

[t-CO2]

残高

[t-CO2]

排出削減

クレジット
20,257 12,466 7,741

森林吸収

クレジット

2,305
(バッファー※３

68t-CO2)

705 1,532

合計 22,562 13,171 9,273

４ 実施した取組

（１）イベントのオフセット

カーボン・オフセットの取組の一つにイベン

ト開催に伴い発生する CO2排出量のオフセットが

あります。令和４年度は、「カシオ・ワールド・

オープン」、「品川区橋梁ライトアップ」の２件

のイベントにおいて実施されました。

（２）環境貢献型商品

高知県では、事業者がクレジットを購入し、

自社の商品にクレジットを付けて販売する「環

境貢献型商品」の開発も支援しています。この

商品は、消費者が購入するだけでカーボン・オ

フセットに参加することができる仕組みになっ

ています。令和４年度には、企業等が放映する

CM や旅行など、サービスにクレジットを付加し

た商品が４件売り出されました。

（３）自己活動のオフセット

高知県では、公共工事などの自己活動により発

生した CO2排出量のカーボン･オフセットが進ん

でいます。令和４年度には、公共工事や航空機利

用などにより 57 件のカーボン・オフセットが実

施されました。

取組状況の推移（令和５年３月末現在）

平成 26 年度以降、自己活動については特に減

少傾向にありましたが、平成 30 年度からは上昇

傾向にあり、今後はさらなる普及活動を行ってい

きます。イベントや環境貢献型商品についても、

さらなる件数増加を目指し、普及活動を行い、環

境への貢献を促していく必要があります。

-用語解説-
※3 バッファー

クレジット発行量の３％にあたる量を、J-VER 制度

事務局の「バッファー管理口座」に補てん用クレジッ

トとして確保し、自然撹乱や避けがたい土地転用など

による消失分を補てんします。ただし、このバッファ

ー率は自然撹乱や土地転用などの発生状況などを踏ま

えて変更する可能性があります。

クレジットの販売状況（令和５年３月末現在）

0
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（４）カーボン・オフセット証明書

高知県では、オフセット・クレジット（J-

VER）を購入された方に対し、「カーボン・オフセ

ット証明書」を発行しています。さらに、カーボ

ン・オフセットの取組回数が 10回以上かつクレ

ジットの購入量が 100t-CO2 以上の方へ「感謝

状」の贈呈を行っています。

＜カーボン・オフセット証明書＞

５ 今後の取組について

これまで、県内外のマッチングイベントに参加

し、高知県のオフセット・クレジットの説明や、

県内のクレジットを活用した環境貢献型商品の紹

介などを行ってきました。

今後は、イベントへの参加だけでなく、SDGｓ

への関心の高まりやカーボンニュートラルに向け

た機運を生かし、企業の行動をオフセット・クレ

ジットに向けるためのアプローチを行うなど、更

なる普及活動を行っていく予定です。

足立区主催 地球環境フェア 2019 へブース出展

（令和元年６月）

第89回東京インターナショナル・ギフト・ショー

2020 春へブース出展（令和２年２月）

第 24 回 エコプロ 2022

持続可能な社会の実現に向けて

（令和４年 12 月）
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2023 循環型社会への取組

１ 施策の展開

不用パソコンなどのリサイクル

県庁で使用しているパソコンや、県庁ネットワ

ークのサーバなどの機器で不用となったものを

回収し、そのうち再利用できるもの以外は産業廃

棄物として処理していましたが、リサイクル業者

への売払いが可能であることが分かったため、平

成 19 年度から不用となったパソコンやサーバな

どの機器の売払いを行っています。

これにより、不用のパソコンや機器などを廃棄

物として処理せずリサイクルすることで、廃棄物

の排出量を削減するとともに、新たな歳入の確保

につなげています。

※参考 平成 28年度売払い実績 684 台

平成 29年度売払い実績 0台

平成 30年度売払い実績 0台

令和元年度売払い実績 841 台

令和２年度売払い実績 0台

令和３年度売払い実績 0台

令和４年度売払い実績 0台

ＯＡ機器等のリサイクル（デジタル政策課）
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2023 循環型社会への取組

１「清潔で美しい高知県をつくる条例」の概要
私たちのふるさと高知は、温暖な気候や緑あふ

れる山々、数多くの清流、黒潮流れる太平洋など

豊かな自然環境に恵まれています。そして、その

豊かな自然環境と美しい景観は、次の世代へ引き

継ぐべき貴重な財産であり、本県を訪れる数多く

の観光客を魅了するとともに、県民生活を支える

農林漁業をはじめとした産業の基盤にもなってい

ます。

しかしながら、私たちの周りを見渡してみる

と、空き地や河川、海岸、道路、公園、そして観

光地に至るまで、様々な場所にごみが投げ捨てら

れ、生活環境を悪化させるとともに、美観を損ね

ているケースが見受けられます。

このため、私たち一人ひとりが、ふるさとの清

潔で美しい県土がかけがえのない財産であること

を深く認識し、身近な日常生活の中で美化活動の

取組を実践することが必要です。また、県民、事

業者及び土地所有者や市町村、県などが協働し

て、美観や清潔さを保持するとともに、周辺の生

活環境を損なわないよう配慮し、清潔で美しい県

土づくりを推し進めていくことが極めて重要とな

っています。

すべての県民が一体となって、県民総参加によ

る美化活動や快適な生活環境の実現のための取組

を展開することにより、清潔で美しい県土をつく

り、次の世代へ引き継いでいくよう、平成19年12

月にこの条例が制定されました。

清潔で美しい県土づくりは、快適で清々しい県

民生活の確保のほか、教育や治安、また、人とし

ての基本であるモラルへの好影響、そして、産業

や観光業の活性化につながっていくことが期待さ

れます。

２ これまでの取組と課題

県では、条例制定後、県内各地の地域の方々や

ボランティアによる美化活動への支援、企業や団

体との協働による美化活動や美化意識の啓発（24

企業・団体と「清潔で美しい高知県をつくるパー

トナーズ協定」を締結 令和５年３月現在）など

を進めてきました。

また、毎年２月を「県民一斉美化活動月間」と

定め、この期間には重点的に美化の取組を行うこ

ととし、美観の保持や県民意識の醸成に取り組ん

でいます。令和４年度の月間の取組には、県内12

市町村で、延べ1,944人が参加しました。

各地域での取組は広がりをみせていますが、そ

の一方で、不法投棄やごみのポイ捨てが無くなら

ない状況もあり、県民総参加の取組としていくこ

とが必要です。

美化活動啓発ポスター(令和６.２)

美化活動の様子(高知市)

３ 今後の取組

・市町村や企業、地域、学校などのボランティア

美化活動の支援を進めます。

・啓発や活動を多様化するなど工夫し、美化活

動への理解を深めるとともに、参加者の拡大を

図ります。

環境美化の推進 （環境対策課）
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2023 循環型社会への取組

１ 概要

ごみ減量のために、一般廃棄物として焼却処分

していたのいち動物公園内の「動物糞、敷ワラ、

合併処理脱水汚泥など」を園内で強制発酵、堆肥

化し、希望者へ無料配布するとともに、園内でも

使用しています。令和４年度は次の業務を行いま

した。

２ 啓発活動

毎月第３土曜日を「エコでぇ～」とし、希望者

が自由に堆肥を持ち帰れるよう堆肥無料配布施

設を園内に設置しました。

また、動物性廃棄物のリサイクルシステムをわ

かりやすく図化した「地球にやさしく気持ちよ

く」のポスターをどうぶつ科学館に掲示し、環境

問題に関心をもってもらうようにしました。

「エコでぇ～」での配布実績：12回配布

600g袋を延べ

1,200袋配布

３ 希望者への無料配布

家庭菜園などで使用する肥料として、配布の

申込みのあった方に無料で配布しました。

配布実績：26件

10kg袋を252袋配布

リサイクルポスター

園内の来園者用堆肥無料配布施設

動物性廃棄物リサイクル事業

（公園下水道課・のいち動物公園）
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2023 循環型社会への取組

１ 現状と課題
高知県では、家畜排せつ物の適正処理及び有効活

用を目的として、平成 12 年に「高知県における家

畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」を策定

しました。

この基本計画に基づき、県や市町村、農業団体、

農業者が一体となって堆肥化施設などを整備して

きた結果、平成 19 年には家畜排せつ物法に基づく

管理基準は、ほぼ全ての対象農家において遵守でき

る状況となっています。

これらの畜産農家から発生する家畜排せつ物量

は約 188,000t であり、たい肥生産量は約 70,000t

と推定されます。そのうち約 32,000t（約 45％）が

耕種農家や家庭菜園で利用されており、約 22,000t

（約 32％）が畜産農家の飼料畑で使用されていま

す。

このような中、規模拡大を図る畜産農家において

は家畜ふん堆肥の量が増加しているため、畜産経営

における飼料畑や水田での利用だけでなく、堆肥利

用と組み合わせた耕畜連携による地域内需給体制

づくりを進めることによって、地域内資源として幅

広く有効活用を図ることとしています。

家畜ふん堆肥の生産量及び利用量

（単位）t/年※高知県畜産振興課調べ（R４.９）

２ 施策の展開

地域にある家畜ふん堆肥を耕種農家及び家庭菜

園などを営む方に利用していただくことを目的と

して、家畜ふん堆肥の利用に関する研修会の開催や

家畜ふん堆肥マップの配布および県のホームペー

ジに掲載し、地域内の資源循環システムの構築に努

めています。

今後も家畜ふん堆肥の利活用の推進に取り組ん

でいきます。

戸数 生産量 利用量 余剰量

乳用牛 50 27,087 26,517 570

肉用牛 51 15,206 14,806 400

豚 10 3,596 3,596 0

採卵鶏 ８ 2,934 2,919 15

ブロイラー 11 6,615 6,355 260

堆肥センター 6 14,154 13,897 257

合計 136 69,592 68,090 1,502

家畜排せつ物の有効活用 （畜産振興課）
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2023 循環型社会への取組

１ 現状と課題

二酸化炭素の排出削減による地球温暖化対策と

して、化石燃料に代わる木質バイオマスエネルギ

ーへの期待が高まっており、県内においても施設

園芸用ハウスや公共施設を中心に、木質バイオマ

スボイラーの導入の支援を続けてきました。

木質バイオマスボイラーは化石燃料と違い、木質

バイオマス燃料の燃焼により焼却灰が発生します

が、事業活動により生じた燃焼灰は不要物であれ

ば「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃

掃法」という。）に定める産業廃棄物に該当するた

め、法令に従って取り扱う必要がありました。

２ 施策の展開

（１）実施した取組

ア 木質バイオマス燃焼灰の自ら利用の手引きに

ついて

平成 25 年６月 28 日付けで環境省から出された

『「規制改革実施計画」（平成 25 年６月 14 日閣議

決定）において平成 25 年６月中に講ずることとさ

れた措置（バイオマス資源の焼却灰関係）につい

て（通知）』により、木質ペレット又は木質チップ

を専焼ボイラーで燃焼させて生じた焼却灰につい

て、有効活用が確実で、かつ不要物と判断されな

い燃焼灰は一定の条件を満たせば産業廃棄物に該

当しないとの解釈が示されました。

そのため県では平成 26 年に、燃焼灰を有用な資

源として地域での有効利用を促進し、主に自ら利

用する場合に適切に取り扱われるために必要な事

項を「木質バイオマス燃焼灰の自ら利用の手引き」

（以下、手引きという。）として整理しています。

燃焼灰の有効利用に向けた取扱いは図１に示す

とおりです。

イ 手引きの内容と必要な整理・届出

手引きにおいて利用可能な燃焼灰とされてい

るのは、製材由来のものや林地残材からの木材

などを「チップ」、「おが粉」、「ペレット」など

の燃料用に加工したものを、木質バイオマス専

焼ボイラーで燃焼させて生じた灰としています。

また、廃掃法に定める産業廃棄物には該当し

ないことを証明するために、燃焼灰の性状、排

出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無、

占有者の意思を整理し、第３者からの疑義に対

しても明確に説明が出来るようにしておくこと

としています。

燃焼灰を肥料などとして販売（無償譲渡を含

む）する場合は、農業振興部環境農業推進課に

特殊肥料生産届と肥料販売届を届け出る必要が

あります。（無償の譲渡であっても生産者は販売

の届出が必要となります。）

（２）実施しようとする取組

前項までで示したとおり、木質バイオマスの

熱利用・発電利用においては燃焼灰が発生し、

基本的には廃棄物に該当するため、適切な処理

が必要になります。手引きの整理によって、一

定の条件を満たせば自ら利用が可能になりまし

たが、引き続き関係各課と協力しながら、有効

利用の方法を模索していきます。

木質バイオマスの利用により発生した

燃焼灰の有効利用 （木材産業振興課）

事業活動から出てくる燃え殻（灰）は産業廃棄物 （廃掃法）

事業者の意向

燃焼灰を有効利用するため産業廃棄物には該当しないことの確認

処 理

自ら利用

土壌改良資材として

譲渡又は販売
（無償譲渡を含む）

中間処理・埋立処分

第６参考資料の２に

基づいて整理

環境農業推進課
（肥料取締法による届出が必要）

利 用

環境農業推進課
（肥料取締法による届出が必要）

図１ 燃焼灰の有効利用に向けた取扱い
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2023 循環型社会への取組

１ 一般廃棄物（ごみ・し尿）
（１）ごみ処理の状況

一般廃棄物※１は、市町村が定めた一般廃棄物処

理計画に基づいて処理されます。家庭や事業所か

ら出た一般廃棄物のうちの一部は自家処理される

ものの、通常、市町村や一部事務組合などの収集

車によって集められ、焼却などの中間処理を経て、

最終処分場に埋め立てられます。

処理方法別ごみ処理量（令和３年度）

※出典：高知県一般廃棄物処理事業の概況（令和３年度）

令和３年度のごみの総排出量は 242,044t で、前

年度に比べ 3,426t 減少しています。また、１人１

日当たりの排出量は、955ｇとなっています。

令和３年度のごみ処理経費は 109 億円で、施設

の建設・改良費 15 億円、処理に要する費用 88 億

円が支出されており、県民 1 人当たりの年間処理

及び維持管理費は 12,606 円となっています。

ごみ処理経費内訳（令和３年度）

※出典：高知県一般廃棄物処理事業の概況（令和３年度）

県内の総額

（千円）

県民１人

当たり

（円）

割合（％）

建設改良費 1,514,723 2,182 14.0

処理及び

維持管理費
8,751,203 12,606 80.5

その他 598,540 862 5.5

計 10,864,466 15,650 100.0

全市町村で、ごみの分別収集など、資源化に

積極的に取り組んでおり、また、県民の環境意

識の高まりによる成果も徐々に現われてきてい

ます。

高知県におけるリサイクルの状況（令和３年度）

※出典：高知県一般廃棄物処理事業の概況(令和３年度）

令和３年度のリサイクルによる処理量は

49,158t、リサイクル率（自家処理量を除く）は

20.3％となっています。

今後、さらに効率的な資源化、ごみの減量化

に取り組み、循環型社会の形成を推進していく

ことが必要です。

（２）し尿処理の状況

令和３年度のし尿の総排出量は、年間

353,936kl で、生し尿 142,102kl、浄化槽汚泥

211,834kl となっています。

令和３年度のし尿処理状況は、し尿処理施設

投入 353,492kl（99.9%）、自家処理 444kl（0.1%）

となっています。

水洗化人口は年々増加していますが、中山間

地域を多く有する本県にあっては、49.5％が浄

化槽人口であり、高い割合を占めています。処

理施設の老朽化が進んでいますが、施設の更新

時には、処理に伴い発生する汚泥の再生利用や

資源の回収など、循環型社会形成を目指した施

設整備が進められています。

分 類 処理量（t/年） 割合（％）

紙類 8,642 17.6

金属類 5,937 12.1

ガラス類 3,177 6.4

ペットボトル 730 1.5

プラスチック

類
3,684 7.5

その他 26,988 54.9

計 49,158 100.0ごみ処理の方法 処理量（t/年） 割合（％）

直接焼却処理 199,128 82.1

焼却以外の中間処理 33,458 13.8

直接埋立 3,592 1.5

直接資源化 5,819 2.4

自家処理 105 0.1

集団回収による資源化 154 0.1

計 242,256 100.0

800

1000

全国 920 919 918 901 890

高知県 954 961 971 958 955

H29 H30 R1 R2 R3

廃棄物適正処理の推進

（環境対策課・土木政策課・技術管理課）

－用語解説－

※１ 一般廃棄物

家庭から出るごみ全てと、事務所から出る産

業廃棄物以外のごみ及びし尿などの廃棄物をい

います。

（その他）

収 集…ごみを収集車等に取り集め、積み込む目的

で移動すること

運 搬…収集し終わったごみを保管、積み替え、処

分などを行う場所に降ろす目的で移動する

こと

中間処理…廃棄物を安全化、安定化するために、焼却、

減量化のための脱水、破砕圧縮すること

最終処分…ごみの焼却処理によって生じた焼却灰など

を埋立地に埋立処分すること

（排出量：ｇ） 1 日 1 人当たりごみ排出量

※出典：高知県一般廃棄物処理事業の概況（令和３年度）
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2023 循環型社会への取組

し尿処理経費としては 26億円で、施設の建設・

改良費 2.3 億円、処理に要する費用 21億円が支出

されており、県民 1 人当たりの年間処理及び維持

管理費は 3,060 円となっています。

し尿処理経費内訳（令和３年度）

※出典：高知県一般廃棄物処理事業の概況（令和３年度）

（３）対策

安全にごみを処理するための高度な処理機能や

経済性を持った施設を個々の市町村単位で整備す

るのは容易なことではなく、総合的かつ効率的な

処理を行えるよう、ごみ処理の広域化を図り、大

規模施設への集約化を進めてきました。

可燃ごみ処理施設については、そのほとんどが

複数の市町村で構成する一部事務組合により運営

されており、令和５年３月現在、８施設で焼却処

理を行っています。

また、各市町村でごみの排出抑制や再資源化の

促進を図るなど、最終処分場の延命化を意識した

取組が行われています。

２ 産業廃棄物（ごみ）

（１）発生の状況

平成20年度の本県における産業廃棄物※2 の推

計総排出量は、約1,485千tで、令和２年度に県内

排出事業者を対象に実施したアンケート調査（県

内約４万事業者から8,510事業者を抽出）結果に基

づく令和元年度の産業廃棄物の推計総排出量は、

約1,330千tとなっており、約155千t減少していま

す。

また、ほぼ全量が再資源化されている「動物の

ふん尿」を除いた排出量は、約1,125千tで、この

うち約809千t（72.0％）が再生利用されています。

県内総額

（千円）

県民１人当たり

（円）

割合

（％）

建設・改良費 232,081 334 8.9

処理及び維持管理費 2,123,967 3,060 81.7

その他 244,098 352 9.4

計 2,600,146 3,746 100.0

（２）産業廃棄物処理業者の状況

産業廃棄物を業として処理（収集運搬・処分）

するには、廃棄物処理法により都道府県知事又は

中核市の市長（高知市が該当）の許可が必要です。

※「特管」：特別管理産業廃棄物

「中間」：中間処理施設

「最終」：最終処分場

（３）対策

産業廃棄物の適正処理を図るため、平成23年10

月に管理型産業廃棄物最終処分場を整備するとと

もに、産業廃棄物管理票（マニフェスト）や優良

産業廃棄物処理業者認定制度の普及に取り組んで

います。

３ 自動車リサイクル法

平成17年１月に、使用済自動車の再資源化など

に関する法律が本格施行されました。この法律に

より、使用済自動車は引取業者に引き渡され、フ

ロン類回収業者、解体業者、破砕業者によって廃

棄物の適正処理及び資源の有効利用が図られてい

ます。

※「引取」「フロン類回収」は登録

「解体」「破砕（破砕前処理工程のみ）」は許可

自動車リサイクル法登録等事業者数(令和５.４.１)

引取 フロン類回収 解体 破砕

県 200 39 28 12

市 73 19 ８ ５

産業廃棄物処理業者数(令和５.４.１)

収集運搬業 処分業 施設

普通 特管 普通 特管 中間 最終

県 1,226 119 84 ２ 97 ９

市 56 ９ 31 ２ 31 ２

－用語解説－

※２ 産業廃棄物

事業者の事業活動に伴い生じた廃棄物のうち、燃え

殻（焼却残渣等）、汚泥、廃油、廃プラスチック（タ

イヤ等）、紙くず、木くずなど20種類の廃棄物をいい

ます。
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４ 建設リサイクル法（土木政策課・技術管理課）
平成 14年５月から、建設工事に係る資材の再

資源化などに関する法律（建設リサイクル法）

が施行されました。この法律により、特定の建

設資材※3についての分別解体及び再資源化を促

進するための措置が講じられるとともに、解体

工事業者の登録制度を実施することにより、建

設工事における資源の有効な利用の促進及び廃

棄物の適正な処理が図られています。

令和４年３月末日現在の解体工事業※4の登録

業者数は 134 です。

５ 不法投棄防止
不法投棄を行った者が判明した場合には、そ

の者に廃棄物を撤去させ、悪質な場合は告発す

るなど厳しい対応をとっています。

しかしながら、投棄者を特定できないケース

もあり、不法投棄された廃棄物が撤去されずに

そのまま放置され、環境に著しい悪影響を及ぼ

す場合があります。

そのため、安芸・中央東・中央西・須崎・幡

多の各福祉保健所に廃棄物監視員を配置し、日

常的な監視・指導を行うとともに、福祉保健所・

土木事務所・市町村・警察署などで構成する産

業廃棄物などの連絡協議会を設置し、一致協力

して不法投棄問題に当たっています。

６ 高知県災害廃棄物処理計画Ver.２の策定
本県では、今後 30 年以内に 70 から 80％の確率

で発生するとされている南海トラフ地震に備え、

取組を充実強化しています。

平成 23 年３月に発生した東日本大震災では、多

くの尊い命や財産が奪われるとともに、広域にわ

たって発生した膨大な災害廃棄物が、地域の復

旧・復興の大きな障壁となりました。

これらの教訓に学び、平成 26年９月に策定した

「高知県災害廃棄物処理計画 Ver.１」について、

平成 28 年熊本地震や平成 30 年７月豪雨における

知見などを反映させ、より実効性のある計画とし

て、平成 31 年３月に「同計画 Ver.２」を策定しま

した。

同計画は大規模な地震災害はもとより、その他

の地震災害や津波被害、風水害などにも対応可能

な内容となっています。計画中の「災害廃棄物処

理の基本方針」の一つとして、「土砂、コンクリー

トがら、木くず、金属くずなどの再生利用を最大

限に進め、減量化を図る」ことを定め、発災現場

における分別や仮置場などでの選別をできる限り

行い、マテリアルリサイクル（素材としてのリサ

イクル）及びサーマルリサイクル（熱・エネルギ

ーとしてのリサイクル）に向けて工夫することや、

選別残さ及び焼却残さを最大限有効利用すること

などに取り組むこととしています。

－用語解説－

※３ 特定の建設資材

・コンクリート

・コンクリート及び鉄から成る建設資材（プレキャ

スト鉄筋コンクリート版など）

・木材

・アスファルト・コンクリート

※４ 解体工事業

解体工事業を営む者は、建設業法による「解体工事

業の許可」又は、建設リサイクル法による「解体工事

業登録」が必要です。（ただし、建設業法による土木工

事業、建築工事業の許可業者が、請負金額が 500 万円

未満の解体工事を行う場合は、解体工事業登録は不要

です。）

廃棄物の不法投棄現場の一例
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１ エコサイクルセンター

高知県には、燃えがらや鉱さいなどの再生利用

が困難な産業廃棄物の埋立処分ができる管理型最

終処分場がなかったことから、それらの産業廃棄

物は県外に搬出して処理せざるを得ない状況が続

いていました。

このため、平成６年４月に高知県、市町村及び

産業団体の出捐により設立された財団法人エコサ

イクル高知（平成25年４月１日公益財団法人へ移

行）が、平成19年度から日高村において産業廃棄

物処理施設である管理型最終処分場と医療廃棄物

処理施設を併設した「エコサイクルセンター」

（総面積７ha）の整備を進め、平成23年10月に操

業を開始しています。

（１）管理型最終処分場

管理型最終処分場は、埋立面積1.2ha、埋立容量

111,550m3で雨水の浸入を防ぐ屋根を設置し、廃棄

物への散水により発生する浸出水は処理後も処分

場外へ放流しない周辺環境に配慮した施設内容と

なっており、国のモデル的整備事業に認定されて

います。

開業後、廃棄物の埋立てが計画を大幅に上回る

ペースで進行していたため、新たな施設に関して

、平成28年度に策定した「基本構想」により、整

備の必要性を確認しました。

平成29年度には、外部の有識者などからなる委

員会により、県内全域を対象とした新たな施設の

候補地選定が行われ、平成30年２月に３か所の最

終候補地を選定、平成30年12月には、佐川町加茂

への絞り込みを行い、佐川町へ受け入れの申し入

れを行いました。

絞り込み後は、佐川町加茂の皆様に施設の受け

入れについてご理解いただけるよう、加茂地区の

住民の皆様との「話し合いの場」などの様々な取

組を重ね、令和元年６月に佐川町加茂を建設予定

地として決定しました。

同年７月に県と佐川町で「確認書」を締結して

以降、測量や設計などを進め、令和４年８月に施

設本体工事等に着手し、施設整備を進めています

。

※参考 令和３年度受入実績 8,344t

令和４年度受入実績 8,247t

エコサイクルセンター（管理型最終処分場）

（２）医療廃棄物処理施設

平成３年10月、高知県、高知市及び高知県医師

会の出捐により財団法人高知県医療廃棄物処理セ

ンターを設立し、医療廃棄物を処理する焼却施設

を整備し、平成４年７月に操業を開始しました。

その後、ダイオキシン類の排出基準値を遵守す

ることが困難となったため、平成12年11月から施

設の稼働を一時停止していましたが、マイクロ波

滅菌処理方式を導入し、平成15年９月に操業を再

開しました。

また、平成23年１月には財団法人エコサイクル

高知と合併し、同年10月にエコサイクルセンター

内に処理施設を移設して操業を開始し、県内の医

療廃棄物の適正処理を行っています。
※参考 令和３年度受入実績 5,851kl

令和４年度受入実績 6,668kl

エコサイクルセンター（医療廃棄物処理施設）

２ 魚腸骨資源化施設

平成９年３月に高知県、高知市ほか関係17市町

村及び関係団体の出捐により設立した財団法人高

知県魚さい加工公社（平成25年４月１日公益財団

法人へ移行）が、日高村本郷で、魚あら（魚腸骨）

を魚粉や魚油などに加工し、家畜等の飼料などに

して販売してきました。

平成 17 年４月には、高知市神田に設置した新

施設で本格操業を開始し、魚あらの再生利用を行

っています。

公共関与による廃棄物処理施設整備

（環境対策課）
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１ 現状
高須浄化センターは浦戸湾東部の高知市、南国

市、香美市の 3 市から排水される汚水を処理して

います。

汚泥処理については、場内の汚水処理の過程で

発生する汚泥に加え、高知市下知水再生センター

及び潮江水再生センターからの高濃度汚水を受

入れ処理を行っています。

２ 下水汚泥の有効活用

平成 30 年までの高須浄化センターにおける脱

水処理後の汚泥処理は、場内焼却と、民間事業者

に委託して堆肥化・セメント原料化を行う場外搬

出を行ってきました。

しかし、焼却炉が耐用年数を迎えることから、

新たな汚泥処理方式の検討を行い、令和 3年 4月

から汚泥の消化処理を開始しました。

汚泥の消化処理とは、嫌気的状態に保たれた消

化タンク内で汚泥中の有機物を嫌気性微生物の

働きにより発酵分解する処理方式で、汚泥中の有

機分を分解することで、汚泥を減量化するととも

に、発酵分解の過程で有機分がガス化され副産物

としてメタンガスが発生します。

高須浄化センターでは、消化処理で発生したメ

タンガスを民間の発電事業者に供給し、一般家庭

約1,200世帯で利用できる電気を発電しています。

消化後の汚泥は約 2/3 に減量され、その処理は

従前どおり、民間事業者に委託し肥料化やセメン

トの原材料として有効活用しています。

汚泥由来の肥料は農家に販売され、農作物とし

て循環されています。

セメントの原料化では汚泥を焼却し人工鉱物

を生成しセメントの原材料として活用されてい

ます。

消化施設（高須浄化センター）

高須浄化センターでの下水汚泥の有効

活用 （公園下水道課）
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１ 高知県リサイクル製品等認定制度
廃棄物などを循環資源として利用し、県内で製

造加工される優良な「リサイクル製品」と、環境に

配慮した取組で優れた成果を上げている「環境配

慮型事業所」、地域における循環型社会の形成に貢

献している「エコショップ」について、県が認定を

行っています。

また、認定された製品や事

業所などは、県のホームペー

ジ、パンフレットによる広報

等を通じて、その利用及び普

及を推進しています。

２ 認定製品・認定事業所
平成 16年度から、高知県リサイクル製品等認定

審査会での審査を経て、リサイクル製品、環境配慮

型事業所、エコショップを県が認定しています。

３ 四国４県での相互推奨

他の四国３県と連携し、各県が

認定したリサイクル製品の相互推

奨を進めています。各県の認定製

品紹介パンフレットにおいて相互

に製品の紹介を行っています。

４ 認定一覧（令和５年３月 31 日現在）
【認定リサイクル製品】

製品名 品目 企業名

TS・マカダム

TS・Ｒサンド
再生砕石・再生砂 田中石灰工業株式会社

TS・マカダム

TS・Ｒサンド

（鉄鋼スラグ使用）

再生砕石・再生砂 田中石灰工業株式会社

建設汚泥改良土
建設汚泥から再生した

改良土
株式会社国際環境技研

エコボンリック

水切りゴミ袋

再生ＰＥＴ原料を利用した

水きりゴミ袋
金星製紙株式会社

Monacca bag

（モナッカ）
間伐材を利用したカバン 株式会社エコアス馬路村

Ｏ＆Ｄウッド
間伐材を利用した

高耐久性保存処理木材
溝渕林産興業株式会社

Ｏ＆Ｄウッド 残置型枠
間伐材を利用した

残置型枠
溝渕林産興業株式会社

クイックポット（筋工） 間伐材を利用した筋工 溝渕林産興業株式会社

アントラーブロック
溶融スラグ利用大型積み

ブロック

三共コンクリート

株式会社

【認定リサイクル製品】
製品名 品目 企業名

山河ブロック
溶融スラグ利用大型積み

ブロック

三共コンクリート

株式会社

Ⅰ型ブロック
溶融スラグ利用大型積み

ブロック

三共コンクリート

株式会社

ホライズン
溶融スラグ利用大型積み

ブロック

三共コンクリート

株式会社

夢グリーンⅡ４５型
溶融スラグ利用環境保全型

ブロック

三共コンクリート

株式会社

ゆすはらペレット
木質ペレット

（全木ペレット）

ゆすはらペレット

株式会社

ＴＳペレット
廃プラスチックを利用した

ペレット

田中石灰工業株式会

社

かんとりースーパー

エコデザインミックス
肥料

株式会社エコデザイ

ン研究所

ＤＯ側溝
フライアッシュを使用した

コンクリート二次製品

有限会社須崎サブコ

ン

灰テックビーズ
フライアッシュを利用した

土地地盤材料

東洋電化工業株式会

社

建設汚泥固化剤改良土

TS・ソイル
建設汚泥固化剤改良土

田中石灰工業株式会

社

エコボンリック

自立型水切りゴミ袋

再生ＰＥＴ原料を利用した

水きりゴミ袋
金星製紙株式会社

I型ブロック
フライアッシュを使用した

コンクリート二次製品

四国ブロック工業

株式会社

ガーディアン
フライアッシュを使用した

コンクリート二次製品

四国ブロック工業

株式会社

環境Ⅱ
フライアッシュを使用した

コンクリート二次製品

四国ブロック工業

株式会社

プレガードⅡ
フライアッシュを使用した

コンクリート二次製品

四国ブロック工業

株式会社

アントラーブロック
フライアッシュを使用した

コンクリート二次製品

四国ブロック工業

株式会社

鎧
フライアッシュを使用した

コンクリート二次製品

四国ブロック工業

株式会社

耐震性 L型擁壁
フライアッシュを使用した

コンクリート二次製品

四国ブロック工業

株式会社

N-S.P.C ウォール
フライアッシュを使用した

コンクリート二次製品

四国ブロック工業

株式会社

テールアルメ
フライアッシュを使用した

コンクリート二次製品

四国ブロック工業

株式会社

歩車道境界ブロック付

L型側溝

フライアッシュを使用した

コンクリート二次製品

四国ブロック工業

株式会社

SK 側溝ロードレイン
フライアッシュを使用した

コンクリート二次製品

四国ブロック工業

株式会社

箱形 U字側溝
フライアッシュを使用した

コンクリート二次製品

四国ブロック工業

株式会社

再生砕石（RC-40） 再生砕石

大林道路株式会社

高知りょうまアスコ

ン

再生アスファルト混合物

(再生密粒度アスコン 13）
再生アスファルト混合物

大林道路株式会社

高知りょうまアスコ

ン

再生密粒度アスコン 13 再生アスファルト混合物
株式会社南四国アス

コン

木のうちわ 間伐材を利用したうちわ 株式会社エコアス馬路村

ＫＦＣＲ４号
下水汚泥、伐採材及び廃木材

を使用した肥料

株式会社高知リサイ

クルセンター

スーパーソル 廃ガラスを利用した軽石 株式会社近澤建設

リサイクル製品等の認定 （環境対策課）

リサイクル製品等認定

制度シンボルマーク

52



2023 循環型社会への取組

【認定環境配慮型事業所】

事業所 取組概要

環

境

に

優

し

い

事

業

所

フジグラン野市

・生鮮食品の加工残さや売れ残り商品、レストランの加
工残さ、食べ残し等で発生する生ごみを専用の冷蔵庫
で保管後、店内で肥料原料を作成し、生ごみの発生量を
年間 100t 削減している。
・肥料原料については、地域の農業生産者団体（室戸ふ
れあいエコファーム）において肥料化され、この肥料を
使った農作物を再び店舗で販売するという食品資源循
環システムの取組を行っている。
・食品残さ以外でもダンボール・パッケージ・書類等の
紙ごみ、ビン・カン・ペットボトル・ポリ袋・発泡スチ
ロール等に関して可能な限り分別とリサイクル処理を
行い焼却ごみ・埋立てごみの削減に努めている。

四万十町森林組合

大正集成材工場

・高知県産の間伐材を使った家具や集成材商品を製造。
家具については、ロングライフ設計を心がけている。
・バイオマスボイラーの使用や工場・事務所内の照明の
LED 化により積極的に CO2の削減を実施。
・FSC（森林管理協議会）や SGEC（『緑の循環』認証会
議）の認証材を積極的に販売している。

有限会社

安岡重機

・木質バイオマス事業（重油換算で 475kL/年の削減）。
・環境省令に基づく施設の設置及び適用。
・県内の森林資源を木質バイオマスエネルギーとして
利用促進。（燃料用ペレットの製品化。）

有限会社

大前田商店

・廃棄物（４品目：廃プラスチック類、紙くず、木くず、
繊維くず）を混合し、固形燃料化（RPF：Refuse Paper
& Plastic Fuel）し石炭代替燃料を製造している。
・機密文書を焼却処分しないで、再生紙原料としてリサ
イクル化している。
・プルタブを集め、車椅子に交換している。
・工場への見学者を受け入れ、リサイクルに対する啓発
活動も積極的に行っている。

田中石灰工業

株式会社

高知プラスチッ

ク再生センター

・環境学習のための見学会を積極的に実施している。見
学者は各団体やホームページを通じて随時募集。
・中高生や障がい者等の体験学習を実施している。
・徹底した機械選別と手選別により、ポリエチレン、ポ
リプロピレン、ポリスチレン、ペット樹脂を回収し、再
原料として出荷しており、廃棄物の発生を抑える努力
をしている。

株式会社

サニーマート

・食品循環資源（食品廃棄物）の回収リサイクルの取
組。
・プラスチック、紙くず等の分別リサイクルの取組
・電気使用量のリアルタイム見える化機器の導入と節
電の取組。
・LED 照明や省エネタイプの空調機・冷蔵庫の積極的
導入。
・地域連携・協定締結によるレジ袋の無料配布中止（有
料化）の実施。
・高知県産の間伐材の積極的な利用。

株式会社

サンプラザ

・発生した食品残さを堆肥化することにより、焼却によ
る処分を「０」化。その堆肥化した完熟土を活用して作
った野菜の販売による循環の確立。
・これまで廃棄・焼却処分していた廃プラスチックを分
別の徹底と RPF 化（固形燃料）へのリサイクルを進め、
焼却処分を 40％削減。
・ポイント付き古紙回収システムを高知県で初めて導
入し、地域の新聞や雑誌など古紙の回収とリサイクル
に貢献。
・店頭において、トレー・ペットボトル・ペットボトル
キャップ・アルミ缶・スチール缶・牛乳パック・たまご
パックの回収を実施（回収実績：年間合計 150 トン）
・店内照明の LED 化、省エネ冷蔵ケース及び電気自動
車の導入。

株式会社

リサイクル高知

・家屋解体工事で発生した廃木材をチップ化し、発電用
燃料として再資源化することにより、出荷先事業所の
燃料費削減に貢献している。
・チップ化する際に発生した、おがくずも堆肥原料とし
て出荷し、100％リサイクルに取り組んでいる。
・解体工事で発生した廃石膏ボードを粉砕し、石膏ボー
ドの原料として再資源化している。

【認定エコショップ】

事業所 取組概要

環

境

負

荷

低

減

技

術

開

発

等

事

業

所

金星製紙

株式会社

・回収ペットボトルから再生された繊維を原料としたリサ

イクル商品の開発に 1992 年ごろからいち早く取り組み、水

切りゴミ袋を製品化。

・水切りゴミ袋のほか、ペットボトルの再生繊維を 100％

使用したフローリング取替えシートやドライ化学ふきん

（エコハンドワイパー）、無漂白パルプを利用したてんぷら

敷紙を製造、販売するなど環境に配慮した製品を開発、製

造している。

・ダンボール、ポリ袋等のごみを持ち込まない物流方法を

開発し関西と九州地区にて運用中。

兼松エンジニ

アリング

株式会社

本社・テクノベ

ース

・主に強力吸引作業車、高圧洗浄車、汚泥脱水機・減容機

等の環境整備機器の製造販売を行っている。

・強力吸引作業車は道路での側溝清掃、土木建築現場での

汚泥吸引、工場での乾粉等各種産業廃棄物の吸引回収に利

用されている。

・高圧洗浄車は、下水道管の洗浄作業に利用されている。

・リサイクルコンビ車は強力吸引車と高圧洗浄車の機能を

１台に集約し、尚且つ回収汚水を洗浄水として再利用する

機能を備えている。

・汚泥脱水機及び減容機は中間処理場における汚泥の脱

水、減容化に利用。

・製品の大部分は県外に販売され、日本全国の自然環境の

保全に貢献している。

株式会社太陽

・食品工場から排出される廃食油を燃料化し、蒸気熱源（ボ

イラー）等として再利用するシステムを開発。

・生産工場（金属・機械加工）から発生する煙（油煙）・臭

気を炉内で直接燃焼し、削減させる技術を開発し作業環境

の改善を図る。

・廃油を燃料としたボイラーや消煙装置等の ECO 製品シリ

ーズは廃棄物として処理されている廃油等の資源循環利用

が可能。

・環境経営の基本３R に繋がる製品を開発し、環境社会に

貢献。

エ

コ

事

業

所

株式会社

サンライズク

リーニング

・レジ袋有料化及びオリジナルエコバック販売によりレジ

袋使用量を削減している。

・当店使用のハンガーのポイント交換による回収を実施。

再利用できる物は洗浄後に再使用し、再使用できないもの

は製造業者に送り再資源化している。

・工場内の各蛍光灯にスイッチを取り付け、持ち場を離れ

る時には消灯。作業終了時にはブレーカーを落とす。空調

設備の設定温度を定め、自動ドアも片開きに変更。窓には

ルーバーを取り付け消費電力を削減する取組を実施してい

る。

事業所 取組概要

株式会社

ナンコクスーパー

パステ店・高須店・

下知店・大津店・

長浜店

・店頭で利用するトレーの材質を統一することによりこ

れまでに回収できなかった「発泡トレー以外のトレー」

の店頭回収を実施し、回収率を大幅に向上。

・お買い物袋辞退カードの設置、マイバッグ、マイバス

ケットの販売によりレジ袋使用量を削減。

・裸売り、ばら売りが可能な製品は必要な量だけ購入で

きるようにし、商品購入に伴う家庭ごみの発生抑制に努

めている。
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１ 概要
グリーン購入とは、商品やサービスを購入する

際に、価格・機能・品質だけでなく、「環境」の

視点を重視し、環境への負荷ができるだけ少ない

ものを優先的に購入することです。

県庁（警察を除く。）では、平成 13 年４月か

ら「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、毎

年グリーン購入実施計画を策定し、重点調達品目

及び調達目標を定めてグリーン購入に取り組ん

でいます。

具体的には、国が特定調達品目として設定して

いる品目に県独自の重点調達品目の 11 品目を追

加した 23 分野 299 品目について、判断基準に適

合したものを優先的に選択して調達するように

しています。

【令和４年度重点調達品目数及び適合環境物品等

調達目標】

●高知県独自の重点調達品目（11 品目）

分 野
重点調達

品目数

適合環境物品等

調達目標

１ 紙類 ７ 100%

２ 文具類 86

100%（ただし、名刺に
ついては判断基準に適

合する重点調達品目を

調達するように努める）

３ 事務用備品 10 100%

４ 画像機器等 10 100%

５ 電子計算機等 ４ 100%

６ オフィス機器等 ５ 100%

７ 移動電話等 ３ 100%

８ 家電製品 ６ 100%

９ エアコンディショナー等 ３ 100%

10 温水器等 ４ 100%

11 照明 ４ 100%

12 自動車等 ８
判断基準に適合する自

動車や機器の調達に務

める

13 消火器 １ 100%

14 制服・作業服・

作業用手袋
５ 100%

15 ｲﾝﾃﾘｱ・寝装寝具 11 100%

16 その他繊維製品 ７ 100%

17 設備 12
判断基準に適合する重

点調達品目を調達する

ように努める

18 災害備蓄用品 15 100％

19 公共工事 70
判断基準に適合する重

点調達品目を調達する

ように努める

20 役務 21
判断基準に適合する役

務の調達に努める

21 ごみ袋等 １ 100%

22 農産物 ４ 判断基準に適合する重

点調達品目を調達する

ように努める23 その他 ２

分 野 高知県独自の重点調達品目

２ 文具類 間伐材名刺

17 設備
木質ペレットストーブ、木質ペレットボイ

ラー

19 公共工事 ＦＳＣ認証製品、木製型枠

21 農産物 野菜、果実、茶、米

22 その他

「高知エコ産業大賞」の各賞を受賞した製

品やサービス、「高知県リサイクル製品等認

定制度」において認定されたリサイクル製

品（認定期間中のものに限る）

グリーン購入の推進（新エネルギー推進課）グリーン購入の推進 （環境計画推進課）

高知県グリーン購入基本方針（要旨）
（目的）

・県の業務活動から生じる環境負荷の低減

・県民、事業者等におけるグリーン購入、環境物品

等への需要の転換促進

（基本原則）

・調達総量の削減

・必要のない機能、利便性の排除

・ライフサイクル全体について考慮したものを選択

・長期使用や分別廃棄などの徹底

・在庫管理の徹底

（物品調達の原則）

・重点調達品目を調達しようとするときは、判断基準を
満たす環境物品等の中から調達
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生物多様性とは（３つのレベルの多様性）

○生態系の多様性

地球上のさまざまな循環によって多様な環境

がつくられています。生きものは、地形や気候な

どにより特徴づけられるさまざまな場所に棲む

ところを見つけて暮らしており、その環境と生き

もの同士の「食べる・食べられる」、「利用したり・

されたり」という関係によって「生態系」という

つながりをつくっています。

○種の多様性

地球上のさまざまな環境に合わせて生きもの

が進化した結果、動植物から細菌などの微生物、

未知の生物も含めて多様な生物が生息していま

す。現在、地球上に約 3,000 万種の生物が暮らし

ています。

○遺伝子の多様性

同じ種類の生きものでも、個々の個体はさま

ざまな遺伝子の組合せを持っています。こうし

た組合せが、見かけや挙動に明確な違いを生み

出し、多様な個性として表れます。

１ 経緯

生物多様性基本法第 13 条に基づき、本県の生物

多様性の保全や持続的な利用に関する施策を総合

的・ 計画的に推進していくための指針と具体的施

策を定める「生物多様性こうち戦略」を平成 26 年

３月に策定、平成 31 年３月に持続可能な開発目標

（SDGs）や海洋プラスチックごみ問題など、県内の

生物多様性を取り巻く環境の変化に対応した戦略

の改訂を行いました。

２ 高知県環境基本計画との関係
本戦略は、高知県環境基本計画の基本事項を尊

重し、「自然環境を守る取組」に重点を置きます。

さらに、生物多様性の持続的な利用という観点

から、一次産業の振興を施策に位置付けています。

３ 生物多様性とは
「生物多様性こうち戦略【改訂版】」の目指すと

ころは、「豊かな生きものの恵みを受けて、美味し

く、楽しく、ずっと暮らしていくことができる高知

県」を実現することです。その障害になっている課

題を見つけて、それを解決するために私たちが何

をすべきかを考えて実際に行動をしていきます。

４ 概要
（１）現状と課題

他県に比べ、比較的豊かな自然が残っているとさ

れている本県ですが、生物多様性は確実に失われつ

つあり、それが環境問題として顕著に現れています。

山では林家数の減少、林業従事者の高齢化などが進

み、放置人工林の増加が危惧される状況です。また、

川では一部の河川で山の荒廃による高濁水の発生

やダムの貯水による濁水長期化といった問題が生

じており、海では海水温の上昇や藻食性動物などに

よる磯焼け、海岸ではプラスチックなどの漂着ごみ

が生物への障害になっています。

（２）戦略の基本的な考え方

「ふるさと高知のすべてのいのちをつなぎ、

私たちの手で責任を持って未来へ。」

この考え方のもと、本戦略では森・川・里・海・

まちの健全なつながりや生態系のネットワークを

重視し、地域が持続的に発展していくことを目指し

ます。さらに SDGs などの世界的な動きや国策とも

連携させながら、県民の皆さんをはじめとする各主

体が協働・連携して具体的な行動を起こしていくこ

とが大切です。

（３）戦略の理念

（４）目標

☆ 現在

☆ 短期目標【策定 10年後】

☆ 中期目標【策定から 50年後】

☆ 長期目標【策定から 100 年後】

生物多様性こうち戦略【改訂版】

（自然共生課）

ふるさとの いのちをつなぐ
～豊かな生きものの恵みを受けて

美味しく 楽しく ずっと暮らそう 高知県～

短期目標を達成するための５年として、

（５）の行動計画に取り組みます。

計画期間 令和元年度～令和５年度

生物多様性の損失を止めるために、生物多

様性に配慮した活動や利活用が定着しつつ

ある社会

生物多様性が保全・再生され、人と自然の共

生が適正に実現している社会

地域が持続的に発展し、人と生きものが共

に賑わうことで地域資源が活用され、現状

よりはるかに生物多様性が豊かな社会
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（５）行動計画（令和元年度～令和５年度）

改訂戦略では、策定から５年間の変化をもとに

課題に対する新たな目標値を設定し、それらを達

成するために今後５年間で取り組む内容を、大き

く４つのプランに分け、実施します。

PLAN1 知る･広める
生物多様性の価値を把握し、社会全体で共有

する

ア. 生物多様性の普及・啓発

イ. 地域の生物多様性から学ぶ教育の推進

ウ. 身近な自然とのふれあいの場の整備と

五感で感じる機会の提供

PLAN2 つなげる
生物多様性を支え、次世代につなぐ仕組みと

基盤をつくる

ア. 生物多様性の調査と研究

イ. 生物多様性保全・回復のための体制の

強化

PLAN3 守る
自然環境の保全と回復を図る

ア. すぐれた自然環境の保全と管理

イ. 希少野生動植物等の保護と管理

ウ. 特定鳥獣の個体数管理と外来生物対策

の推進

エ. 生物多様性に配慮した公共工事等の推進

オ. 地球温暖化の防止や循環型社会の構築

へ向けた取組の推進

PLAN4 活かす
生物多様性の恵みを活かした地域産業の持

続と活性化を促進する

ア. 生物多様性に立脚した地域資源の活用

の促進

イ. 生物多様性に密接な関係を有する一次

産業の強化

（６）推進体制

生物多様性を推進していくためには、県民挙げ

ての行動が必要です。

生物多様性の重要性が社会の中で広く理解さ

れ、誰もが生物多様性に配慮した行動がとれるよ

う、各主体が協働・連携して取組を推進していき

ます。

県は、改訂戦略に掲げた将来目標を達成するた

めに、生物多様性の保全や普及、担い手育成、各

主体間の連携促進や地域資源の発掘・活用に関し

ての専門性を有する先導的な人材を育成し、その

活動を支援していきます。

（令和４年度末時点のリーダー登録者数91名）

県民の環境活動や環境学習の推進拠点として、

ア. 地球温暖化対策が進んだ脱炭素社会

イ. 環境への負荷が少ない循環型社会

ウ. 自然環境の保全が図られた自然共生社会

の構築を目指すための環境情報の発信や環境学習

講師の派遣、環境イベントの開催、生物多様性の

保全の普及活動などを行っていきます。

「生物多様性こうち戦略推進リーダー」
について

「環境活動支援センターえこらぼ」　　　
について
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取組の実施

【 Do】

行動主体

戦略の策定

【 Plan】
推進主体

取組実施状況の
点検・ 評価
【 Check】

推進主体

戦略の見直し

【 Action】

推進主体

社会情勢

の変化

庁内連絡会議

取組調査周知

専門家など

からの助言

（７）進捗管理

PDCAサイクルの考え方に基づき、着実に事業の

進捗を図ります。その実施状況は、県庁内の連絡

会議や取組調査、高知県環境審議会（自然環境部

会）などにおいて点検・評価し、その結果は高知

県のHPなどの媒体を通じて広く県民に公表しま

す。

詳細は、自然共生課のホームページに掲載して

います。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/03070

1/chiikisenryaku.html
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１ 概要

高知県内に生息・生育する野生動植物のうち、

保護上重要な種の現状を明らかにし、絶滅のおそ

れのある種を保護するため、高知県レッドデータ

ブックを作成しました。その際に得た資料を基に、

希少野生動植物種の保護対策を行っています。

平成 26年度から「動物編」、平成 28 年度から「植

物編」のレッドデータブックの改訂に向けた見直

し作業を開始し、平成 30年 10 月に「動物編」、令

和４年３月に「植物編」の改訂版レッドデータブッ

クを発行しています。

※平成 12 年 3 月「高知県レッドデータブック（植物編）」

平成 14 年 1月「同（動物編）」の出版

※平成 23 年 1月「高知県レッドリスト（植物編） 2010 年

改訂版」公表

※平成 29 年 10 月「高知県レッドリスト（動物編） 2017

改訂版」公表

※平成 30 年 10 月「高知県レッドデータブック（動物編）

2018 改訂版」発行

※令和２年３月「高知県レッドリスト（植物編）2020 年改

訂版」公表

※令和４年３月「高知県レッドデータブック（植物編）2022

年改訂版」発行

高知県レッドリスト掲載種数（植物 2022、動物 2018）

２ 高知県希少野生動植物保護条例

県、事業者及び県民が一体となって、県内に生息

し又は生育する希少野生動植物の保護を図ること

により、生物の多様性の保全及び自然との共生に

寄与し、健全な自然環境を将来の県民に継承して

いくため、条例を平成 17 年 10 月に制定しました。

この条例に基づき、県指定希少野生動植物の第 1

次指定として植物４種、魚類４種、甲殻類１種、貝

類１種、哺乳類１種、第２次指定として、両生類１

種、植物３種の、計 15種を選定しています。

カ テ ゴ リ ー 植物 動物

絶 滅 43 14

野 生 絶 滅 2 0

絶 滅 危 惧 Ⅰ 類 475 122

絶 滅 危 惧 Ⅱ 類 201 140

準 絶 滅 危 惧 93 308

情 報 不 足 49 222

計 863 806

指定種一覧

３ 野生動植物保護区の指定

県指定希少野生動植物の保護を図るため、その

個体の生息地又は生育地として重要な区域を野生

動植物保護区として指定します。平成 21年８月 21

日に四万十市入田地区のマイヅルテンナンショウ

の生育地を野生動植物保護区として指定しました。

マイヅルテンナンショウ
（提供：公益財団法人高知県牧野記念財団）

ツキノワグマ
（提供：認定特定非営利活動法人四国自然史科学研究センター）

植 物

デンジソウ

マイヅルテンナンショウ

ダイサギソウ

ハシナガヤマサギソウ

カミガモソウ

マルバテイショウソウ

ヤブレガサモドキ

哺乳類 ツキノワグマ

両生類 ニホンアカガエル

魚 類

ヒナイシドジョウ

イドミミズハゼ

トビハゼ

トサシマドジョウ

（シマドジョウ２倍体性種）

甲殻類 シオマネキ

貝 類 ヒラコベソマイマイ

希少野生動植物の保全 （自然共生課）
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１ 現状と課題

令和４年度の野生鳥獣による農林水産業被害額

は 100,045 千円で、そのうち、ニホンジカ（以下

「シカ」という。）が 24.6％、イノシシが 39.6％、

ニホンザルが 12.2％、その他の鳥獣が 23.6％であ

り、シカ及びイノシシによる被害は、依然として

深刻な状況となっています。また、高標高域の自然

植生に対しては、特にシカによる食害や踏み荒ら

しによる被害が深刻な事態となっています。

２ 施策の展開

（実施した取組）
（１）鳥獣の保護繁殖（鳥獣保護区の指定）

鳥獣の保護繁殖を図るため、鳥獣の生息地とし

て重要な箇所を鳥獣保護区として指定し、狩猟の

対象外区域とします。鳥獣保護区は、令和４年度末

時点で 57か所、32,424ha が指定されていますが、

今後も農林水産業との調和を前提に指定していく

方針です。

また、鳥獣保護区内で各種鳥獣の保護繁殖上、

特に重要な区域については特別保護地区に指定し、

立木の伐採、工作物の設置などを制限するなどし

て生息環境の維持、保全を図ることとしています。

（２）人と野生鳥獣とのかかわり(狩猟行政について)

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関

する法律（以下「鳥獣保護管理法」という。）に

より、鳥獣の捕獲は禁止されていますが、野生鳥

獣の中でも、とりわけ生息数が多く資源的価値の

ある種（鳥類 26 種、獣類 20種）を「狩猟鳥獣」

に定め、それらについては、狩猟免許を保有し、

かつ狩猟者登録をすることにより、捕獲の期間、

数量、方法などの規制が加えられたうえで狩猟が

認められています。

令和４年度の狩猟による捕獲は、鳥類が 10,672

羽、獣類が 12,384 頭（うち、シカ 7,041 頭、イノ

シシ 4,615 頭、その他 728 頭）となっています。

（３）鳥獣被害対策

ア 鳥獣の特別捕獲許可

森林の手入れ不足などによる生息環境の変化、

中山間地域における耕作放棄地や放任果樹の増加、

狩猟人口の減少などにより、シカ、イノシシなどに

よる農林業作物などへの被害が発生しています。

被害発生地域では、防護柵などによる防除が有

効ですが、被害が大きい場合は、環境大臣、都道府

県知事又は市町村長の許可を受けて有害鳥獣の捕

獲ができます。

特に被害を及ぼしている主要な鳥獣については、

捕獲の適正かつ円滑な実施を期するために、各市

町村において「有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領」

に基づき、捕獲数、区域、期間などを定めて、有害

鳥獣の捕獲を実施しています。

令和４年度の特別捕獲許可（有害鳥獣捕獲、学

術研究、特定計画による捕獲など）による捕獲は、

鳥類が 6,169 羽、獣類が 40,294 頭（うち、シカ

14,056 頭、イノシシ 16,768 頭、ニホンザル 1,332

頭、その他 8,138 頭）となっています。

イ 第二種特定鳥獣管理計画

その生息数が著しく増加し、又はその生息地の

範囲が拡大している鳥獣がある場合に、当該鳥獣

の管理を図るため特に必要な場合は「第二種特定

鳥獣管理計画」を策定できることが「鳥獣保護管

理法」に定められています。

高知県では、捕獲数に対して生息数が依然とし

て高い状態にあり、また、生息分布の拡大がみら

れるシカとイノシシについて「第二種特定鳥獣管

理計画」を策定し、計画に基づく個体数調整のた

めに狩猟規制の緩和を行うなど、適正な鳥獣の管

理に努めています。

〈第二種特定鳥獣管理計画による規制緩和〉

シカ及びイノシシについては、くくりわなの規

制の解除などに加え、県内全域において狩猟期間

を 11月 15日～3月 31日としています。（シカ及
びイノシシ以外についての狩猟期間は 11月 15日
～2月 15日です。）

シカの食害により裸地化した「さおりが原(香美市)」

（４）傷病鳥獣の保護治療
毎年、多くの傷病鳥獣が県民により保護収容さ

れており、県では鳥獣保護に対する県民のニーズ

に応えるため、「公益社団法人高知県獣医師会」、

「県立のいち動物公園」、「わんぱーくこうちアニ

マルランド」、「特定非営利活動法人四国自然史科

学研究センター」の４つの関係機関の理解と協力

を得て、傷病鳥獣の受入、看護、治療などにあたる

こととしています。

（実施しようとする取組）

鳥獣の保護については、高知県鳥獣保護管理事

業計画に基づき、農林水産業との調和を図り、利

害関係者の意見調整を図りながら、野生鳥獣の良

好な生息環境を維持するため、鳥獣保護区の指定

を行うなど、野生鳥獣の保護及び繁殖を図ります。

また、特にシカ、イノシシについては、第二種特

定鳥獣管理計画に基づく管理を実施し、農林業被

害や自然植生被害の軽減に努めます。

野生鳥獣の保護管理 （鳥獣対策課）
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１ 現状と課題

私たちの身の回りには、たくさんの生物が様々

な環境で生息・生育しています。その中で、従来そ

の地域にいた生物ではなく、私たち人間の活動に

よって、他地域から入ってきた生物（外来種）が侵

略性を持ち、生態系などに被害を及ぼしています。

県内では、人の健康へ影響を及ぼすセアカゴケ

グモや生態系へ影響を及ぼすオオキンケイギクが

確認され、駆除されています。これらの外来種は特

定外来生物として、法律により飼育や栽培などが

規制されています。

しかし、すべての外来種が影響を及ぼしている

わけではありません。日本ではイネに代表される

ように、昔から数多くの外来種が利用されていま

すし、ペットや園芸用、食用など、私たちの社会生

活に欠かせないものも少なくありません。

外来種について正しい知識を普及啓発すること

と優先度を踏まえた侵略的外来種の駆除・防除の

対策を推進することが今後取り組むべき大きな課

題です。

２ 侵略的外来種による被害

外来種のうち、日本国内の生態系、人の生命又

は身体、農林水産業などへの被害を及ぼす又は及

ぼすおそれがあるものを侵略的外来種と言いま

す。

３ 生物多様性と外来種
高知県内には、多くの野生の動植物が生息・生育

し、多種多様な生態系を育んでいます。これらの生

物（種）にはそれぞれ個性があり、直接的・間接的

に支えあい生きています。外来種は、生物の多様性

に損失をもたらしている４つある大きな要因のう

ちの一つと言われています。

４ 特定外来生物

生態系、人の生命・身体、農林水産業に特に重大

な影響を与えるおそれが強いものは、「特定外来生

物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」

により「特定外来生物」に指定されています。これ

らについては、法律により下記の点が禁止されて

おり、違反すると罰則が課せられます。

・飼育、栽培、保管及び運搬（生きたまま移動させ

る）の原則禁止

・輸入の原則禁止

・野外へ放つ、植える及びまくことの禁止

・飼養等の許可を受けていない者に対しての譲渡、

引渡し（販売も含む）の禁止

５ 施策の展開
（１）実施する取組

ア 侵略的外来種の侵入や定着防止などのため、

外来種について広報を実施します。

イ 特定外来生物の駆除に取り組みます。

ウ 高知県版侵略的外来種リストを作成し、本県

にとって脅威となる外来種を特定し、効果的

な対策を講じます。

（２）令和４年度に実施した取組

ア 特定外来生物について、関係機関へのパンフ

レット配布などによる注意喚起を行いまし

た。

イ 市町村及び関係機関と連携して、特定外来生

物の駆除を行いました。

ウ 普及啓発のため「高知県で注意すべき外来種」

パンフレットを環境・自然保護イベントで配

布しました。

特定外来生物ナルトサワギクの駆除活動（芸西村）

「高知県で注意すべき外来種」パンフレット

外来種対策の推進 （自然共生課）
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１ 概要

高知県内の海岸に上陸するうみがめを保護し、

その生育環境を保全するため、平成16年に「高知

県うみがめ保護条例」を制定しました。

２ 内容

(１)県内の海岸に上陸したうみがめの捕獲等は

原則的に禁止しています。

(２)県内の海岸に産卵されたうみがめの卵の採

取、損傷も原則的に禁止しています。

(３)学術研究や繁殖目的等で、例外的にうみが

めやその卵の捕獲、採取等をしようとするとき

は知事の許可が必要です。

(４)知事はうみがめの産卵地等を保護区に指定

することができます。

(５)指定された保護区への車の乗り入れなどに

ついては知事の許可が必要になります。

(６)捕獲等の禁止など条例の規定違反には罰則

が適用されます。

３ 生育地等保護区の指定

平成17年７月19日付けで県内２か所の海岸を生

育地等保護区に指定しました。

保護区内では、工作物の設置や指定期間中（上

陸産卵期の６月１日から９月30日まで）の車両の

乗り入れなどの行為については知事の許可が必要

です。

うみがめ生育地等保護区一覧表

元・岩戸・奈良師海岸 大岐浜（土佐清水市）

（室戸市）

４ うみがめ上陸・産卵調査
うみがめの上陸・産卵状況を把握し、保護活動に

つなげるため、毎年県内の上陸・産卵回数を市町村

別に調べています。

名称 指定年月日 所在地
元･岩戸･奈良師

海岸
平成 17.7.19 室戸市元、岩戸、奈良師

大岐浜 平成 17.7.19 土佐清水市大岐

うみがめ上陸・産卵数の推移（自然共生課調べ）

市町村別 うみがめ上陸・産卵回数（自然共生課調べ）

（平成 25 年黒潮町出口）（平成 26 年四万十市双海）

（平成 29 年黒潮町出口） ※写真提供：溝渕幸三

市町村 令和元 令和２

東洋町 １ ／ １ ４ ／ ５

室戸市 ５ ／ ６ ２ ／ ２

芸西村 ５ ／ ６ ５ ／ 20

香南市 ５ ／ ５ １ ／ １

南国市 ０ ／ 13 23 ／ 31

高知市 11 ／ 16 26 ／ 55

土佐市 ３ ／ ４ ０ ／ ０

中土佐町 ０ ／ ０ １ ／ １

四万十町 ２ ／ ２ ０ ／ ０

黒潮町 ４ ／ ４ 11 ／ 15

四万十市 ８ ／ 15 11 ／ 14

土佐清水市 ４ ／ ４ ５ ／ ５

（産卵／上陸） 48 ／ 76 89 ／ 149

高知県うみがめ保護条例 （自然共生課）
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１ 海岸保全基本計画

港湾・海岸課では、平成 15年に「海岸保全基本

計画」を作成（平成 29年３月一部変更）し、津波・

高潮・高波による被害から海岸を防護するととも

に、海岸環境の整備と保全・維持及び適正な利用を

図る取組を進めています。

今後も引き続き、海岸環境を守ることに取り組

んでいきます。

２ 計画に基づく展開

（１）自然を守る

高知県の海岸は、海岸侵食が著しく、汀線の後退

により、波の打ち上げ高が増大するなど、侵食対策

および高潮対策が求められています。

台風などの高潮・高波による越波、しぶきなどに

よる浸水被害が予想される地域では、人工リーフ

や突堤、離岸堤などにより現状の汀線を保全する

ことを基本とし、必要な場合には、養浜などを施工

し、海岸侵食の防止と海浜の維持・復元を図ってい

ます。

（２）海の生態系を守る

大雨や台風通過後に発生する大量の流木など、

海岸環境を損なう海洋ごみなどの処理や発生抑制

に係る普及・啓発事業を実施しています。

（３）自然とのふれあい

海岸環境保全に対する意識の向上を図るため、

全ての人々が海岸の自然に触れ、親しむことので

きる美しくうるおいのある海岸づくりに努めてい

ます。

高知港海岸（高知市種崎）

海岸環境の整備と保全 （港湾･海岸課）
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様式１
2023 自然環境を守る取組

１ 現状と課題

藻場や干潟、サンゴ群集は、アワビなどの磯根

資源やアサリの漁場となるほか、多くの魚介類の

稚魚を育む保育場として機能します。また、水質

浄化機能や憩いの場になるなどの公益的機能を

有しています。

しかし近年、本県の沿岸域では「磯焼け」と呼

ばれる現象による藻場の消失、干潟におけるアサ

リ資源の減少、食害によるサンゴ群集の減少など

の漁場環境の悪化が問題となっており、藻場や干

潟、サンゴ群集の維持・回復に向けた取組の実施

が急がれています。

２ 施策の展開

（実施した取組）
藻場、サンゴ群集の消失・減少の原因には、海

洋環境の変化など様々な要因が考えられますが、

国や都道府県、大学などの研究機関による調査・

研究から、藻食性魚類やウニ類、オニヒトデによ

る食害が、大きな原因の１つであることが分かっ

てきました。

このため県では、平成 19 年度までに取り組ん

だ試験・研究の成果及び検証結果をもとに、漁業

者などが磯焼け対策に取り組む際の参考となる

「高知県磯焼け対策指針」を、また、令和３年度

にはより効果的な保全対策活動の実施に向けて、

県内の藻場や干潟、磯焼け等の事例・対策等を記

した「藻場・干潟ビジョン（暫定版）」を策定しま

した。

平成 21 年度からは、漁業者や地域住民などで

構成された組織が国・県・市町村の支援を受け、

藻場・干潟・サンゴ群集などの保全対策活動を実

施しており、海藻の繁茂やサンゴ群集の回復、イ

セエビなどの漁獲対象生物の生息などの成果が

報告されています。また、浦ノ内湾では干潟の環

境改善とアサリの資源回復を図るため、地域組織

を中心に耕うんや被せ網の敷設などの保全対策

活動、アサリ資源や食害生物の調査を実施してお

り、被せ網下でのアサリの増殖が確認されました。

平成 29 年度からは、被せ網を大規模に設置し、ア

サリ資源の増大を目指しています。

（実施しようとする取組）

地域組織が行う保全対策活動の支援を継続す

ることで、藻場やサンゴ群集、アサリ資源の回復

を図っていきます。

また、令和４～６年度にかけて、本県沿岸の藻

場面積を把握する調査を実施しており、結果を藻

場保全活動に活用するとともに、国が研究を進め

ている藻場の炭素吸収量の評価手法が確立した

際には、県内藻場のカーボンニュートラルへの貢

献度を評価する予定です。

さらに、令和５年度からは、水中ドローンを活

用し、藻場保全活動の効率化を図る実証試験に取

り組み、その成果を広く活動組織に普及していく

予定です。

磯焼け状態の海底

ウニ除去作業（藻場保全）

オニヒトデ除去作業（サンゴ保全）

被せ網の下で増殖したアサリ（干潟保全）

藻場・干潟・サンゴ群集の維持及び回復
に向けた取組 （水産業振興課）
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2018
2023 自然環境を守る取組

１ 現状と課題
森林は地球温暖化の原因となる二酸化炭素（CO

２）吸収機能をはじめとした様々な「力」を持っ

ていますが、現在は木材価格の下落などから手入

れが行き届かなくなり、その機能が十分に発揮で

きない状況になっています。

「協働の森づくり事業」は、環境問題に積極的

に取り組んでいる企業と県、市町村などが協働し

て「森林整備」と「交流」を柱とした取組を行う

ことで、現在手入れの行き届かない状況となって

いる森林の再生を進めようとするものです。

企業などから提供のあった協賛金を活用し、協

定の対象となった森林（協定森林）の手入れ（主

に間伐）を実施するとともに、協定森林において

企業の社員や家族の皆さんに間伐体験を行ってい

ただくなど地域との交流も進めています。

また、希望する企業などに対して、協定森林で

吸収される二酸化炭素量を京都議定書に準じて算

定し「CO２吸収証書」を発行しています。

さらに、協定森林が無い市町村に対して、「協

働の森事業」の締結を積極的に呼びかけていきま

す。

「森の力」ロゴマーク

２ 実施した取組

（１）協働の森づくり事業パートナーズ協定の締結

平成18年度からこれまでに、68件（令和５年３

月現在）のパートナーズ協定を締結し、市町村や

森林組合などにより、協賛金をもとにした森林整

備を進めるとともに、協賛企業が参加する森林ボ

ランティア活動への支援や地域との交流行事が活

発に行われています。

交流活動（チェーンソー体験・間伐体験）の様子

環境先進企業との協働の森づくり事業の

推進 （林業環境政策課）

１．森林整備や交流に要する経費

（協賛金）の提供

２．社員等の森林保全活動への参

加、体験型環境研修の実施

３．企業の CSR（社会貢献・環境

貢献）活動

１．協賛金を活用した森林整備

２．森林環境学習

３．企業と地域との交流活動・サポート

コーディネーター（仲人）
企業と市町村の橋渡し・総合調整

１．事業全体の総合調整

２．企業と市町村（森林組合）との橋渡し
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2023 自然環境を守る取組

（２）CO２吸収証書の発行

平成19年度から、協賛企業に対しCO２吸収証書

の発行を行い、企業や団体のCSR活動の成果を見

える化しています。これまでに、約5,344haの間

伐施業から549件の証書を発行しており、延べ

181,344ｔ-CO２の吸収量を認証しています。

CO2吸収証書発行実績(令和５年３月現在)

CO２吸収証書例

（３）協働の森フォーラムの開催

「協働の森づくり事業」のパートナーズ協定を

締結した企業と知事、市町村長などが一堂に集ま

り、森林の再生や、環境問題について自由に議論

を行うフォーラムを、平成 19 年度から年１回開

催しています。

令和４年度は生物学者で早稲田大学名誉教授

の池田清彦氏を講師にお招きし、未来に向けた

環境づくりについて基調講演を行いました。ま

た、パネルディスカッションでは、『高知から

始める脱炭素社会の実現～いま企業や自治体に

求められていることとは～』と題し、４人のパ

ネリストと共に脱炭素社会実現に向かって企業

や自治体がどのように取り組んでいくべきか」

について、県内の先進企業の実例を交え、パネ

ルディスカッションを行いました。

令和５年度も引き続き、協働の森づくり事業

のパートナー間の連携や地域との絆を一層深め

られるよう取り組んでいきます。

令和４年度「協働の森フォーラム」での

感謝状進呈の様子

年度
発行件数

（件）

CO２吸収量

(t-CO２)

平成 19 年度 ３ 1,114

平成 20 年度 18 2,537

平成 21 年度 28 5,431

平成 22 年度 34 9,735

平成 23 年度 38 12,883

平成 24 年度 30 3,512

平成 25 年度 45 14,728

平成 26 年度 44 15,348

平成 27 年度 43 15,463

平成 28 年度 41 14,918

平成 29 年度 39 15,426

平成 30 年度 38 14,958

令和元年度 38 15,158

令和２年度 37 14,354

令和３年度 36 13,510

令和４年度 37 12,269

合計 549 181,344
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2023 自然環境を守る取組

1 三井物産株式会社 いの町・三井協働の森 いの町
2 キリンビール株式会社 たっすいがは、いかん！の森 四万十町
3 電源開発株式会社 やなせ・うまじ水源の森 馬路村
4 四国電力株式会社 四万十　よんでんの森 四万十町
5 全日本空輸株式会社（ＡＮＡ） 私の青空　高知龍馬空港　・梼原の森 梼原町
6 矢崎総業株式会社 “もったいない”未来に夢をつなぐ森 梼原町
7 日本たばこ産業株式会社（ＪＴ） ＪＴの森　奈半利 奈半利町
8 太陽石油株式会社 いの町　太陽が育む森 いの町
9 株式会社損害保険ジャパン 損保ジャパン・いきいき共生の森 馬路村

10 トヨタ車体株式会社 トヨタ車体グループの森 南国市

11 生活協同組合連合会　コープ自然派事業連合 コープ自然派の森 土佐町

12 株式会社四国銀行 未来を鏡に～四銀絆の森 高知市

13
ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング

株式会社 高知工場 ルネサスの森 香美市
14 住友大阪セメント株式会社 住友大阪セメント～須崎 未来を拓く森 須崎市
15 高知トヨペット株式会社 高知トヨペットの森 土佐市

16 川崎重工業株式会社 Ｋａｗａｓａｋｉ－仁淀川学びの森 仁淀川町
17 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 三菱ＵＦＪ信託・「想い」をつなぐ森 大豊町

18 コクヨグループ コクヨ－四万十 ・ 結の森 四万十町

19
日本興亜おもいやり倶楽部

（日本興亜損害保険株式会社） 日本興亜・畑山の森林 安芸市

20 富士通グループ 富士通グループ・中土佐　黒潮の森 中土佐町

21 一般社団法人more trees モア・トゥリーズの森 梼原町

22 一青　窈 ＦＯＲＥＳＴＹＯ 中土佐町

23 株式会社ハート 四万十ハートの森 四万十町

24 日本道路株式会社 日本道路の森 梼原町

25 三愛オブリ株式会社 三愛オブリの森 本山町

26 株式会社ツムラ 土佐ツムラの森 越知町

27 電源開発株式会社 清流安田川を育む森 安田町

28
西日本高速道路株式会社四国支社／

西日本高速道路ｻｰﾋﾞｽ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 つなぎの森　四国　いの町 いの町
29 株式会社土佐料理司 土佐料理　司　鮎を育む森 いの町

30 一般社団法人more trees モア・トゥリーズの森 中土佐町

31 高知工科大学／高知工科大学校友会 高知工科大学ー物部川共生の森 香美市

32 一般社団法人高知県トラック協会 土佐町とらっくの森 土佐町
33 NTT西日本グループ ＮＴＴ　光の森 高知市

34 株式会社オンワードホールディングス 土佐山　オンワード”虹の森” 高知市

35 商店街振興組合　原宿表参道欅会 原宿表参道欅会　元氣の森 高知市

36 奈半利川淡水漁業協同組合 奈半利川あゆを守る森 北川村
37 株式会社四万十ドラマ RIVER　しまんとの森 四万十町

38 三菱商事株式会社 三菱商事　千年の森 安芸市

39 旭食品株式会社 旭食品　RISSIの森 高知市

40 東京海上日動火災保険株式会社 東京海上日動　未来への森 安芸市

ＮＯ 企業・団体名 森の名前
対象

市町村

パートナーズ協定 締結一覧表（令和５年３月現在）

パートナーズ協定企業・団体一覧表（番号網掛：協定満了）
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2023 自然環境を守る取組

41 日鉄エンジニアリング株式会社 その情熱で先端へ　四万十市　日鉄エンジの森 四万十市

42 株式会社DMI 僕と地球を繋ぐ森 四万十町

43 セントラルグループ セントラルグループ　香美市物部の森 香美市

44 福島ミドリ安全株式会社 龍馬の森（RYOMA FOREST） 津野町

45 株式会社朝日技研／朝日協力企業会 朝日・輝く森 土佐町

46 株式会社駒井ハルテック 土佐町　風の森 土佐町

47 株式会社清流メンテナンス 清流の森 四万十市

48 浅野アタカ株式会社 アサノEco ～ 木漏れ陽の森 四万十市

49 一般社団法人四国クリエイト協会 梼原　交流の森 梼原町

50 高知西ロータリークラブ 高知西ロータリークラブ創立40周年記念の森 佐川町

51
太平洋セメント株式会社

高知太平洋鉱業株式会社 太平洋を育む土佐山の森 高知市

52 ＫＤＤＩ株式会社 ＫＤＤＩ取扱説明書リサイクルの森 四万十市

53 株式会社内田洋行 内田洋行　四万十の森 四万十町

54 高知空港ビル株式会社 高知空港ビル３０ｔｈ～空と人　出逢いの森～ 香南市

55 ニッポン高度紙工業株式会社 ニッポン高度紙工業・輪の森 いの町

56
KNT-CTホールディングス株式会社／

KNT-CTパートナーズ会 KNT-CT四万十源流の森 津野町

57 井上石灰工業株式会社 井上石灰１３０周年の森 高知市
58 四国コカ・コーラボトリング株式会社 四国コカ・コーラ　黒潮町　協働の森 黒潮町

59 株式会社四国舞台テレビ照明 geo.光の森 室戸市

60
損害保険ジャパン株式会社／

SOMPOちきゅう倶楽部 SOMPO　いきいき共生の森 馬路村

61
西日本高速道路株式会社四国支社／

西日本高速道路ｻｰﾋﾞｽ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 つなぎの森　四国　大豊町 大豊町

62 高知空港ビル株式会社 高知空港ビル～空と人　出逢いの森～ 南国市

63 株式会社建設マネジメント四国 梼原・建マネふれ愛の森 梼原町

64 セキシステムサプライ株式会社 セキシステムサプライ～仁淀川 恩送りの森 いの町

65 株式会社四国銀行 のいち総合公園整備活動 香南市

66 井上ワイナリー株式会社 香南市道　野市遊歩道線　周辺整備活動 香南市

67 西尾レントオール株式会社 ブルーの森 仁淀川町

68 和建設株式会社 和の森 仁淀川町

累計協定数68件（協定中43件、21市町村）

ＮＯ 企業・団体名 森の名前
対象

市町村
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2023 自然環境を守る取組

１ 現状と課題

高知県は、森林率が 84％と全国一の森林県で

す。しかし、山村の過疎化や担い手の高齢化、木

材価格の低迷などによって林業経営が難しくな

っており、間伐などの手入れが行き届かない人工

林が散見されます。

その結果、森林の水源かん養機能の低下や土壌

の流出が起こり、川や海への影響も懸念されるな

ど、森林の荒廃は私たちの生活環境の問題となっ

ています。

２ 実施した取組

高知県では、平成 15 年度に全国に先駆けて、

森林環境の保全を目的とする税制度「森林環境税」

を導入し、県民の皆さんに森のサポーターとなっ

ていただき「500 円の森づくり」を進めてきまし

た。

（１）県民参加の森づくりの推進

森林への関心の高い方に限らず幅広い県民を

対象として、多様な媒体により森林の重要性や県

産木材の利用など、一人ひとりの行動と森林保全

のつながりをわかりやすくＰＲしました。

また、「こうち山の日（11月 11 日）」を中心に、

県民一人ひとりが豊かな森林の恵みに感謝し、森

林や山を守る活動の重要性などに対する理解と

関心を深めていただく事業を行いました。

森林環境税イメージロゴ

こうち山の日推進事業の様子

（２）荒廃森林の整備

水源かん養機能などの公益的機能が高い人工

林の保育間伐やシカによる食害への対策を実施

しました。

適切に間伐された人工林

３ 今後の取組

森林環境税は、令和５年度から５年間延長し、

現在、第５期に入っています。令和５年度は、次

のような事業に活用します。

（１）こうちの森で人づくり事業

ア 将来を担う子どもたちなどへの森林環境学

習

「木の文化県構想」を理解し行動できる人材

を養成するため、森林環境学習を実施する小中

学校などへ支援をしています。

令和４年度は、以下のとおり、22 市町村、

81 校の 6,569 人の児童・生徒の森林環境学習を

支援しました（小中一貫校は、小学校・中学校

それぞれで１校）。また、出前授業（山の一日先

生派遣）に対する支援や、木育指導員の養成を

行います。

実施市町村 内容

東洋町（１校・28人） 木工、駒打ち体験など

室戸市（３校・76人） 間伐体験、炭焼きなど

奈半利町（１校・16 人） 間伐体験、木工など

森林環境税を活用した取組

（林業環境政策課・木材産業振興課）
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イ 県民の森や山に対する主体的な活動

「こうち山の日（11月 11 日）」を中心に行わ

れる県民の皆さんの自発的な活動を支援し、森

や山に対する理解と関心を深めます。

ウ 森林環境に対する意識向上のための普及啓

発・広報

森林環境情報誌「もりりん」の発行や森林環

境学習フェア、地域座談会の開催などを通じて、

幅広い県民に森林環境保全の重要性について

理解や関心を深めていただくための情報発信

を行います。

森林環境に関する情報誌「もりりん」

安芸市（３校・118 人） 木工、駒打ち体験など

芸西村（1校・74人） 森林学習、木工など

香南市（１校・189 人） 森林学習、木工など

香美市（10 校・728 人） 間伐体験、森林学習など

高知市（18 校・2,867 人） 森林学習、木工など

南国市（１校・156 人） 学校林の整備など

大豊町（１校・82 人） 森林×防災学習など

本山町（２校・25 人） 木材市場見学など

土佐町（１校・51 人） 間伐体験、木工など

いの町（４校・76 人） 植林、紙漉き体験など

佐川町（４校・312 人） 間伐体験、森林学習など

日高村（３校・165 人） 間伐体験、森林学習など

土佐市（４校・211 人） 間伐体験、木工など

須崎市（３校・78 人） 森林・河川学習など

四万十町（２校・81 人） 植樹、学校林の整備など

黒潮町（３校・94 人） 環境学習、木工体験など

四万十市（５校・391 人） 里山体験・河川学習など

宿毛市（６校・401 人） 炭焼き、木工など

大月町（１校・130 人） 炭焼き、森林学習など

学校法人（３校・220 人） 森林学習、木工など

（２）豊かな森づくり事業

ア 野生動植物との共存

国有林内の自然植生被害が著しい高標高

域の鳥獣保護区等や、シカの生息密度が高く

狩猟によるシカの捕獲実績が上位であり、隣

県からのシカの流入が顕著かつ森林及び自

然植生被害の著しい市町村でのシカ捕獲を

推進します。また、市町村を通じて狩猟者に

くくりわなを配布し、更なるシカ捕獲の強化

を図ります。

希少野生植物の食害被害を防止するため、

現況調査や防護柵の設置を行います。

希少野生植物の食害被害を防止する防護柵

イ 森林の保全につながる木材利用の促進

県内の公共的施設や幼稚園、保育園、小中学

校などにおける木製品の導入や内外装の木質

化及び屋外景観施設などの木造施設の整備を

支援します。

木製玩具
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１ 概要
「森林認証制度」とは、第三者機関が森林経営

の持続性や環境保全への配慮等に関する一定の

基準に基づいて森林を認証するとともに、認証さ

れた森林から産出される木材及び木製品を分別

し、表示管理することにより、消費者の選択的な

購入を促す仕組みです。近年では、SDGs（持続可

能な開発目標）の目標達成に貢献する制度として、

また ESG 投資※1の一つの指標としての関心も高

まってきています。

主な制度として、国際的な森林認証制度となる

FSC 認証※2、国内独自の森林認証制度となる SGEC

認証※3があります。（下図参照）

なお、平成 28 年６月には SGEC 認証と PEFC 認

証※4との相互認証がスタートしました。

２ 取組内容

森林認証制度では、社会的・経済的にも持続可

能で、環境や生態系に配慮した森づくりを行って

いる森林を基準に基づいて審査し、一定の水準を

満たしている経営者と森林を認証（森林管理認証）

しています。また、そこから生産される木材や木

製品を、他の森林のものと厳密に区分できる事業

体を認証（加工・流通過程認証）し、認証製品に

ロゴマークをつけることによって、消費者に製品

の信頼性を保証します。

消費者が認証を受けた製品などを選択的に購

入することにより、適切な森林管理を支援し、人

と環境にとって最適な森林が広がることは、県が

提唱する「木の文化県構想」の趣旨にも合致して

います。

2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大

会では、持続可能性に配慮した木材の調達基準が

定められ、適合性が高いものとして森林認証材が

競技場等の関連施設に使用されています。

森林認証制度の活用

（林業環境政策課・木材産業振興課）

森林認証の仕組み

出展：林野庁「森林認証材普及促進ガイド」

持続可能な森林管理により、生物多様性に

配慮し、水と土壌を守り、温暖化防止に役

立つ森づくりを進めます。

ＦＭ 認証森林

素材生産業者が、十分な安全管理体

制のもとで木材の購入・伐採・運搬

を実施します。

ＣoＣ 認証事業体

消費者は、認証ラベルにより環境に優しい

林産物であることを識別して購入すること

ができるため、持続可能な森林管理を支援

するためのツールとなり、更には再造林に

よる資源循環を後押しできます。

製材・合板・集成材・ボード・製紙等の

製造工程では、認証林産物を分別管理し、

認定を受けた事業体が加工製造します。

ＣoＣ 認証事業体

住宅建築・家具製造等の工程でも製品

がラベルにより管理され、消費者に確

実に認証材製品を提供します。

ＣoＣ 認証事業体
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（１）県内の森林認証の状況

（２）加工・流通過程認証

CoC 認証※5は、令和５年３月末現在、FSC 認証で

は梼原町森林組合外 13 事業体（製材、製紙業な

ど）が、SGEC 認証では、四万十町森林組合外６事

業体（製材、市場など）が取得しています。

単位：ｈａ

認証区分 認証取得団体
SGEC：令和５．３月

FSC：令和５．３月ま

での実績

ＦＳＣ 梼原町森林組合 13,482

ＦＳＣ 四万十町森林組合 5,430

ＳＧＥＣ 四万十町 1,798

ＳＧＥＣ 住友林業(株) 2,74１

ＳＧＥＣ 日本製紙(株) 146

ＳＧＥＣ 王子グループ 846

ＳＧＥＣ 高知県嶺北森林認証協議会 983

－用語解説－

※１ ESG 投資

従来の財務情報に加え、環境（Environment）、社会

（Social）、企業統治（Governance）を判断材料とする

投資のことです。

※２ FSC 認証

世界の環境団体、木材の生産・加工・流通を行う業者

などが協力して、国際的な審査機関である FSC が設立

されました。

FSC では、10 の原則と 70 の基準により、認証に値す

るかどうかを審査しています。令和３年９月現在、世界

89か国で約２億2800万haの森林が認証されています。

※３ SGEC 認証（緑の循環認証会議）

我が国にふさわしい森林認証制度を推進するため、

森林・林業のみならず経済・産業、消費、自然環境など

広範な方面の方々が参集して、平成 15 年に設立された

組織です。

SGEC では、７の基準と 35 の指標により審査・認証し

ており、令和５年３月現在の認証実績は、国内事業体

123 で約 220 万 ha となっています。

※４ PEFC 認証

持続可能な森林管理のために策定された国際基準

（政府間プロセス基準）に則っていることを第三者認

証するもので、各国で設立運営されている森林認証制

度を国際的に共通するものとして認証する機関です。

令和３年 12 月現在、44 か国の森林認証制度が審査を

済ませ、認証済みの森林は世界で約３億 ha 以上となっ

ており世界最大の森林認証制度です。

※５ CoC 認証

適正な森林管理を認証した林産物の製品を普及させ

るため、製造・加工・流通の全ての過程において、認証

材にそれ以外の材が混入しないように管理・製造され

ていることを認証するものです。
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１ 概況

森林には木材を生産するだけではなく、県土の

保全や水源のかん養、地球温暖化の防止といった、

公益的な機能があります。

このような多面的機能を十分に発揮させてい

くためには、間伐などにより適正な森林の整備を

進める必要があります。

２ 施策の展開

（１）造林事業

植林や間伐などの森林整備に取り組む森林所

有者や林業事業体などに対して、国の補助制度

を活用して支援を行っています。

・令和４年度の実績

人工造林 241.36ha

下刈り 665.99ha

除間伐 2,032.43ha

荒廃した森林 手入れされた森林

（２）みどりの環境整備支援事業

森林の公益的機能※を高めるとともに、森林資

源の質的充実を計画的に推進するため、未整備

のまま高齢林へと移行している人工林の除伐・

間伐等を支援しています。

 

森林整備の推進 （木材増産推進課）

－用語解説－

※ 公益的な機能

一部の人だけが受ける恩恵ではなく、多くの人たち

に利益をもたらす機能をいい、森林では、生物多様性

の保全、土砂災害の防止、水源のかん養、保健休養の

場の提供などの機能をいいます。
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１ 公営企業局の森

公営企業局では、物部川流域の３か所で水力発

電を行っており、安定的な事業の推進には、年間

を通じて一定の河川水量の確保が理想的です。

このためには、森林のかん養機能を向上させる

とともに、土砂災害防止、水質保全などの公益的

機能を拡充させることが重要です。

公営企業局は、こうした森林の公益的機能の拡

充を目的として、平成５年度から物部村（現香美

市）、香北町（同）、香我美町（現香南市）で、山

火事の被害跡地や人工林の伐採跡地など 109.8ha

を購入し、広葉樹を中心とした植栽と下草刈りな

どの手入れを行い、水源かん養林の造成に取り組

んでいます。

・概要

購入面積：109.8ha

植栽実績：248,898 本（88.7ha）

２ 物部川水源の森整備事業費補助金

公営企業局は、平成 19 年度から、杉田ダム上

流域で行われる人工林の間伐に助成を行ってい

ます。間伐を促進することにより、森林の水源か

ん養機能の向上を図り、併せて、地域林業の振興

に寄与することとしています。

・概要

助成実績：1,437.0ha

物部川上流域における森林整備の推進

（公営企業局電気工水課）
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１ 概要

森林は、土砂の流出防止や水源のかん養など、

多面的かつ公益的な機能を有するとともに、二酸

化炭素吸収源対策として地球温暖化の防止にも

寄与しています。

これらの機能も適切な整備が実施されていな

ければ最大限の効果を発揮できません。

流域保全総合治山事業は、ダム上流域の水源林

や地域の取水源として利用する水源地において、

治山ダムなどのハード対策と森林の整備（ソフト

対策）を一体的に行う事業です。

水源林内で発生した山腹崩壊や土砂が流出し

ている渓流では従来から実施している治山事業

によるハード対策を、植林内に光が届かず、下層

植生が自生していない未整備森林に対しては、本

数調整伐などのソフト対策を実施することとし、

流域全体で健全な森林に誘導しています。

整備された森林では、広葉樹などの下層植生が

導入され、土砂の流出防止や保水力の向上が見ら

れるなど、「緑のダム」としての機能が発揮される

ようになります。

（馬路村魚梁瀬）

緑のダムを創る流域保全総合治山事業

（治山林道課）

事業施行前

事業施行後
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１ 現状と課題

高知県では平成６年以降、環境と調和した農業

を目指して、環境保全型農業の県内全域への普及

に取り組んできました。平成 21 年 11 月には環境

保全型農業の世界のトップランナーであるオラ

ンダ王国ウェストラント市と友好園芸農業協定

を締結し（写真１）、現在まで活発な交流活動を

継続しています。令和５年２月には、国が制定し

た「みどりの食料システム戦略」に基づき、「農

林漁業における環境負荷低減事業活動の促進に

関する高知県基本計画」を策定し、継続して環境

保全型農業の普及を推進しています。

これまでの取組により、トマトやナスを受粉す

るミツバチなどの交配昆虫の利用や、作物に被害

を及ぼす害虫をエサにする有益昆虫（天敵）を利

用する技術（表１）を中心とした IPM 技術※1の導

入が、全国で最も進んでいます。また、残留農薬

の検査体制の充実、廃プラスチック類の適正処理

システムなど、全国に先駆けた環境保全型農業の

普及・推進への取組も定着しています。

各地域の先進的な環境保全型農業の取組は全

国的にも高く評価されており、日本農業賞におい

て、平成 18年度には JA土佐れいほく園芸部が大

賞を、平成 20年度には JA とさしピーマン部会が

特別賞を、平成 21年度には十和おかみさん市が、

令和４年度には馬路村農協がそれぞれ食の架け

橋部門大賞を受賞（写真２）しています。

また、多面的機能発揮促進事業の環境保全型農

業直接支払に関する優良な取組として、平成29年

度に香北有機農業研究会、令和元年度には四万十

有機部会が中国四国農政局長表彰の最優秀賞を、

平成 27 年度に馬路村農協ユズ部会、平成 30 年度

には介良沖ノ丸環境保全の会が同優秀賞をそれ

ぞれ受賞しました（写真３）。令和４年度には、

有機農業の取組により、生見オーガニックトマト

ファームが「未来につながる持続可能な農業推進

コンクール」中国四国農政局長賞を受賞しました。

今後は、それらの取組をさらに県内全域に広げ、

農業者が誇りとやりがいを持って持続できる環

境保全型農業を確立していきます。

表１ 高知県主要４品目での天敵導入率

(令和４年度調査・施設栽培)

※面積単位:ａ、導入率は面積比。

写真１：オランダ王国ウェストラント市との

友好園芸農業協定締結式

写真２：馬路村農協が日本農業賞

食の架け橋部門大賞を受賞

写真３：四万十有機部会が多面的機能発揮促進

事業（環境保全型農業直接支払）中国

四国農政局長表彰最優秀賞を受賞

品目 栽培面積 導入面積 導入率(％)

ナス 25,722 25,504 99

ピーマン

シシトウ
9,881 9,430 95

キュウリ 11,022 4,033 37

ミョウガ 10,699 8,065 75

環境保全型農業の推進（環境農業推進課）

76



2023 自然環境を守る取組

２ 実施した取組

（１）環境保全型農業技術の実証と普及

・ニラなどにおける天敵を活用した害虫防除

技術及びナス、キュウリ、ユリなどの病害防

除技術の実証・展示ほの設置（20 か所）

・技術研修会の開催

（２）環境保全型農業技術の導入支援

・天敵など IPM 関連資材、環境保全型農業推進

に係る機器の導入などへの補助（須崎市など

14 市町村）

（３）GAP※2の推進

・生産者、指導者向け GAP 研修会の開催

・GAP 認証取得、維持への支援（４経営体）（認

証取得経営体数累計：35）

・JGAP 指導員資格取得５名追加

（４）有機農業実践者の育成支援

・有機農業者との情報交換、研修会の開催

・県補助事業による有機 JAS 認証取得支援（２

経営体）

（５）環境に配慮した生産技術に関する研究開発

・施設内環境測定に基づくナス病害の発生予測

技術の開発、露地ショウガ土壌病害の早期診

断技術の開発など 11研究課題を実施

３ 今後の取組
令和２年度からは、第４期産業振興計画の成長

戦略における戦略の柱「生産力の向上と高付加価

値化による産地の強化」の中の「環境保全型農業

の推進」に位置付けて推進しています。

全国トップレベルの取組となったIPM技術のレ

ベルアップなど、環境保全型農業の取組をさらに

広げ、高知県農業全体をより周辺環境への負荷を

低減し、農作物の安全性確保に配慮したものに転

換していきます。

これらの取組により、県産農産物全体の信頼度

を高め、そのことによって、消費者に選ばれる産

地となり、農業者全体の所得の向上につなげてい

きます。

（１）環境保全型農業技術の実証と普及

・農薬だけに頼らない省力的病害管理技術（病

害版 IPM）の取組拡大

・展示・実証ほの設置と技術研修会の開催

（２）環境保全型農業技術の導入支援

・環境保全型農業の実施に必要な資材や設備の

導入への支援

・農家の有機 JAS 認証取得や有機農業者が組織

する団体が行う技術向上の取組への支援

（３）GAP の推進

・各産地生産部会及び集出荷場などへの高知県

版ガイドライン準拠 GAP 以上の実践支援

・GAP 指導者の育成（JGAP 指導員資格取得者の

育成）

・GAP 認証を取得するための経費への支援

（４）有機農業への支援

・有機農業者などを対象とした有機農業研修会

及び交流会開催

・高知オーガニックフェスタ開催への支援

・有機農業指導員の育成

（５）環境に配慮した生産技術に関する研究開発

・施設野菜、施設花き、露地ショウガなどの IPM

技術や茶の有機栽培技術、施設園芸からの温

室効果ガス排出量低減技術等の開発（農業技

術センター）

この他にも、ハウス栽培などでの省エネ対策

の徹底、農業用廃プラスチックなどの適正処理

などについて、関係機関との連携を強化しなが

ら推進していきます。

－用語解説－

※１ IPM（Integrated Pest Management、総合的病

害虫・雑草管理）

病害虫や雑草防除において、化学合成農薬だけに

頼るのではなく天敵、防虫ネット、防蛾灯など様々な

防除技術を組み合わせ、農作物の収量や品質に経済

的な被害が出ない程度に発生を抑制しようとする考

え方です。

これに基づく防除技術は安全・安心な農産物の安

定生産と、環境への負荷を軽減した持続可能な農業

生産を両立させるために有効であると言えます。

※２ GAP

農業において、食品安全、環境保全、労働安全など

の持続可能性を確保するための生産工程管理（Ｇood

Ａgricultural Ｐractice）。これを我が国の多くの

農業者や産地が取り入れることにより、結果として

持続可能性の確保、競争力の強化、品質の向上、農業

経営の改善や効率化が図られるとともに、消費者や

実需者の信頼の確保が期待されます。
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１ 現状と課題
県内には、仁淀川をはじめ、清流が数多くあ

り、この水環境を次代に引き継ぐことを目的とし

て、平成元年12月に高知県清流保全条例を制定

し、県民や事業者、行政がともに行動していくこ

ととしています。

条例では、「高知県清流保全基本方針」とし

て、水環境の保全の方向性を明らかにしたうえ

で、必要な水域について、「清流保全計画」を定

めることとしています。

水環境の保全は水質だけではなく、水量や景

観、生態系の保全、水文化の承継などを含め、流

域で暮らす方々の歴史と知恵を生かし、流域全体

で取り組む必要があり、行政だけではなく、住民

や事業者と協働して取組を進めていくことが求め

られています。

２ 実施した取組

「高知県清流保全基本方針」に基づき「四万十

川清流保全計画」(平成３年)、「新荘川清流保全

計画」(平成６年)、「仁淀川清流保全計画」(平

成11年)、「安芸川・伊尾木川清流保全計画」(平

成14年)を策定しました。

平成17年度には「高知県清流保全基本方針」を

見直して水環境の保全を住民、事業者と行政が協

働で進めていくこととし、「物部川清流保全計

画」（平成20年）を策定しました。

（１）仁淀川の取組

仁淀川流域では、流域の住民や団体、行政など

の意見を幅広く聴いて「仁淀川清流保全計画」を

見直すこととし、流域を５つのブロックに区分し

た部会を中心に検討を行い、平成22年３月に「第

２次仁淀川清流保全計画」を策定しました。「仁

淀川清流保全計画」の推進に向け、平成22年５月

には仁淀川清流保全推進協議会を設立し、流域と

連携した取組を進めています。令和２年３月に

「仁淀川清流保全計画」の見直しを行い「第２次

仁淀川清流保全計画（改訂２版）」として公表し

ました。

ア 川の安全教室 in 仁淀川2022

・講座開催回数：１回

・延べ参加人数：５名

イ 第12回仁淀川一斉清掃

・令和４年10月22日（土）

・流域７会場

（参加者数：385人、回収ゴミ：942kg）

（２）物部川の取組

物部川流域では、早くから住民活動が盛んで、前

述の「物部川清流保全計画」は、策定段階から流域

住民が参画し、川への思いや、川やその周辺の生物

や景観、山・川・海をつなぐ大きな水循環と人々の

暮らしへとその視点を広げ、平成 20年７月に策定

しました。「物部川清流保全計画」の推進に向け、

平成 21年４月には物部川清流保全推進協議会を設

立し、流域の関係者と連携した取組を進めていま

す。

ア 物部川清流保全推進協議会での取組

・濁水対策を進める取組

・川本来の姿を取り戻す取組

・住民活動を支援する取組

・川に関する学習を推進する取組

イ 流域団体の活動支援の取組

（協働の川づくり事業を活用した支援）

・物部川流域ふるさと交流推進協議会への活

動支援

・環境活動団体の支援

・環境学習会の実施

ウ 公共工事における配慮

・環境配慮指針の作成、関係機関への配布

３ 今後の取組
清流保全条例に基づく取組は、流域の住民や団

体、事業者、行政などで構成する「清流保全推進

協議会」が清流保全計画の推進と進行管理を行い

ます。

川の安全教室 in 仁淀川 2021 指導者養成講座

（実技）の様子

高知県清流保全条例 （自然共生課）
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１ 概要

「日本最後の清流」といわれる四万十川を、流

域の人々のみならず県民、国民共有の財産として

後世に引き継ぐため、四万十川の保全と流域の振

興が共存する地域づくりを進めていきます。

２ 四万十川の保全と流域の振興に関する基本

条例制定の経緯

四万十川の総合対策を進めるため、平成８年に

基本指針となる「清流四万十川総合プラン21」を

作成しましたが、このプランには法的根拠がな

く、十分な実効性が確保されていないなどの課題

がありました。

そこで、県庁内部や流域市町、国の関係機関と

協議を重ねるとともに、地元住民の方々への趣旨

などの説明に努め、平成13年３月に「高知県四万

十川の保全と流域の振興に関する基本条例」（略

称：四万十川条例）を制定しました。

この条例では「予防」「循環」「共生」「固

有」「参加」の５つを基本原則として掲げ、県と

流域市町、事業者や県民、旅行者などが、四万十

川や四万十川流域の目指すべき将来像の実現に向

け、取り組んでいくことで、環境の保全と流域の

振興を目指すこととしています。

３ 条例の主な内容

条例では、四万十川の保全と流域の振興につな

げるため、四万十川と一体的な生態系・景観を形

成している地域などを保全のための方策を行う地

域とする重点地域の指定、四万十川の望ましい姿

を示す新たな清流基準や、県が実施する事業（市

町などへ補助する事業も含む。）において生態系

や景観の保全への配慮が適切に行われるようにす

る環境配慮指針、流域の振興のための方針を示す

流域振興ビジョン、条例の目的の達成状況を把握

するための目標指標の策定のほか、野生動植物や

生活文化財産の保全に向けた取組などを行うこと

としています。

４ 流域市町の取組
県の四万十川条例の制定を受け、流域市町〔四

万十市（旧中村市、旧西土佐村）、中土佐町（旧

大野見村）、梼原町、津野町（旧東津野村）、四

万十町（旧窪川町、旧大正町、旧十和村）〕で

も、市町の条例が平成14年に制定されました。

なお、愛媛県の流域３市町〔宇和島市（旧宇和

島市、旧三間町）、鬼北町（旧広見町、旧日吉

村）、松野町〕においても、「四万十川流域の河

川をきれいにする条例」が、平成14年10月に制定

されました。

５ 条例の推進に向けた取組

［条例に基づく具体の取組］

（１）重点地域（条例第11条～22条）

重点地域の許可制度については、四万十川の中

でも最も重要な地域を「重点地域」として指定

し、その地域の生態系や農山村の風景を保全する

ため、そのなかで行われる民間の方々の開発行為

などについて許可基準を定め、知事の許可※を受け

ていただくこととし、平成18年10月１日より運用

を開始しました。

令和４年度の許可件数は181件で、申請の多く

は、電柱などの工作物の建築となっています。近

年は、流域で太陽光発電施設の設置が増加してい

るため、景観の保全に配慮した計画となるよう平

成29年度に許可制度の見直しを行い、平成30年４

月１日以降の申請は、見直し後の許可基準に基づ

き審査を行っています。

この許可基準に沿った行為により、自然環境や

文化的な景観が保全され、さらには四万十川流域

の振興につながることを期待しています。

また、この制度では、現地のパトロールの役割

を流域の住民の方々に担っていただく「四万十川

重点地域調査員」を設置し、住民と行政との協働

で運用しています。

※知事許可権限の移譲

（梼原町管内の行為については運用当初より梼

原町長の許可）

平成 20 年４月１日 四万十町長

平成 21 年４月１日 中土佐町長、津野町長

平成 27 年４月１日 四万十市長

○四万十川条例施行規則の主な改正点（令和３年

３月１日から適用）

（１）植栽による遮蔽・緩衝帯・緑地の配置の

場合、使用する樹木を在来種に限定しまし

た。

四万十川の保全と流域の振興

（自然共生課）
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【重点地域】

重点地域
清流・水辺・生き物回廊地区

（回廊地区）

景観保全・森林等資源活用地区

（保全・活用地区）

人と自然の共生モデル地区

（共生モデル地区）
原生林保全地区

対象地域
本川・主要支川に沿って存在する

道路や鉄道で区切られる河畔域

本川・主要支川に一番近い尾根

（第一稜線）まで

（回廊地区は除きます。）

原生林等

許可が

必要な

行為

１ 鉱物掘採・土石採取

２ 土地の形状変更

３ 建築物・工作物の建築等

４ 建築物の外観の模様替え

５ 建築物・工作物の色彩の変更

６ 天然林の伐採

７ 針葉樹(スギ・ヒノキ)の植樹

８ 看板・広告板等の設置

９ 屋外における物品の集積又は

貯蔵

１ 鉱物掘採・土石採取

２ 土地の形状変更

３ 建築物・工作物の建築等

４ 建築物の外観の模様替え

５ 建築物・工作物の色彩の変更

６ 看板・広告板等の設置

７ 屋外における物品の集積又は

貯蔵

１ 鉱物掘採・土石採取

２ 土地の形状変更

３ 建築物・工作物の建築等

４ 建築物の外観の模様替え

５ 建築物・工作物の色彩の変更

６ 立木の伐採

８ 看板・広告板等の設置

９ 屋外における物品の集積又は

貯蔵

指定等
平成 18年 11 月 19 日(黒尊川流域)

平成 25年８月 23日(大正中津川地区)
―

許可が

不要な

行為

１ 機能維持のために日常的、

定期的に行う管理行為

２ 軽易な行為で、許可が必要

な規模や日数を下回る行為

３ 非常災害のために必要な応

急措置として行う行為

４ 学術研究・環境学習その他

公益上の事由による行為

５ 国・県・流域市町等の行為

６ 既に着手している行為

平成１８年１０月１日

１ 都市計画法に規定する用途地域で行う行為（四万十市）

２ 機能維持のために日常的、定期的に行う管理行為

３ 軽易な行為で、許可が必要な規模や日数を下回る行為

４ 自分の用途のために木材を伐採する行為、宅地内で行う土石の

採取、木竹を植樹する行為

５ 自宅又は自宅と店舗等を兼用する住宅の場合で店舗部分が延べ

床面積の１／２未満かつ１００㎡未満のものを建築する行為

６ 住民が農・林・漁業を営むために行う次の行為

・用途を変更しない農地の改変

・農道や林業経営のために附帯して行う行為や作業道を調整する

行為

・支障木を伐採する行為

・その他

７ 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

８ 学術研究・環境学習その他公益上の事由による行為

９ 河川法等の許可・承認等の対象行為

10 国・県・流域市町等の行為

11 平成１８年９月３０日までに着手している行為

黒尊川流域、大正中津川地区

（協定の内容）

イ 協定の対象となる土地の区域

（協定区域）

ロ 協定区域の管理の方法・目

標に関する事項

ハ 協定の有効期間

ニ その他の必要事項

【断面】

（

〈重点地域の概要〉

重点地域における許可制度

「自然環境」 「自然景観」

重点地域内の開発行為は、知事の許可を

受けなければ行うことはできません。許可

制度では、「生態系の保全」や「景観の保全」

に関する技術的な基準を定めています。

７ 針葉樹(スギ・ヒノキ)の植樹
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（２）清流基準（条例第23条）

目指すべき四万十川の望ましい姿として、環境

基本法に定められたBOD(生物化学的酸素要求量)な

どの環境基準のほかに、清流度（河川の水平方向

に見通した透明性を表す数値）、窒素、りん、水

生生物による新たな清流保全の指標を設定してい

ます。

また、平成15年度から、流域の小中高校生や住

民が主体となって四万十川流域の水環境調査を継

続して実施していくための体制を作ってきました。

今までに四万十高校、窪川高校、中村高校西土

佐分校、西土佐小学校、四万十市内（旧西土佐

村）の住民グループのみなさんが調査に参加し、

四万十川条例の清流基準のうち「清流度」と「水

生生物」についての調査を行うなど、住民参加の

環境調査を実施しています。

今後も調査活動を通じて、環境保全の意識の向

上を図っていきます。

【清流基準】

清流度調査

【水生生物調査】

ｱﾐｶ(ｽｺｱ値 10) ﾍﾋﾞﾄﾝﾎﾞ(ｽｺｱ値９) ﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ(ｽｺｱ値７)

※きれいな水が保たれている川底に棲む水生生物から順に

10～１の点数(スコア値)を設け、清流基準調査を行っている。

（３）環境配慮指針（条例第32条）

四万十川の流域で、県が実施する公共事業など

において、生態系や景観への保全が適切に行われ

るよう定めたものです。

この指針の特色は、生態系や景観の保全だけで

なく、地域固有の文化的な景観や農山村の風景の

保全、地域間交流の活性化の視点も盛り込んだこ

とです。

また、地域の特色を生かすため、基本となる

「配慮すべき６項目」を定め、「配慮すべき段階」

と「配慮すべき事業分類」で構成しています。

（配慮すべき６項目）

①自然の浄化機能、②水辺林、③重要な動植物

④農林水産業、⑤文化や景観、⑥地域間交流

（配慮すべき段階）

「計画」「実施」「管理」の各段階ごとに配慮

すべき６項目を定めています。

（配慮すべき事業分類）

①山地関連事業、②河川関連事業、③農地関連

事業、④道路関連事業、⑤建築関連事業

【環境配慮指針の適用例】

配慮すべき６項目の対象例

守るべき自然 守るべき環境

環境に配慮した工事の例

（４）流域振興ビジョン（条例第33条）

四万十川流域を対象に、生活環境の確保、自然

と共生した農林水産業など経済活動の活性化、多

様な地域間交流などについて定める「流域振興ビ

ジョン」を平成22年３月に策定しました。「流域

振興ビジョン」は流域の住民の方にワークショッ

プに参加していただき、自分たちの計画は自分た

ちで作るというコンセプトのもと策定を行いまし

た。本ビジョンを流域内外の皆様に知っていただ

くとともに、それぞれの立場から役割を認識し、

取組を実践していただくことにより、流域の振興

を図ります。

（５）目標指標（条例第36条）

四万十川条例の目的の達成状況を把握し、進行

管理を行うため、具体的な目標をできる限り数値

化した目標指標を設定しています。

「生態系及び景観の保全」「生活・文化・歴史

の豊かさの確保」を大きな柱として、目標指標の

項目、項目ごとの現状の数値、目標とする年度、

数値などを設けています。

清流度（ｍ）

水辺 里山

川

道の工事川の工事山の工事
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［流域市町等との連携］

ア 公益財団法人四万十川財団

四万十川の保全と流域の振興を推進

する中核的実践組織として、平成11年

度に流域の５市町(旧８市町村)ととも

に設立しました。

四万十川財団では、高知県民及び国民の財

産である四万十川を後世に引き継いでいくた

め、関係者が連携して自然環境、景観及び生

物資源の保全、その啓発事業を実施していま

す。また、令和元年度には、より流域の振興

に資するよう中長期計画を策定しています。

イ 四万十川総合保全機構

四万十川流域５市町で構成する組織で、広

域的な連携のもとに、県とともに四万十川の

抱える諸課題の解消に向けた各種方策の検討

を行っています。

ウ 四万十川流域文化的景観連絡協議会

県及び流域市町が協働して四万十川流域の

文化的景観についての調査研究、情報交換、

施策の調整を行い、流域に育まれた文化的景

観を守り育てるとともに、地域住民の生活環

境及び文化の向上を目的としています。

６ 住民と行政の協働の取組
四万十川条例では、四万十川流域内において優

れた水質や動植物の多様性、良好な景観を有し、

人と自然が共生している地域を「共生モデル地

区」として指定しています。共生モデル地区は、

四万十川の保全の方策を重点的に行う「重点地

域」の中に位置付けられており、自然との共生を

キーワードに、地域の住民組織と行政とが保全の

ための協定を締結しています。

現在、２地区を共生モデル地区として指定し、

四万十市黒尊川流域の住民組織「しまんと黒尊む

ら」と四万十市、高知県との三者で「黒尊川流域

の人と自然が共生する地域づくり協定」、四万十

町中津川流域の四万十町大正中津川地区と四万十

町、高知県との三者で「大正中津川集落の人と自

然が共生する地域づくり協定」の２協定を締結し

ています。

共生モデル地区では、住民がグループに分かれ

て地域に残る清流や昔ながらの農山村の景観など

を保全し、活用する取組を行っています。

今後も住民と行政の協働による自然共生の取組

として、四万十川流域に拡げていきます。

住民組織と行政の話合い（黒尊地区）

住民組織と行政の協定締結（中津川地区）

紅葉時期の黒尊地区

田植時期の中津川地区
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１ 現状と課題

高知県では、環境先進企業のご協力をいただき、

山・川・海を連動させた自然再生活動の支援及び豊

かな自然を未来へとつなげるための「協働の川づ

くり事業」を進めています。

２ 実施した取組

（１）アサヒビール株式会社

（２）高知食糧株式会社

協定者

アサヒビール株式会社、仁淀川流域交流

会議、高知県

※アサヒビール株式会社、仁淀川の緑と

清流を再生する会、仁淀川町、高知県

協定

期間

第一期:平成20.３.４～平成23.３.３※

第二期:平成 22.２.25～平成 24.２.24

第三期:平成 24.２.25～平成 26.２.24

第四期:平成 26.２.25～平成 28.２.24

第五期:平成 28.２.25～平成 30.２.24

第六期:平成 30.２.25～令和２.２.24

第七期:令和２.２.25～令和３.２.24

第八期:令和３.２.25～令和４.２.24

第九期:令和４.２.25～令和５.２.24

第十期:令和５.２.25～令和６.２.24

協定の

概要

アサヒビール株式会社より、「仁淀川流

域交流会議」に寄付していただき、仁淀

川流域の清流保全活動を協働で進めま

す。

活用 川の安全教室、仁淀川一斉清掃

協定者 高知食糧株式会社、高知県

協定

期間

第一期：平成 23.９.１～平成 27.３.31

第二期：平成 27.４.１～平成 30.３.31

第三期：平成 30.４.１～令和３.３.31

第四期：令和３.４.１～令和６.３.31

協定の

概要

高知食糧株式会社より、「無洗米」対象商

品１kg につき１円を「清流保全団体」に

寄付していただき、河川の環境保全活動

を進めます。

活用

河川の清掃、清流保全に関する勉強会、

河川の水質調査など(寄付先団体は公募

選定)

（３）有限会社高知アイス

協定者
有限会社高知アイス、仁淀川清流保全

推進協議会、高知県

協定

期間

第一期：平成 28.１.１～平成 30.12.31

第二期：平成 31.１.１～令和３.12.31

第三期：令和４.１.１～令和６.12.31

協定の

概要

有限会社高知アイスから、仁淀川沿い

の高知アイス売店でのソフトクリーム

１本販売につき１円を「仁淀川清流保

全推進協議会」に寄付していただき、

仁淀川の清流保全活動を進めます。

活用
仁淀川での子どもたちの環境学習教材

（水生生物のパネル）の作成など

協働の川づくり （自然共生課）

仁淀川一斉清掃協定式

協定式

寄付対象商品

協定式 寄付対象商品

水生生物のパネル

83



2018
2023 自然環境を守る取組

（４）株式会社あさの

（５）株式会社伊藤園

協定者
株式会社あさの、物部川流域ふるさと交

流推進協議会、高知県

協定

期間

第一期：平成 29.２.15～令和２.２.14

第二期：令和２.２.15～令和５.２.14

第三期：令和５.２.15～令和８.２.14

協定の

概要

株式会社あさのより、「あさの家」ブラン

ド３商品１袋につき１円を「物部川流域

ふるさと交流推進協議会」に寄付してい

ただき、物部川の清流保全活動を進めま

す。

活用 川遊びイベントなど

協定者
株式会社伊藤園、物部川流域ふるさと交

流推進協議会、高知県

協定

期間

第一期：平成 30.１.15～令和３.１.14

第二期：令和３.１.15～令和６.１.14

協定の

概要

株式会社伊藤園より、キャンペーン実施

期間中の「お～いお茶」全飲料製品の売

上の一部を「物部川流域ふるさと交流推

進協議会」に寄付していただき、物部川

の清流保全活動を進めます。

活用 清流保全普及啓発用パネルの作成など

（６）株式会社四万十ドラマ

（７）株式会社サンプラザ

協定者
株式会社四万十ドラマ、一般社団法人い

なかパイプ、四万十町、高知県

協定

期間

第一期：平成 30.３.27～令和３.３.26

第二期：令和３.３.28～令和６.３.27

協定の

概要

株式会社四万十ドラマより、四万十川沿

いにある「おちゃくりカフェ」で販売さ

れている、「しまんと地栗モンブラン」１

個につき５円を「一般社団法人いなかパ

イプ」に寄付していただき、地元中学校

での環境学習をとおして、四万十川の清

流保全活動を進めます。

活用
地元中学校での「四万十川学習」の実施

など

協定者
株式会社サンプラザ、仁淀川清流保全推

進協議会、高知県

協定

期間

第一期：令和２.７.16～令和４.７.15

第二期：令和４.７.16～令和６.７.15

協定の

概要

株式会社サンプラザより、「アイ・ラブ・

コウチ～仁淀川の綺麗を残そう！～サ

ンプラザ寄付つき商品販売キャンペー

ン」の売上の一部により仁淀川流域の環

境保全活動を協働で進めます。

活用
清流保全のための環境学習、清掃活動な

ど

協定式 寄付対象商品

協定式

協定式 寄付対象商品

協定式
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（８）株式会社土佐山田ショッピングセンター

３ 今後の取組
豊かな自然を未来へと残すため、高知県内で

清流保全に取り組むさまざまな活動への支援

と活動への参加を環境先進企業に呼びかけ、

「協働の川づくり事業」を進めます。

協定者
株式会社土佐山田ショッピングセンター、物

部川流域ふるさと交流推進協議会、高知県

協定

期間

第一期：令和３.１.19～令和５.１.18

第二期：令和５.１.19～令和７.１.18

協定の概要

株式会社土佐山田ショッピングセンターよ

り、有料レジ袋の売上の一部を寄付していた

だき、物部川流域の環境保全活動を協働で進

めます。

活用 物部川流域での森林整備や大抜茶の PR など

協定式

寄付金を活用した事業

（物部川流域での森林整備）
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１ 現状と課題

昭和 20～30 年代の河川においては、至る所に

木や石を使った木工沈床・水制などの河川構造物

が存在し、その空間には、魚類が棲み、また水生

植物が繁茂する世界が開かれていました。

また、河川は春から夏にかけて子供達の青空の

下での遊び場として、自然の恵みや優しさ、四季

の移り変わりを感じ取る格好の場でもありまし

た。

しかし、高度経済成長時代には、生産性を優先

するあまり、川づくりにおいてはコンクリート崇

拝の意識が顕著となり、安全・安心の確保は一定

達成されましたが、本来自然の川が持つ多様な自

然環境・生態系・景観を損なうといった弊害が生

じました。

このため、河川環境の整備と保全を目指した取

組が必要となっています。

２ 実施した取組

福良川（宿毛市）や上八川川（いの町）などの

河川で、自然石を用いた水制工や分散型落差工な

どを設置することにより、本来、川が有している

瀬・淵の環境を復元するとともに、昔ながらの良

好な河川景観を創出するといった「多自然川づく

り」を進めています。

新荘川（津野町）では、過去に施工された落差

工にて河床の安定を図っていました。しかし、近

年の豪雨により、河床洗掘や整備していた巨石護

床工が流出し、河川の流速が早くなったことから、

下流域の護岸や魚類の遡上にも影響を与え始め

ました。このため、当該箇所で、河床環境の改善

及び下流域の護岸の安定を目的として､護床工の

修繕や生態系に配慮した魚道工の整備を実施し

ました。

着工前（新荘川：津野町新土居）

魚道工施工状況

護床工及び魚道工完成

多自然川づくりの推進 （河川課）

【計画平面図】

・近年の豪雨により河床低下

・巨石護床工の流出により魚類の遡上も

困難となる

台形断面型魚道

護床工

◇護床工により河床の不安定化を抑制

◇魚道工により魚類の生息環境を改善

水辺の小わざ魚道

護床工

台形断面型魚道
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１ 概要

私たちの日常生活の中で、望ましい環境の目標

として、環境基本法とダイオキシン類対策特別措

置法に基づき、大気、水質、土壌及び騒音につい

て環境基準が定められています。

環境基準には、人への健康影響を考慮し、全国

一律に適用されるものと、生活環境を保全するた

めに、地域や水域などの利用状況に応じて、いく

つかの類型を定めて適用されるものがあります。

この基準は、住居やその周辺、公園、河川など

私たちの日常生活の範囲に適用される行政目標と

され、これを達成・維持するために、大気汚染防

止法や水質汚濁防止法などの法律で、工場・事業

場に対する「規制基準」を設定しています。

また、事業活動だけではなく、私たちの日常生

活から生じる自動車排ガスや生活排水、廃棄物も

環境に負荷を与えているため、法律で環境対策の

ための規制などが定められています。

このほか、様々な化学物質による環境への影響

も懸念されており、問題の未然防止の観点から多

くの指針値が設定されています。

環境の状況は、一朝一夕で変化するものではな

く、長期的・継続的な状況把握が必要なため、各々

の行政機関が分担し、計画的に環境監視を行って

います。また、工場・事業場からの排ガスや排水

などについて、立入調査などにより規制基準の監

視を行っています。

今後も、高知県の環境を保全するために、必要

な取組を行っていきます。

１ 概要
産業型公害が社会問題化していた昭和48年に、

衛生環境研究所の前身となる「公害防止センター」

が、大気科、水質科、特殊公害科の３科体制によ

り発足しました。平成９年４月に「環境研究セン

ター」に改称、平成31年４月に機構改革により衛

生研究所と統合し、「衛生環境研究所」となりま

した。旧環境研究センターで行われていた業務は、

衛生環境研究所環境科学課へ移管されており、環

境保全担当、大気担当、水質担当が、業務の効率

化を図りながら、調査研究などに取り組んでいま

す。

２ 主な取組

（１）環境の状況把握

ア 大気環境や河川など公共用水域・地下水

の水質、騒音などが環境基本法に基づく

「環境基準」に適合しているかの調査を実施

しています。

・大気：大気環境測定局(７局)での常時監視

【測定項目：SO2、NOx、光化学オキシ

ダンド、浮遊粒子状物質、PM2.5な

ど９項目】

・水質：河川及び地下水の水質測定

・騒音：航空機騒音の調査

【高知龍馬空港(南国市)周辺４地点、

年２回（春・秋）調査】

イ 有害大気汚染物質のモニタリング調査

【２地点（安芸市、須崎市）において、ベ

ンゼン、トリクロロエチレンなど22物質

を調査】

（２）公害防止

ア 工場・事業場から排出される排ガスや排

出水が、大気汚染防止法や水質汚濁防止法

などの法律で定められる「排出基準」（規 制

基準）に適合しているかどうかの調査を実施

しています。

イ 事故などに伴う汚染源の原因物質を特定

するための調査を実施しています。

・河川などでの魚類へい死、廃棄物浸出水、

悪臭苦情など

（３）調査研究

行政課題の解決や、科学的な基礎資料とし

て活用するための各種調査・分析・研究を実

施しています。

環境の保全と監視 （環境対策課） 衛生環境研究所の取組

（環境対策課・衛生環境研究所）
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１ 概要
水環境の保全を図るための水質目標として、公

共用水域（河川・湖沼・海域）には、環境基本法

に基づき「水質汚濁に係る環境基準」が設定され

ています。

この基準は、行政目標として位置付けられ、排

水規制などの個々の対策の実施にあたり、最終的

に公共用水域の水質をどの程度に保つかの目標

として定めるものであり、「人の健康の保護に関

する環境基準（健康項目）」と「生活環境の保全

に関する環境基準（生活環境項目）」が設けられ

ています。

健康項目は全ての公共用水域に適用され、生活

環境項目は水域の利用目的などに応じて類型区

分されています。類型は河川・湖沼・海域ごとに

指定されており、それぞれの適応性に沿った基準

値が定められています。

例えば、河川における水域類型では、水道や親

水が利用目的の適応性に含まれる AA 類型におい

て、最も厳しい基準値が設定されています。

河川の類型と利用目的の適応性

高知県内の公共用水域では、恵まれた水環境を

背景に、他県と比較して厳しい（上位水質）目標

が設定されており、42 河川 49 水域、３湖沼３水

域、７海域 10 水域について、類型指定が行われ

ています。海域２水域については、全窒素・全燐

の類型指定が行われています。

　※自然環境保全　   　：自然探勝等の環境保全
　 　環境保全      　　　 ：国民の日常生活において不快感を生じない程度

AA　　…自然環境保全、水道１級
 A　　　　…水道２級、水産１級
 B　　　　　…水道３級、水産２級
 C　　　　　　…工業用水１級、水産３級
 D　　　　　　　…工業用水２級、農業用水
 E　　　　　　　　…工業用水３級、環境保全
　　

生活環境の保全に関する環境基準の類型指定状況

２ 公共用水域の水質状況

（１）水質測定

公共用水域の水質状況を把握するため、昭和46

年度から、年度ごとに知事が定めた計画に従って

主要水域で定期的に水質測定を行っています。こ

の水質測定は、県及び高知市、国土交通省、独立

行政法人水資源機構が行っています。

令和４年度に実施した水質測定の概要は次のと

おりです。

（２）水質環境基準の達成状況等

ア 人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)

重金属、有機塩素化合物、農薬などの27項目に

ついて基準が定められています。健康項目は、各

測定点における年間平均値（全シアンについては

最大値）が基準を満たしている場合に環境基準を

達成したものと評価します。

令和４年度は、河川73地点、湖沼３地点、海域

29地点の計105地点で測定を行い、全ての地点で環

境基準を達成していました。

河川類型 ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

BOD(mg/l) ≦１ ≦２ ≦３ ≦５ ≦８ ≦10

指定水域数 22 13 11 3 0 0 49

湖沼類型 ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ

COD(mg/l) ≦１ ≦３ ≦５ ≦８

指定水域数 0 3 0 0 3

湖沼類型 I Ⅱ Ⅲ Ⅳ V

全燐(mg/l) ≦0.005 ≦0.01 ≦0.03 ≦0.05 ≦0.1

指定水域数 0 3 0 0 0 3

海域類型 A B C

COD(mg/l) ≦２ ≦３ ≦８

指定水域数 7 3 0 10

海域類型 I Ⅱ Ⅲ Ⅳ

全窒素(mg/l) ≦0.2 ≦0.3 ≦0.6 ≦0.1

全燐(mg/l) ≦0.02 ≦0.03 ≦0.05 ≦0.09

指定水域数 0 1 1 0 2

計

計

計

計

計

公共用水域

河　川

湖　沼

海　域

計

　※湖沼３水域については、全燐の類型指定有り
　 　海域２水域については、全窒素・全燐の類型指定有り

健康項目 生活環境項目 類型指定水域

50河川73地点 62河川114地点 42河川49水域

３地点 ３地点 ３湖沼３水域

29地点 59地点 ７海域10水域

105地点 176地点 62水域※

水環境の保全 （環境対策課）
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イ 生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)

水素イオン濃度（pH）、溶存酸素量（DO）、生

物化学的酸素要求量（BOD）※１、化学的酸素要求量

（COD）※２、浮遊物質量（SS）、大腸菌数（令和３

年度までは大腸菌群数）、油分、全窒素・全燐※３、

亜鉛、ノニルフェノール、LAS（直鎖アルキルベン

ゼンスルホン酸及びその塩）について、各々の公

共用水域の指定された類型ごとに基準が設定され

ています。

達成状況の判断は、有機汚濁指標として河川で

はBOD、湖沼及び海域ではCODを用い、水域の代表

地点として設けた環境基準地点における全測定値

が基準を満たしている場合を達成とします。

類型別の環境基準達成状況

また、全窒素・全燐の評価は、水域内の各基準

点の表層の年平均値の合計を、基準点数で除した

値により行います。

令和４年度の各類型指定水域達成状況は、BOD

又はCODで判断する62水域のうち61水域が基準を

達成しており、達成率は98.4％でした。

また、閉鎖性水域の全窒素・全燐は浦戸湾と浦

ノ内湾の海域２水域、全燐は吉野川上流の湖沼３

水域を類型指定していますが、浦戸湾水域におけ

る全燐の環境基準（暫定）が達成できていません

でした。

生活環境の保全に関する基準を達成しなかった水域

注）１．環境基準点が複数ある水域は、全ての基準点で基準に適合して

いる場合を達成とします。

２．「年度別達成状況」欄の〇は基準を達成していたことを、

×は達成していなかったことを示します。

R2 Ｒ3 Ｒ4

高知港（甲） A
2.7
2.7

× × ×

（単位：mg/ｌ）
年度別達成状況

st-113
st-114

海　　域
基準非達成の
環境基準地点

水域
類型

COD
７５％値

公共用水域類型指定状況

（令和５年４月１日現在）

達成
達成率
（％）

達成
達成率
（％）

達成
達成率
（％）

AA（1mg/ｌ以下） 16 16 100.0 15 93.8 22 22 100.0 

A（2mg/ｌ以下） 19 19 100.0 19 100.0 13 13 100.0 
B（3mg/ｌ以下） 11 11 100.0 11 100.0 11 11 100.0 
C（5mg/ｌ以下） 3 3 100.0 3 100.0 3 3 100.0 

小　　計 49 49 100.0 48 98.0 49 49 100.0 
A（3mg/ｌ以下） 3 3 100.0 3 100.0 3 3 100.0 

小　　計 3 3 100.0 3 100.0 3 3 100.0 
A（2mg/ｌ以下） 7 6 85.7 6 85.7 7 6 85.7 
B（3mg/ｌ以下） 3 3 100.0 2 66.7 3 3 100.0 

小　　計 10 9 90.0 8 80.0 10 9 90.0 

62 61 98.4 59 95.2 62 61 98.4 

令和２年度 令和３年度 令和４年度

公共用水域全体

注）吉野川水域（河川AA類型）の環境基準地点は徳島県大川橋にあるため、
     ここでは高知県本山町本山沈下橋での測定結果を用いました。

区分 類型（基準値)

令和２年度

令和３年度

水域数

令和４年度

水域数

河　川
（BOD)

湖　沼
（COD)

海　域
（COD)
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県内類型指定河川水質状況：ＢＯＤ(ベスト・ワースト)

環境基準の達成率（BOD 又は COD）

河川の水質推移（BOD75%値）

水域名 地点 類型

吉野川 本山沈下橋 AA

野根川 押野橋 AA

安田川 焼山橋 AA

安芸川 栃の木橋 AA

物部川上流 日の出橋 AA

上韮生川 安丸橋水位観測所 AA

久礼川 和田川橋 A

東又川 奈路橋 B

益野川 といぐち堰 AA

宗呂川 下川口橋 AA

三崎川 竜串橋 AA

福良川 中ヶ市橋 AA

伊与野川 日の下橋 AA

篠川 野地堰 AA

水質が特に良好な水域（環境基準地点）
（BOD平均値及び75%値がともに0.5mg/L未満）

平均値
（mg/ｌ）

75%値
（mg/ｌ）

<0.5 <0.5

水域名 地点 類型

久万川下流※ 比島橋 C 1.9 2.3

波介川下流※ 小野橋 B 1.6 2.2

宇治川※ 音竹 C 1.5 2.1

※それぞれの指定類型の水質基準には適合

ＢＯＤの高い水域（環境基準地点）
（BOD平均値ワースト３）

平均値
（mg/ｌ）

75%値
（mg/ｌ）

３ 地下水の水質状況

（１）水質測定

有害物質による地下水汚染の未然防止などを

図るため、地下水の水質測定計画を作成し、水質

測定を実施しています。

この調査は、県内の全体的な地下水質の状況を

把握するための概況調査、概況調査で汚染が確認

された井戸の周辺状況を把握するための汚染井

戸周辺地区調査、既に地下水汚染が確認されてい

る地域において、継続的な汚染監視を目的とした

継続監視調査を実施しています。

令和４年度は、９市５町２村44井戸について、

県、高知市及び国土交通省が調査を実施しました。

（２）水質環境基準の達成状況

ア 概況調査

地下水質環境基準に定められた27項目を中心

に７市４町２村27井戸で調査した結果、全ての井

戸で環境基準値を超過した項目はありませんで

した。

イ 汚染井戸周辺地区調査
令和４年度は、調査を実施した井戸はありませ

んでした。
ウ 継続監視調査
５市１町17井戸において、過去に汚染が認めら

れた項目を調査した結果、室戸市の１井戸でテト
ラクロロエチレン、高知市の１井戸でほう素、高
知市の１井戸で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環
境基準値を超えて検出されました。地下水の汚染
原因となった事業者に対して、当該物質の管理を
徹底することや、井戸所有者に対して、井戸水を
飲用しないことを指導しています。

※１ 生物化学的酸素要求量（BOD）

水中の有機物等が微生物によって生物的に分解さ

れる際に消費される酸素の量のこと。河川の有機物汚

染のおおよその指標とされ、BOD 値が小さいほど河川

の汚染が少ないといえる。

※２ 化学的酸素要求量（COD）

水中の有機物等を酸化剤で化学的に酸化する際に

消費される酸素の量のこと。湖沼や海域の有機物汚染

のおおよその指標とされ、COD 値が小さいほど湖沼や

海域の汚染が少ないといえる。

※３ 全窒素・全燐

水中に存在する窒素・燐の総量のこと。どちらの元

素も動植物の増殖に欠かせないが、量が多すぎると富

栄養化の要因となり赤潮などを引き起こす。なお、湖

沼、海域には環境基準が設定されているが、河川には

設定されていない。
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調査市町村

４ 水質汚濁防止法
昭和46年６月に施行された水質汚濁防止法は、

工場・事業場からの排水の規制や生活排水対策の
実施を推進することによって、公共用水域の水質
汚濁の防止を図ることを目的とした法律です。
水質汚濁防止法では、公共用水域にとって影響

の大きい汚濁物質を排出する施設を特定施設とし
て指定し、これらを有する事業場（特定事業場）
からの排水に対して排水基準を定めて、基準に適
合しない水を公共用水域に排出してはならないと
されています。

（１）届出施設の概況

県内にある特定事業場数及びその業種の内訳は

次のとおりです。

令和４年度末現在の特定事業場件数(業種別))

うち、排水基準が適用される特定事業場件数

（２）排水基準

排水基準として規定される物質は、人の健康に

被害を生ずるおそれのある物質（有害物質）を含

む排水に係る項目と水の汚染状態を示す項目（生

活環境項目）の２つに分類されます。

有害物質については27項目の基準が設定され

ており、有害物質を排出する全ての特定事業場に

基準が適用されます。

生活環境項目についてはBOD、COD等15項目の基

準が設定されており、１日の平均排水量が50m3以

上の事業場に対して、基準が適用されます。

また、高知県では清流の保全を目的とした清流

保全条例によって、全国一律の基準よりも厳しい

調査区分 調査市町村名

概況調査
高知市、室戸市、安芸市、南国市、宿毛市
土佐清水市、四万十市、奈半利町、田野町
安田町、北川村、馬路村、黒潮町

継続監視調査
高知市、室戸市、南国市、土佐市、香美市
佐川町

排水基準（上乗せ排水基準）が、業種や項目ごと

に定められています。

現在、上乗せ排水基準が設定されているのは、

浦戸湾水域、仁淀川水域、吉野川水域の３水域で

す。

（３）立入検査及び指導

特定事業場に対しては、水質汚濁防止法に基づ

き、届出審査を行い、施設設置後は計画的に立入

検査を行っています。

立入検査では、排水の測定、施設の使用管理状

況、排水の自主検査の実施状況などについて確認

のうえ指導を行っています。なお、違反事業場に

ついては、施設の改善、管理の強化などの行政指

導を行っています。

令和４年度特定事業場立入検査件数

うち、排水基準
適用（規制対象）

217 64 46

立入検査件数
指導件数
（のべ）

特定事業場の種類 事業場数

旅館業 823
車両洗浄施設 330
畜産農業 194
洗濯業 188
その他 1,424
総数 2,959

特定事業場の種類 事業場数
し尿処理施設 138
製紙業 33
旅館業 32
バッチャープラント 21
その他 129
総数 353
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１ 現状と課題
生活排水処理施設は、河川などの公共用水域の

水質保全を図るとともに、健康で快適な生活環境

を確保するために欠かすことのできない生活基

盤施設です。

県内の公共用水域は、四万十川や仁淀川に代表

されるように全体的に良好な水質を保っていま

す。一方で、都市部の河川でも水質改善がみられ

ますが、まだ十分といえず、生活排水処理施設の

整備促進は、水環境の改善に大きな役割を果たす

ものと期待されています。

２ 高知県全県域生活排水処理構想 2018

この生活排水処理施設の整備を計画的かつ効

率的に進めていくため、県では市町村ごとに経済

性・地域特性などを考慮した処理区域・処理方式

（下水道などの集合処理又は浄化槽による個別

処理）を定めた、「高知県全県域生活排水処理構想」

を平成９年度に策定しました。

これまで、急激な人口減少・高齢化の進展など

地域社会の情勢の変化を踏まえ見直しを行って

おり、現在は、未整備地区における汚水処理の早

期概成を目標とした、より実効性の高い「高知県

全県域生活排水処理構想 2018」を策定していま

す。

市町村は、この構想に基づき効果的かつ適正な

施設整備を進めていきます。

（１）汚水処理人口普及率の推移

平成８年度から、これまでの 26 年間で普及

率が 52.2%向上しました。

（２）本構想の目標

概ね10年後の2027年度を中期目標年次とし

て、概ね 20年後の 2037 年度を長期目標年次と

して、次の目標を設定します。

ア 中期目標（2027 年度）

イ 長期目標（2037 年度）

３ 水環境の汚れの原因
川や海が汚れる原因として、生活排水・営業排

水や工場排水などがありますが、その中でも家庭

から出される生活排水が大きな原因となってい

ます。

浦戸湾流域では、汚れの約８割が家庭からの生

活排水によると言われています。

生活排水処理対策

（公園下水道課・漁港漁場課）

※「汚水処理人口普及率」とは、生活排水処理施設の普及状況を

示しており、施設を利用することができる人口、すなわち生活排

水を適切に処理することができる人口の割合を示すものです。
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③の上澄み水を塩素などで消毒し、きれいな水にし

て川や海に戻します。

②で大きくなった固まりを池で沈殿させます。

①でゴミや砂を取り除いた汚水の中にある有機物

を、バクテリアや原生動物の微生物が食べます。

次第に大きな固まりとなっていきます。

スクリーンで大きなゴミを取り除き、小さなゴミ

や砂を沈殿させます。

４ 汚水浄化の仕組み

生活排水処理施設は、下水道、農業集落排水、

漁業集落排水、浄化槽など種類によって規模の大

きさは様々です。

しかし、汚水をきれいにする方法は、若干の違

いはあるものの基本的には同じで、微生物の力を

活用しています。

５ 生活排水処理施設の整備効果

生活排水処理施設整備により、生活環境の改善、

公共用水域の水質保全及び水質改善に効果があ

ります。

（１）街が清潔になる

生活排水が水路などに流されなくなるので、蚊

やハエなどの害虫や悪臭の発生を防ぎ、快適な生

活環境を作ります。

（２）トイレが水洗化される

家の中で嫌な臭いがなくなり、さわやかな暮ら

しを実現します。子どもやお年寄りなどが、安心

してトイレに行けます。

（３）川や海がよみがえる

汚れた川がきれいになり、本来の生態系が復活

します。子どもたちが安心して遊べる水辺を取り

戻します。

事例① 国分川（高知市）

浦戸湾流域は高知県の県都である高知市と南

国市、香美市を含んだ半円形に広がる区域であり、

国分川、鏡川、下田川、舟入川、江ノ口川、久万

川、新川川などが流入しています。

しかし、市街地の拡大や人口の増加などにより、

家庭や工場などから排出される都市汚水の量が

増加し、水質が悪化していました。

このような状況から高知市、南国市、香美市の

３市を対象とした浦戸湾東部流域下水道として

高知県が高須浄化センターを設置し、浦戸湾流域

の水質保全と生活環境の改善などを図っていま

す。

国分川の様子

事例② 仁淀川（いの町）

良好な水質を維持している清流仁淀川は、カヌ

ー、キャンプ、釣りを楽しむ人に親しまれていま

す。その清流の水質を保全するため、昭和 53 年

に公共下水道の事業に着手し、平成元年より供用

を開始しており、今後も整備区域の拡大に努めて

います。

仁淀川（５月の紙のこいのぼり）

事例③ 吉野川（土佐町）

吉野川上流域に位置する土佐町においても、河

川の水質保全に努めることが重要です。このこと

から、平成８年に農業集落排水の整備、平成 14

年に公共下水道の整備に着手し、平成 24 年度に

は全ての集合処理施設が完成しました。今後、下

水道などの集合処理への加入を促進し、いっそう

の水質の向上に努めてまいります。

吉野川の様子

②

①

③

④
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６ 各施設の取組

（１）下水道（公園下水道課）

ア 概要

下水道は、主として市街地における下水を排

除し、または処理するもので、市町村が管理す

る公共下水道と、都道府県が管理する流域下水

道があります。

イ 実施した取組

市町村における下水道は、昭和 23 年に高知

市が県内で初めて事業着手しました。

令和４年度末時点で、下水道を実施している

15 市町村（８市６町１村、うち流域下水道関連

３市）の 283,542 人で供用しており、普及率は

41.7%となっています。

ウ 今後の取組

地域の実情にあった整備を促進し、供用が開

始している区域の下水道への接続率の向上を

図っていきます。

（２）農業集落排水施設（公園下水道課）

ア 概要

農村部でも公共用水域や農業用水の水質保

全、トイレの水洗化などによる農村生活環境の

改善、汚泥や処理水の循環利用などを目的に、

し尿や家庭の雑排水を処理する農業集落排水

施設を市町村が管理しています。

この施設は農業集落の形態に適した小規模

集合処理方式の汚水処理システムです。

イ 実施した取組

この事業は、農林水産省の補助事業として、

平成４年度から取組を開始し、令和４年度末時

点で 17 市町村 42 地区の 19,176 人を対象に供

用しています。加入率は 73％となっています。

近年、新規着手はなく、令和３年度末までに、

機能保全対策が必要な施設について、対策時期

及び対策費用を最適化し、市町村毎に集排施設

全体の整備シナリオをとりまとめた「最適整備

構想」の策定が 16 市町村で完了、維持管理の

コストや負担の軽減を目的として施設の再編、

集約、規模・汚水処理方式の適正化、省エネル

ギー技術の導入などの対策をとりまとめた「維

持管理適正化計画」の策定が２市町の 2地区で

完了、対策工事を 12 市町村の 29 地区で、実施

しています。

ウ 今後の取組

農業集落排水施設の整備は完了したことか

ら、維持管理適正化計画の策定や対策工事など

により、持続的な施設の運営を実現するための

取組を支援します。

（３）漁業集落排水施設（漁港漁場課）

ア 現状と課題

漁業集落排水施設は、漁港や漁場の水域環境

を保全するため、漁港の背後の漁業集落などに

おけるトイレの水洗化、水産関係施設及び家庭

の雑排水の処理を目的とする汚水処理施設で

す。これら日常の使用に加え、後継者の確保や

都市漁村交流を行うためには、漁業集落の衛生

的な生活環境を維持する必要があります。

国、地方公共団体及び関係団体は、整備の促

進を図るとともに施設の維持を行っていきま

す。

イ 実施した取組

県内では現在 103 漁業集落（17 市町村）の

うち、施設整備が計画された 10集落（６市町）

において、施設整備は完了していますが、令和

元年度に１集落（１市）が、処理施設のダウン

サイジングにより公共下水道へ統合されまし

た。

令和４年３月末時点の漁業集落排水施設を

供用している９集落（945 人）の加入率は 79%

（745 人）となっています。

令和４年３月に水産庁において策定された、

「漁港漁場整備長期計画（令和４年度～令和８

年度）」では、重点課題の一つに『「海業」振興

と多様な人材の活躍による漁村の魅力と所得

の向上』が挙げられ、今後５年間に実施する整

備目標として、漁業集落排水処理施設が整備さ

れた漁村の人口割合をおおむね 95％に向上さ

せるとされています。

また、平成 26 年８月に水産庁において策定

された「インフラ長寿命化計画（行動計画）」

では、施設の長寿命化やライフサイクルコスト

の縮減を図る戦略的な維持管理・更新などの推

進に向けて、「個別施設毎の長寿命化計画」を

策定することとされており、漁業集落排水施設

も全て策定することとされています。

令和２年度末までに、９集落（５市町）にお

いて機能保全計画の策定が完了し、３集落（３

市町）において機能保全工事を実施しています。

ウ 今後の取組

漁業集落排水施設の整備は完了したため、加

入率の向上に取り組むとともに、機能保全工事

により、施設の適切な維持管理と長寿命化を図

るための取組を支援します。

（４）浄化槽（公園下水道課）

ア 概要
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浄化槽は、個別処理施設であり、短期間に設

置でき、身近な河川の水量も確保できる生活排

水処理施設として、下水道、農業集落排水、漁

業集落排水などの集合処理施設整備が進まな

い区域を中心に整備が進められています。

中山間地域が多い高知県では、令和４年度末

時点で県内汚水処理人口普及率 77.9％のうち、

33.0％と大きなウエイトを占めています。

イ 実施した取組

県では、平成４年度から県内全市町村で補助

制度を導入して普及を促進しており、令和３年

度末までに約４万３千基が設置されています。

今後も設置基数の増加が見込まれます。

また、平成 13 年４月からは、し尿のみを処理

する単独処理浄化槽の新規設置が禁止されま

したが、令和３年度末時点で約４万基の単独処

理浄化槽が設置されています。このため、し尿

とそれ以外の生活排水（台所、風呂など）を併

せて処理する合併処理浄化槽や下水道への転

換が課題となっています。

なお、補助以外も含めた県内の合併処理浄化

槽の設置基数は、令和３年度末で約６万３千基

です。

浄化槽が正しく機能するためには適正な維

持管理が必要で、設置者にその責任があります。

このため、浄化槽法で保守点検・清掃を実施す

るとともに、法定検査を定期的に受けることが

義務付けられています。この法定検査の県内の

令和３年度の浄化槽法第 11 条で規定される水

質検査受検率は、57.6％で十分な受検率ではあ

りません。

ウ 今後の取組

県、市町村及び関係機関は、今後も補助制度

による浄化槽の設置を計画的に進め、併せて、

水環境を守るため、浄化槽法に定められた保守

点検、清掃、法定検査を実施するよう指導・啓

発をしていきます。

具体的には、未受検者への受検指導に努める

とともに、各種イベントや市町村広報などを活

用して適正管理についてＰＲを進めています。

施設別汚水処理施設整備状況（令和５年３月末現在）

※ 県整備率：令和 5.3.31 現在の高知県の人口 680,087 人に対する割合。

※ 全国整備率：福島県において、東日本大震災の影響により調査不能な町

（大熊町、双葉町）を除いた値。

下水道
農･漁業等

排水施設
浄化槽

ｺﾐｭﾆﾃｨ・

ﾌﾟﾗﾝﾄ
計

汚水処理

整備人口
283,542 20,099 224,442 1,461 529,544

県整備率 41.7% 3.0% 33.0% 0.2% 77.9%

全国

整備率
81.0% 2.4% 9.4% 0.1% 92.9%
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１ 概要

大気環境を守るため、大気環境中の二酸化硫黄、

二酸化窒素、一酸化炭素、光化学オキシダント、

浮遊粒子状物質、微小粒子状物質、ベンゼン、ト

リクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジク

ロロメタンについては、環境基本法に基づき人の

健康を保護するうえで維持することが望ましい基

準として、「大気汚染に係る環境基準」が設定さ

れています。

また、アクリロニトリル、アセトアルデヒド、

塩化ビニルモノマー、塩化メチル、水銀、ニッケ

ル化合物、クロロホルム、1,2－ジクロロエタン、

1,3－ブタジエン、ヒ素、マンガンには、環境中の

有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図る

ため、環境目標値として指針値が設定されていま

す。

県及び高知市は、大気に係る生活環境を保全す

るため、これら大気汚染物質を調査し、環境基準

適合状況など、大気環境の把握に努めています。

【大気汚染に係る環境基準】

２ 大気汚染状況の調査測定結果

（１）大気汚染常時監視

二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、光化学

オキシダント、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質

の６物質の一般環境については、高知市、安芸市、

香美市、南国市、いの町、須崎市、四万十市の９

測定局で、また、自動車排出ガスについては、高

知市の１測定局で自動測定機による常時監視を実

施しています。

令和４年度は、光化学オキシダントを除く５物

質について、環境基準を達成していました。

また、光化学オキシダントは、観測地点全てで

環境基準を超過していましたが、いずれの地点も

注意報を発令する濃度（0.12ppm）には達していま

せんでした。

なお、本県で観測されるオゾンは、主に自然界

や広域の人間活動由来のものと推定されています。

また、これまでに県内で光化学オキシダントによ

る人の健康被害が確認されたことはありません。

ア 微小粒子状物質（ＰＭ2.5）

大気汚染物質の１つで直径 2.5μm 以下の小

さな粒子のことで、肺の奥深くまで入りやすく、

呼吸器系への影響に加え循環器系への影響が

懸念され、平成 21 年９月に環境基準が設定さ

れました。

県では平成 22 年から測定を開始し、令和４

年度末現在、県及び高知市の６測定局で測定を

実施しています。

また、環境省が示した暫定的な指針に従い、

平成 25 年３月から、１日平均値が 70μg/ｍ3

を超えると予測される場合には、注意喚起を行

うこととしました。

【注意喚起の判断基準】

※ただし、注意喚起の実施にあたっては、以下の点に留意します。

・近隣県の状況等、周辺状況の把握・情報収集を行い判断します。

・測定機器の故障等による一時的な濃度上昇と判断される場合は除き

ます。

・注意喚起は、当該日午後 12時まで適用し、翌日は別に判定するもの

とします。

【注意喚起時の行動の目安】

・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動

をできるだけ減らす。

・屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限に

するなど、外気の侵入を少なくし吸入を減らす。

・呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢

者などの高感受性者は、体調に応じてより慎重

に行動することが望ましい。

イ 光化学オキシダント

工場や事業所、自動車などから排出される窒

素酸化物や炭化水素類が太陽の紫外線を受け

ると光化学反応を起こし、「光化学オキシダン

ト」と呼ばれるオゾンなどの酸化性物質が生成

されます。

令和４年度末現在では、県及び高知市の７測

定局で測定を実施しています。

オキシダント濃度が発令基準値以上になっ

た場合、注意報などを発令し、基準値を下回れ

ば解除します。

大気環境の保全 （環境対策課）

二酸化硫黄
（SO2)

一酸化炭素
（CO)

浮遊粒子状物質
（SPM)

二酸化窒素
（NO2)

光化学オキシダント
（O3)

微小粒子状物質
（PM2.5)

　1時間値の1日平均値が、0.04ppm以下であり、
　かつ１時間値が0.1ppm以下であること。

　1時間値の1日平均値が、10ppm以下であり、
　かつ１時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

　1時間値の1日平均値が、0.10mg/㎥以下であり、
　かつ、1時間値が0.20mg/㎥以下であること。

　1時間値の1日平均値が、0.04ppmから0.06ppmまでの
　ゾーン内または0.04ppm以下であること。

　1時間値が0.06ppm以下であること。

　1日平均値が15μg/㎥以下であり、かつ、
　1日平均値が35μg/㎥以下であること。

注意喚起の
対象地域

（１）測定局のいずれかで、
午前５時から７時までの１時
間値の平均値が85μg/m3を超
えた場合

（２）測定局のいずれかで、
午前５時から12時までの１時
間値の平均値が80μg/m3を超
えた場合

対象事象
判断基準

（（１）または（２））

大気中のPM2.5
濃度の1日平均
値が70μg/m3を
超えると予想さ
れる場合

高知県全域
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【発令基準】

【光化学オキシダント注意報発令時の注意事項】

・学校、幼稚園、保育所などでは、状況に応じ

て屋外での運動を中止し、屋内に入って窓を

閉める。また、なるべく屋外に出ないこと。

・目や喉に刺激を感じた時は、洗眼、うがいな

どを行うとともに、最寄の福祉保健所又は市

町村役場に連絡する。症状が重い場合には、

医療機関を受診する。

・自動車の不要不急の使用を控える。

・ばい煙を発生している工場・事業場に対して、

オキシダントの原因物質の排出抑制の協力を

依頼する。

令和４年度環境基準の達成状況（常時監視）

測定局所在地（令和４年度末現在）

区分
発令基準値

（オキシダント濃度の１時間値）

注意報 0.12ppm

警報 0.24ppm

重大緊急時警報 0.40ppm

（２）PM2.5の成分分析調査

本県では、環境中のPM2.5の濃度及びその金属

成分などの構成割合を把握するため、平成23

年度からPM2.5の成分分析を行っています。

令和４年度は、いの町の１地点で測定を行い、

主要な成分は硫酸イオン（SO42-）、有機炭素（OC）、

元素状炭素（EC）及びアンモニウムイオン（NH4+）

でした。

（３）有害大気汚染物質

有害大気汚染物質とは、微量でも継続的に摂

取した場合、人の健康を害するおそれのある物

質であり、248物質が選定されています。その

うち、23物質が優先取組物質に選定されていま

す。

令和４年度は、優先取組物質について、一般

環境調査を高知市（介良）、須崎市（旧須崎高

等学校局）、安芸市（安芸局）の３か所で、ま

た、沿道調査を高知市（朝倉）の１か所で行い

ました。

環境基準が設定されている４物質及び指針

値が設定されている11物質の測定結果は、全て

の測定地点で基準値・指針値を下回っていまし

た。

令和４年度環境基準の達成状況（有害大気）

（４）降下ばいじん

令和４年度は、高知市及び須崎市の９地点で

測定を行い、各地点の年平均値は0.5～

1.7t/km2/月でした。

安芸

朝倉

稲生

土佐山田

伊野合同庁舎

旧須崎高等学校

押岡

中村

南新田町

介良

安芸

朝倉

稲生

土佐山田

伊野合同庁舎

旧須崎高等学校

押岡

中村

南新田町

介良

二酸化硫黄

(SO2)

二酸化窒素

(NO2)

光化学
ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ

(O3)

浮遊粒子状
物質
(SPM)

一酸化炭素
(CO)

微小粒子状
物質
(PM2.5)

介 良 ○ ○ × ○ 　 ○

南 新 田 町 ○ ○ × ○ 　

安芸市 安 芸 ○ ○ × ○ ○

南国市 稲 生 ○ 　

旧 須 崎 高 等 学 校 ○ × ○ ○

押 岡 公 園 ○ ○ ○

四万十市中 村 ○ ○ × ○ ○

香美市 土 佐 山 田 ○ ○ × ○ ○

いの町 伊 野 合 同 庁 舎 ○ ○ × ○ ○

自
排
高知市 朝 倉 ○ ○ ○

※一般：一般局　　　自排：自動車排出ガス測定局
※(  )は測定期間が1年間に満たない測定局

須崎市

一
般

測　定　物　質

区
分
所在地 測定局

高知市

ベンゼン
トリクロロ
エチレン

テトラクロロ
エチレン

ジクロロ
メタン

高知市 介 良 (○) (○) (○) (○)

須崎市 旧須崎高等学校局 ○ ○ ○ ○

安芸市 安 芸 局 ○ ○ ○ ○

自排局 高知市 朝 倉 (○) (○) (○) (○)

（）は、月１回以上の頻度で１年間にわたって測定していない地点。

測　定　物　質

区分 所在地 測定局

一般
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３ 大気汚染防止法

大気汚染防止法では、発生源から排出されるば

い煙への規制などにより、大気汚染の防止を図っ

ています。

工場・事業場に設置されているばい煙発生施設、

粉じん発生施設及び揮発性有機化合物排出施設、

水銀排出施設に対して、規制基準が定められてい

ます。

（１）届出施設の概況

県内にある大気汚染防止法に係る届出対象施設

及びその内訳は以下のとおりです。

なお、それぞれの施設数の内訳は以下のとおり

です。

ばい煙発生施設数

一般粉じん発生施設数

揮発性有機化合物排出施設

水銀排出施設

（２）排出基準

ばい煙発生施設は、施設の種類や規模に応じて、

硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん及び有害物質

（塩化水素など）について排出基準が定められて

います。

（３）立入検査及び指導

ばい煙発生施設などについて、大気汚染防止

法に基づき届出審査を行い、施設設置後は計画

的に立入検査を行っています。

立入検査は、ばい煙の測定、施設の使用管理

状況、ばい煙の自主測定の実施状況について、

現況を確認のうえ指導を行っています。なお、

違反事業場に対しては、施設の改善、管理の強

化などの行政指導を行っています。

令和４年度事業場立入検査件数（延べ）

施設の種類 工場・事業場数 施設数

ばい煙発生施設 675 1236

一般粉じん発生施設 93 775

特定粉じん発生施設 0 0

揮発性有機化合物排出施設 2 7

水銀排出施設 23 34

施設の種類 施設数

ボイラー 624

ディーゼル機関 415

ガスタービン 59

乾燥炉 51

廃棄物焼却炉 40

その他 47

施設の種類 施設数

コンベア 459

破砕機・摩砕機 129

ふるい 98

堆積場 89

施設の種類 施設数

大規模塗装施設 6

貯蔵タンク 1

立入件数
（事業所数）

測定実施
施設数

指導件数

33 4 66

※のべ件数

施設の種類 施設数

小型石炭混焼ボイラー 3

石炭燃焼ボイラー 1
セメントの製造の用に供する焼成炉 2

廃棄物焼却炉 28
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１ ダイオキシン類
ダイオキシン類は、生殖機能に悪影響を及ぼす

おそれや発ガン性などが指摘されており、その排

出を抑制し、環境中の濃度を低減する必要があり

ます。

ダイオキシン類による環境汚染の防止などを図

るため、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、

各種対策を進めています。

（１）排出量削減対策

廃棄物焼却炉から排出されるダイオキシン類に

よる環境への影響が懸念されており、廃棄物焼却

炉などの設置者は、毎年１回以上排出ガスなどの

ダイオキシン類汚染状況について測定し、結果を

知事（高知市は市長）に報告する義務があります。

なお、令和４年度の自主測定結果報告のあった

施設については、基準を超過しているものはあり

ませんでした。

令和４年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく

自主測定結果

※大気排出基準（廃棄物焼却炉）

（２）環境中の汚染状況

ダイオキシン類の一般環境中への影響を把握す

るため、県、高知市及び国土交通省が大気、水質、

底質、地下水、土壌の調査を実施したところ、令

和４年度の結果は全て環境基準値以下でした。

令和４年度ダイオキシン類常時監視結果集計表

大気モニタリング調査結果の年度推移

化学物質対策 （環境対策課）

－用語解説－

※ ＴＥＱ（毒性等量）

ダイオキシン類全体の毒性の強さは毒性等量（TEQ）

で表します。

ダイオキシン類は多くの異性体をもち、それぞれ毒

性の強さが異なります。TEQ（毒性等量）とは、異性

体の中で最も毒性の強い2，3，7，8－四・TCDD）の毒

性を1として、各異性体の毒性を毒性等価係数（TEF）

により換算した量のことです。

各異性体ごとに濃度とTEFの積を求め、これを合計

したものをダイオキシン類濃度のTEQ換算値といいま

す。

微量物質に用いられる単位

mg（ミリグラム）＝10-3ｇ（千分の1グラム）

μg（マイクログラム）

＝10-6ｇ（百万分の１グラム）

ng（ナノグラム）＝10-9ｇ（10億分の1グラム）

pg（ピコグラム）＝10-12ｇ（1兆分の1グラム）※ばいじん等の処理基準：３ng-TEQ/g

※水質排出基準：10pg-TEQ/l

焼却能力 新設施設の排出基準 既存施設の排出基準

４ｔ/時間以上 0.1ng-TEQ/m3N １ng-TEQ/m3N

２～４ｔ/時間 １ng-TEQ/m3N ５ng-TEQ/m3N

２ｔ/時間未満 ５ng-TEQ/m3N 10ng-TEQ/m3N

令和４年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果

対象施設
届　出
施設数

報  告
施設数

測定結果
最小値～最大値

54 0.00000039～7.0

115
(70)

44 0～1.8

28 0～2.9

水質関係
9

(1)
3 0.1～0.47

区　　　分

排出ガス

（ng-TEQ/m3N）

焼却灰
（ng-TEQ/g）

ばいじん
（ng-TEQ/g）

排出水
（ng-TEQ/ｌ）

※（　　　）内は、報告対象事業場数

廃棄物
焼却炉

大気関係

最小値 最大値 平均値

大　気 モニタリング調査 7 0.0029 0.011 0.006 0.6pg-TEQ/m3以下

河　川 16 0.061 0.43 0.14

海　域 2 0.087 0.09 0.089

計 18 0.061 0.43 0.13

河　川 16 0.074 29 4.6

海　域 2 0.65 9 4.8

計 18 0.074 29 4.6

地下水質 － 2 0.060 0.061 0.061 1pg-TEQ/l以下

土　壌 一般環境 2 0.0088 0.27 0.139 1,000pg-TEQ/g以下

環境基準

水　質 1pg-TEQ/l以下

底　質 150pg-TEQ/g以下

測定結果
媒　体 区　分

測定
地点数

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1 R3

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
濃
度
（
p
g
-T
E
Q
/
ｍ
3
）

年度

*環境基準：0.6pg-TEQ/ｍ3

全国

高知県
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２ ＰＲＴＲ制度(化学物質排出移動量届出制度)

（１）概要

「化学物質排出移動量届出制度」（PRTR制度）

は、人の健康や生態系への影響のおそれがある化

学物質の環境への排出量を把握することなどに

より、事業者による自主的な管理の改善を促進し、

環境の保全上の支障を未然に防止することを目

的としています。

届出対象物質として、「第一種指定化学物質」

は462物質が指定されています。（令和５年度以

降は515物質）

（２）県内における化学物質排出量の概要

令和３年度における県内の化学物質の排出・

移動量については、 177事業所（全国 32,729事

業所）から届出があり、環境への排出量は461t（全

国125,095t）、廃棄物としての処理に伴う事業所

外への移動量は97t（全国 258,565t）で、合計

558t（全国383,660t）の化学物質が排出・移動さ

れました。

また、届出対象事業所以外からの指定化学物質

の排出量に関する国の調査では、県内での排出量

は合計1,985t（全国187,676t）と推定されていま

す。

その内訳は、対象業種からの届出外排出量の推

定値が246t（全国39,846t）、非対象業種からの

排出量の推定値が945t（全国61,289t）、家庭か

らの排出量の推定値が378t（全国32,183t）、移

動体からの排出量の推定値が416t（全国54,358t）

と推定されています。

（３）業種別届出件数

業種
届出数

(高知県)

製造業 35

下水道業 19

倉庫業 １

石油卸売業 １

燃料小売業 101

一般廃棄物処理業

（ごみ処分業に限る）
17

産業廃棄物処分業 ２

高等教育機関 １
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１ 概要

土壌汚染とは、人の活動に伴って排出された有

害物質又は自然由来の有害物質が土に蓄積され

ている状態をいい、さまざまな経路で人の健康や

生活環境・生態系に影響を及ぼすとされています。

２ 土壌汚染対策法

土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその

汚染による人の健康被害の防止に関する措置を

定めることなどにより、土壌汚染対策の実施を図

り、もって国民の健康を保護することを目的とし

ています。

（１）届出・調査の概況

土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設の

使用を廃止するとき、一定規模以上の土地の形質

変更をする場合や、土壌汚染により健康被害が生

ずるおそれがある場合に知事等が必要と認めた

ときは、土壌の汚染について調査し、その結果を

報告する義務が生じます。

令和４年度における一定規模以上の土地の形

質の変更に関する届出とその土壌汚染状況調査

命令の発出件数は以下のとおりです。

（２）指定区域

知事等は、土壌の汚染についての調査の結果報

告を受けたとき、報告を受けた土地について、健

康被害のおそれの有無に応じて、区域の指定を行

います。

県内の指定区域は以下のとおりです。

高知県内の指定区域の状況

※１ 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそ

れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域

※２ 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそ

れがないため、汚染の除去等の措置が必要ない区域

届出件数 調査命令発出件数

99 1

要措置区域※１ 形質変更時要届出区域※２

０ 区域 ２ 区域

（３）汚染土壌処理業者

指定区域内の汚染土壌を区域外へ搬出する場

合は、知事等の許可を受けた汚染土壌処理業者の

施設で処理しなければなりません。

高知県内で許可を受けている汚染土壌処理業者

３ 土砂に関する規制

県では、埋立て、盛土、たい積に使用される建

設残土などの土砂に対する安全性の確保と不安

定な埋立てが引き起こす土砂流出、崩壊を未然に

防止するため、「高知県土砂等の埋立て等の規制

に関する条例」（以下「土砂条例」という。）を制

定しています。

土砂条例では、一定規模以上の土砂等の埋立て

などの行為に対して許可制度を設けて規制して

います。

土砂条例によるこれまでの許可件数は１件で

す。

処理業者数 処理施設の種類

２
セメント製造施設、

自然由来等土壌構造物利用施設

土壌汚染対策 （環境対策課）

土砂条例の概要

a. 全ての土砂等の埋立て：一律規制※

b. 特定埋立事業

c. 許可が必要な事業：特別規制※※

・遠距離（50km 以上）運搬

・船舶運搬

ただし、

・公共事業によるもの

・採石法等の許可を受けたもの

を除く。

※ 土砂基準、水質基準、崩落防止措置、立入検

査等

※※ 事前許可制、定期報告、完了届、措置命令等

埋立面積 3,000m2以上
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１ 概要
（１）騒音規制法

工場・事業場騒音、建設作業騒音、道路交通騒

音を規制対象として、知事（市は市長）が指定し

た地域において、規制基準が適用され、指定地域

を保有する市町村が、監視や指導を行います。

該当する市町村は、高知市、室戸市、安芸市、

南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、

四万十市、香美市、いの町、芸西村となっていま

す。

（２）環境基準

環境基準については、騒音に係る環境基準の類

型あてはめ※地域として、高知市、南国市、宿毛市、

四万十市、香美市、いの町の一部を指定していま

す。

また、航空機騒音に係る環境基準は、高知龍馬

空港周辺（南国市及び香南市の一部）を指定して

います。

２ 騒音防止対策
（１）工場・事業場騒音、建設作業騒音

騒音規制法に基づく令和３年度末の特定施設の

届出数は、586工場2,361施設で、内訳は、空気圧

縮機1,339施設（56.7％）、金属加工機械290施設

（12.3％）、木材加工機械245施設（10.4％）、印

刷機械226施設（9.6％）などとなっています。

また、令和３年度の特定建設作業の届出数は

559件で、内訳は、削岩機を使用する作業259件

（46.3％）、空気圧縮機を使用する作業128件

（22.9％）、バックホウを使用する作業122件

（21.8％）などとなっています。

（２）自動車騒音

自動車本体から発生する騒音対策として、全て

の新車を対象に昭和46年以降、定常走行騒音、排

気騒音、加速走行騒音の規制が実施されています。

市町村長は、指定地域について騒音測定を行っ

た場合において、指定地域内における自動車騒音

が総理府令で定める限度を超えていることにより、

道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認める

ときは、県公安委員会に対し、道路交通法の規定

による措置を執るべきことを要請することとされ

ています。

また、市町村長は、測定を行った場合において

必要があると認めるときは、当該道路部分の構造

の改造やその他自動車騒音の大きさの減少に資す

る事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長

に意見を述べることができます。

（３）航空機騒音

高知龍馬空港は「公共用飛行場周辺における

航空機騒音による障害の防止等に関する法律」に

基づき、第１種地域の住宅防音工事が完了してお

り、引き続き、諸施策が実施されています。

３ 騒音の状況

（１）環境騒音

環境騒音の実態を把握するため、環境基準の

類型あてはめを行った市町の協力を得て、騒音測

定を行っています。

令和４年度における一般環境地域の騒音測定

結果は、２地点全てで環境基準を達成していまし

た。

一般環境地域騒音測定結果（令和４年度）

（２）道路に面する地域の騒音

道路に面する地域については、（１）の基準値に

替えて下表の環境基準が適用されます。

令和４年度の測定結果では、評価区間延長44.7

㎞、住居など7,316戸のうち134戸（1.8％）で、

昼間もしくは夜間のいずれか、またはその両方で

環境基準を超過している可能性があると推定さ

れました。

昼間 夜間 昼間 夜間

篠原1067 A 47 36 55 45

日吉町２丁目3-28 B 55 37 55 45

南国市

測定値 環境基準

LAeq（dB） LAeq（dB）測定場所 類型

昼間 夜間

　Ａ地域のうち２車線以上の
　車線を有する道路に面する
　地域

６０デシベル以下 ５５デシベル以下

Ｂ地域のうち２車線以上の
車線を有する道路に面する
地域及びＣ地域のうち車線
を有する道路に面する地域

６５デシベル以下 ６０デシベル以下

基準値

地域の区分

騒音対策 （環境対策課）
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道路に面する地域騒音の面的評価結果（令和４年度）

※各市の測定及び面的評価については、各市が実

施。いの町の測定及び面的評価については、高知

県が実施。

（ 高知市介良 ～ 高知市高須新町1丁目1 ）

（ 高知市高須新町1丁目1 ～ 高知市葛島2丁目1 ）

（ 高知市小倉町1 ～ 高知市中宝永町11 ）

（ 高知市葛島1丁目2 ～ 高知市高須本町5 ）

（ 高知市高須本町5 ～ 高知市大津 ）

（ 高知市仁井田 ～ 高知市仁井田 ）

（ 高知市仁井田 ～ 高知市十津6丁目2 ）

（ 高知市十津6丁目2 ～ 高知市仁井田 ）

（ 高知市大津 ～ 高知市大津 ）

（ 高知市高須 ～ 高知市大津 ）

（ 高知市南御座1 ～ 高知市南久保 ）

（ 高知市北本町2丁目2 ～ 高知市南金田4 ）

（ 高知市北川添2 ～ 高知市一宮　南町1丁目15 ）

（ 高知市一宮　南町1丁目15 ～ 高知市薊野東町10 ）

（ 高知市薊野東町10 ～ 高知市一宮 ）

（ 南国市物部 ～ 南国市大そね ）

（ 南国市後免町1丁目10 ～ 南国市浜改田 ）

（ 吾川郡いの町枝川 ～ 吾川郡いの町羽根町 ）

（ 吾川郡いの町枝川 ～ 吾川郡いの町枝川 ）

（ 宿毛市和田 ～ 宿毛市宿毛 ）

（ 香美市土佐山田町宝町1丁目1 ～ 香美市土佐山田町宝町1丁目3 ）

（ 四万十市蕨岡 ～ 四万十市安並 ）

（ 四万十市安並 ～ 四万十市中村　京町 ）

（ 四万十市中村　京町 ～ 四万十市中村　京町 ）

（ 四万十市中村　大橋通 ～ 四万十市中村　大橋通 ）

（ 四万十市中村　大橋通６丁目1 ～ 四万十市駅前町7 ）

（ 四万十市駅前町7 ～ 四万十市右山 ）

（ 安芸市伊尾木267-1 ～ 安芸市川北甲1341-1 ）

（ 高知県土佐市北地695番地 ～ 高知県土佐市北地735番地1 ）

高知南国線（県道374号）

土佐山田野市線

国道439号線

高知南国線（県道374号）
100.0%

北本町領石線（県道384号）
96.0%

一般国道55号
100.0%

県道南国インター線
99.0%

一般国道33号線
98.4%

北本町領石線（県道384号）
76.9%

北本町領石線（県道384号）
98.6%

路線名
基準
達成率

93.4%

87.4%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

一般国道32号

一般国道32号

一般国道32号

一般国道195号

一般国道195号

一般県道35号線（桂浜宝永線）

一般県道35号線（桂浜宝永線）

北本町領石線（県道384号）
100.0%

県道岩戸明ヶ谷線
100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

72.8%

100.0%

100.0%

国道439号線

国道439号線

国道439号線

国道439号線

国道439号線

一般国道55号線

高知南国線（県道374号）

県道朝倉伊野線

一般国道56号

一般県道35号線（桂浜宝永線）

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

（３）航空機騒音

高知龍馬空港周辺における航空機騒音の実態

を把握するため、南国市の航空機騒音に係る類型

あてはめを行った地域で騒音調査を行いました。

なお、令和４年度の測定から大埇は大篠小学校

に変更となりました。

結果は、全ての地点で環境基準を達成してい

ました。

航空機騒音

航空機騒音の環境基準

地域の類型 基準値（単位：Lden【dB】）

Ⅰ ５７以下

Ⅱ ６２以下

－用語解説－

※ 類型あてはめ

水質汚濁の生活環境項目及び騒音の環境基準につい

ては、全国一律の環境基準値を設定していません。

国において類型別に基準値が示され、これに基づき

都道府県が河川等の状況や、騒音に関係する地域の土

地利用状況、時間帯等に応じてあてはめ、指定してい

くこととされています。

これを、類型あてはめ（類型指定）といいます。

単位：Lden

測定場所
地域
類型

H29 H30 R1 R2 R3 R4

大埇 47 48 48 46 43

大篠小学校 49

コミュニティ
広場

54 54 54 54 51 53

下田村 53 55 54 53 50 52

日章開拓記念公園(下島) 52 52 52 52 49 51

Ⅱ

Ⅰ
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１ 振動規制法

騒音の規制と同様に、工場・事業場振動、建設

作業振動、道路交通振動を規制対象として、知事

（市は市長）が指定した地域において、規制基準

が適用され、指定地域を保有する市町が、監視や

指導を行います。

該当する市町は、高知市、室戸市、安芸市、須

崎市、四万十市、いの町となっています。

２ 振動防止対策
（１）工場・事業場振動、建設作業振動

振動規制法に基づく令和３年度末の特定施設

の届出数は、245 工場 1,257 施設で、内訳は、圧

縮機900施設（71.6％）、金属加工141施設（11.2%）、

印刷機械 92 施設（7.3％）などとなっています。

また、令和３年度の特定建設作業の届出数は

182 件で、ブレーカーを使用する作業 140 件

（76.9％）、くい打機などを使用する作業 42 件

（23.1％）などとなっています。

（２）道路交通振動

市町村長は、指定地域内における道路交通振動

が総理府令で定める限度を超えていることによ

り、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると

認められるときは、道路管理者又は県公安委員会

に対し、道路交通振動の防止のための措置を執る

べきことを要請することとされています。

１ 悪臭防止法

工場・事業場における事業活動により発生する

臭気に対して、不快なにおいの原因となり、生活

環境を損なうおそれのある特定悪臭物質（現在 22

物質指定）の濃度による規制又は人間の嗅覚によ

ってにおいの程度を数値化した臭気指数による

規制が行われます。

本県では、特定悪臭物質濃度による規制を実施

しています。

２ 悪臭防止対策

本県では、知事（市は市長）が県内全域を規制

地域として指定し、第１種区域（臭気強度 2.5 規

制区域）及び第２種区域（臭気強度 3.5 規制区域）

に区分して、全域で特定悪臭物質全ての規制基準

を定めています。

それぞれの地域において、市町村が監視や指導

を行います。

振動対策 （環境対策課） 悪臭対策 （環境対策課）
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１ 公害紛争処理対策
「公害」とは、事業活動その他の人の活動に

伴って生ずる相当範囲にわたる、大気汚染、水

質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪

臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害

が生ずることをいい、これに関する当事者間の

紛争を公害紛争といいます。

公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、司

法的解決とは別に公害紛争処理制度が設けられ

ています。この制度は、民事訴訟に比べて、迅

速な解決が図られる、費用が安い、専門的知識

が活用できるといった利点があります。

公害紛争を処理する機関としては、国には公

害等調整委員会があり、県には10名の学識経験

者・法曹関係者などからなる「高知県公害審査

会」が設置されています。公害等調整委員会と

公害審査会は、それぞれの管轄に応じ、独立し

て紛争の解決にあたっています。

２ 公害苦情

令和４年度に市町村及び県（福祉保健所な

ど）が新規に受理した苦情件数（他からの移送

を含む。）は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚

染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭（以下「典型

７公害」という。）及びその他を合わせて348件

でした。

0

100

200

300

400

500

600

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

大気汚染 水質汚濁 騒　　音 悪　　臭 その他 典型７公害以外

３ 公害防止管理者制度

「特定工場における公害防止組織の整備に関

する法律」により、事業者には、特定工場内に

公害防止統括者（及び代理者）を置き、その下

に公害防止対策の専門知識・技術と権限を有し

た公害防止管理者（及び代理者）を選任すると

いった公害防止のための体制の整備が義務付け

られています。

また、大規模な工場では、公害防止統括者を

補佐し、公害防止管理者を指揮する公害防止主

任管理者（及び代理者）を置くことが定められ

ています。

公害防止管理者の設置義務のある工場

公害対策 （環境対策課）

公害苦情件数の状況（件）

特定工場

第1種 大気関係有害物質を含むばい煙発生施設で排ガス量４万N㎥/h以上の工場

第2種 大気関係有害物質を含むばい煙発生施設で排ガス量４万N㎥/h未満の工場

第3種 ばい煙発生施設で排ガス量４万N㎥/h以上の工場

第4種 ばい煙発生施設で排ガス量１万N㎥/h以上４万N㎥/h未満の工場

第1種 水質関係有害物質を含む汚水排出施設で排出量１万㎥/日以上の工場

第2種 水質関係有害物質を含む汚水排出施設で排出量１万㎥/日未満の工場

第3種 汚水等排出施設で排出量１万㎥/日以上の工場

第4種 汚水等排出施設で排出量１千㎥/日以上１万㎥/日未満の工場

機械プレス（呼び加圧能力９８０KN以上）を設置する工場
鍛造機（落下部分の重量が１ｔ以上のハンマー）を設置する工場

液圧プレス（呼び加圧能力２９４１KN以上）を設置する工場
機械プレス・鍛造機（騒音と同じ）

粉じん発生施設を設置する工場

ダイオキシン類発生施設（廃棄物焼却炉を除く）を設置する工場

常時使用する従業員が２１名以上の工場

ばい煙発生施設及び汚水排出施設設置工場で排ガス量４万N㎥/日以上、
かつ、排出水量１万N㎥/日以上の工場

管理者等の
区　　　　分

騒音

振動

粉じん

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

統括者

主任管理者

大
気

水
質
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１ 概要
アスベスト※については、平成 17 年６月末の兵

庫県尼崎市のアスベスト取扱工場における健康

被害の公表を契機として社会問題化したことを

受け、高知県では以下のような取組を進めてきま

した。

２ これまでの取組

（１）アスベスト対応体制

平成 17 年７月に高知県アスベスト対策本部を

設置し、高知労働局及び高知市と連携して、県全

体として対応しました。

（２）吹付けアスベスト等使用実態調査

昭和 63年に、昭和 51年以前の竣工の公共施設

などを対象に調査を行い、アスベストの使用を確

認した施設について除去などの対応を行いまし

た。

平成 17 年には、対象とする吹付け材及び対象

施設を拡大し、平成８年以前の竣工の公共施設と

社会福祉施設などの公共的民間施設について調

査を行いました。

平成 18 年には、規制対象となるアスベスト含

有率が１％超から 0.1%超へと規制が強化された

ため、補足調査を行い、113 施設で吹付けアスベ

ストなどの使用が確認されました。

平成 20 年には、トレモライトなどを対象に再

分析調査及び再確認調査を行いましたが、再調査

を行った施設からは、トレモライトなどは確認さ

れませんでした。

県では、施設を利用される方々の安全のため、

対応方針を定め、これらの施設について、空気中

アスベスト濃度１本/L を目安に対応を図ってい

きます。

３ アスベスト飛散防止対策

吹付けアスベスト等使用建築物の除去作業に

おいて立入指導を行うなど、アスベスト飛散防止

の徹底について指導しています。

令和４年度建築物解体工事等のアスベスト現地調査件数

建物の天井に吹き付けられたアスベスト

（吹き付けロックウール：飛散性）

アスベスト対策 （環境対策課）

－用語解説－

※ アスベスト

アスベスト（石綿）とは、天然に産出される繊維

状の物質で、薬品や熱に強いなどの性質から、建築

物では屋根材や内外装材、石綿セメント円筒などと

して、また、自動車のブレーキやクラッチなど、私

たちの身の回りで多用されてきました。（平成 16 年

度からは禁止）

過去にアスベストに関与した方の健康障害の状況

が明らかになってきたこと、アスベストが多用され

た建築物が改築時期を迎えつつあることなど、全国

的に社会問題化しています。

届出件数 立入件数

特定粉じん排出等作業実施届出件数 26 24
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１ 概要
道路の整備や交差点の改良などにより、交通

の流れの円滑化を図るとともに、遮音壁や緩衝

緑地帯を設置するなど、大気汚染、騒音、振動の

防止に努めています。

都市部においては、雨水を道路の路面下に浸

透させ排水するとともに、交通騒音の発生を減

少させる排水性舗装を必要に応じて採用してい

ます。なお、舗装材や路盤材は再生資源の利用も

推進しています。また、近年は照明施設における

省電力化のため、道路・トンネル照明施設の LED

化を進めています。

【トンネル照明の LED 化】

２ 木の香る道づくり事業

道路事業により切土斜面が発生する場合は、

自生する樹種の種から育てたポット苗を植栽し、

自然林の復元を目指します。これにより、野生生

物の生息・生育空間（ビオトープ）を確保し、地

域の健全な生態系を保全するよう努めています。

※苗木は２～３年で地肌を完全に覆い、約 10年

で自然林がほとんど復元されます。

【自然林復元への取組】

１ 概要

建設工事入札参加資格審査（県内建設工事）
※においては、ISO の取得などを審査項目とし

ており、ISO14001 の審査登録を受けている事業

者や（一財）持続性推進機構が実施する「エコ

アクション 21」の認証・登録を受けている事業

者の取組を評価しています。

・令和４年度実績

（令和５年度入札参加資格審査申請）

ISO14001：65 社

エコアクション 21：187 社

環境配慮の道路整備 （道路課）

平成９年７月の状況

令和３年７月の状況

県道窪川船戸線一斗俵工区（四万十町）

建設工事入札参加資格審査における

ISO14001 など取得企業の評価

（土木政策課）

－用語解説－

※ 建設工事入札参加資格審査

県が発注する建設工事の入札に参加するために事業

者が事前に受けなければならない審査で、建設業法の

規定による経営事項審査の点数と県が定める審査項目

による点数（地域点数）によって事業者のランク（格付

け）を決定します。

ランクによって受注できる工事の請負金額が異なっ

てきます。
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１ 現状と課題

県では、県産材の需要拡大を図るため、平成 16

年に「県産材利用推進方針」を策定しました。翌年

には、具体的な数値目標を掲げた「県産材利用推進

に向けた行動計画」を定め、公共建築施設の木造化

及び公共土木工事への木材利用に取り組んでいます。

公共土木工事における木材利用については、行

動計画の中で次の３つの目標値を定め、全庁的な

メンバーが集まる県産材利用推進本部で進捗管理

を行っています。

【公共土木工事における目標値】

①木材利用量は工事費１億円当たり 12m3の活用

②木製型枠への木製品の使用率は原則 100％

③工事用仮設資材への木製品の使用率は原則

100％

また、平成 29 年には「高知県県産木材の供給及

び利用の促進に関する条例」が施行されました。こ

の条例の第 13条第１号では、公共土木施設におけ

る県産木材の利用に関して、県が必要な措置を講

ずるよう努めるものとされており、県産材利用に

対する県民の期待が高まっています。

【条例第 13 条第１号】

県は、県産木材の利用の促進を図るため、次に掲

げる事項について必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。

（１）建築物、公共土木施設その他の工作物及び

これらに係る工事における県産木材及び県産

木材を利用した製品の利用に関すること。

２ 施策の展開

（１）実施した取組

公共土木工事における令和４年度の木材利用量

は、目標の工事費１億円当たり 12m3に対して 9.2m3

となりました。具体的には、斜面の土砂流出防止の

ために設置する木柵工や、木製の型枠などで利用

されています。

また、木製型枠の使用率は、小型構造物など木製

型枠が使えない工事を除き 99％、工事用看板など

の木製資材の使用率は 100％となり、取組は定着し

てきています。

【令和４年度取組】

① 木材利用量（目標：工事費1億円当たり12㎥）

実績：1,106 ㎥（9.2 ㎥/億円）

② 木製型枠使用率（目標：100％）

実績：99％

③ 木製資材使用率（目標：100％）

実績：100％

【公共工事における使用例】

【型枠における使用例】

【工事看板における使用例】

（２）今後の取組

公共土木工事における県産材の利用は、地元

で生産される木材を利用することで、県内の森

林整備が進むだけでなく、地域経済への波及効

果も大きいものがあります。

今後も「県産材利用推進に向けた行動計画」

に掲げる目標値の達成に向けて、県が自ら取り

組むとともに、地域ごとに設置している地域推

進会議などを通じて、市町村における木材利用

についても促進していきます。

公共工事での木材利用 （木材産業振興課）
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１ 概要

県が公共事業などのハード事業を行う際に、文

化環境配慮方針に基づき、環境負荷の軽減と地域

文化の保存・活用を継続的に行う全庁的なシステ

ムとして、平成 11年度から実施しています｡

事業費が一定規模以上の工事などについて、事

業主管課の判断により環境配慮検討会を開催し、

より効果のある環境配慮を検討します。

文化環境配慮方針の項目の中からそれぞれの現

場において必要と思われる配慮について検討を行

い、工事終了後は実施した配慮項目について情報

発信・情報共有をしています。

また、環境配慮勉強会の開催により、工事担当職

員などへの環境配慮方針・施工事例の周知に努め

ています。

【システムフロー】

２ 配慮方針

配慮項目は、全事業種別が対象の「共通配慮事項」

と、事業種別ごとに異なる「個別配慮事項」から構

成されており、共通配慮事項は図のような４分野

で 25項目を設定し、また、個別配慮事項は事業種

別ごとに４～13 項目を設定しています｡

例えば、共通配慮事項の「健全な生態系の維持・

創造」の分野では「多様な生態系の維持・創造」や

「動物の移動経路の確保」などの項目を設け、生態

系への環境保全を検討、実施します｡

また、河川事業の個別配慮事項では「多自然工法

の導入の検討」や「魚の産卵、遡上時期の工事の回

避」などの項目を設けて、河川工事の環境影響につ

いて検討します。

３ 令和４年度の具体的な配慮例

令和４年度までの事業（工事）で取り組んでき

た配慮の具体的な内容を抜粋して紹介します｡

（１）安芸地区（安芸漁港）水産生産基盤整備事

業

【工事概要】

沖防波堤 L=17.0m

基礎工 L=16.9m

被覆・根固工 被覆ブロック製作 N=30 個

根固ブロック製作 N=６個

本体工 L=17.0m（ケーソン据付 N=１函）

（ケーソン：2308t/函、設置水深 8.0m）

上部工 L=17.0m

（施工場所）安芸市津久茂町

（工期）令和４年 10 月から令和５年３月

【主な環境配慮】

（騒音・振動・水質汚濁等の防止対策徹底）

・ケーソン中詰材投入の施工にあたり、事前に

ケーソン隔室内の海水を可能な限り排水する

ことで、オーバーフローする濁水を最小限に

留めました。

（２）幹線林道開設事業 旭・天狗高原線 1工区

工事

【工事概要】

林道開設 L=39m

土工 切土 7,731 ㎥ 盛土 3,390 ㎥

捨土 4,152 ㎥

法面保護工 植生基材吹付工 125.3 ㎡

擁壁工 補強土壁 230.6 ㎡

排水施設工 プレキャスト側溝（Ｕ型）28.5m

暗渠排水管（φ800） 14.3m

既設護岸

文化環境評価システム （自然共生課）
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防護施設工 ガードレール（Gr-C-2B 直線) 29m

ガードレール（Gr-C-2B 曲線) 8m

ガードレール（Gr-C-4E 直線) 4.5m

（施工場所）吾川郡仁淀川町別枝

（工期）令和３年 12 月から令和４年 12 月

【主な環境配慮】

（林道と周辺の景観との調和）

・開設区間の切土部には植生基材吹付工を施工

し、緑化をすすめ周辺景観との調和を図りま

した。

（自然景観になじむ材料の有効活用）

・土羽台擁壁に補強土壁工法を採用し、現地発生

土を有効活用しました。

・ガードレールは周辺の自然景観に配慮し茶色

の物を施工しました。

（３）国道４３９号防災・安全交付金(大木絆第一

橋)工事

【工事概要】

大木絆第一橋上部工

鋼 2径間連続非合成箱桁橋

橋長 L=157.5m

鋼重 W=696t

斜角=60°(A2 側)

有効幅員 W=8.5m

製作工 N=1 式

架設工 N=1 式

橋梁付属物 N=1 式

（施工場所）高岡郡四万十町木屋ヶ内

（工期）令和元年 12 月から令和５年３月

【主な環境配慮】

（周辺景観に調和する工作物のデザインの採用）

・橋梁上部桁に使用する材料については、耐候性

鋼材を使用したことにより、周辺との景観の

調和を図りました。

・高欄(防護柵)については景観色(ダークブラウ

ン)を使用することにより景観の調和を実施

しました。

（騒音・振動・水質汚濁等の防止対策徹底）

・仮設道路の盛土材料に河川の砂利を使用する

ことで、河川の水質汚濁を極力少なくするよ

う努めました。

・下流への濁水流下防止対策として、汚濁防止フ

ェンスを設置し水質保全に努めました。

４ 令和５年度の取組
令和５年度は、次の全 15 工事（前年度以前から

の繰越工事などを除く）を対象として環境配慮を

進めていました。

・林道整備事業 ２

・治山事業 ７

・建築物建設関係事業 １

・漁港整備事業 １

・一般道路事業 ４

それぞれの工事において、予算的な制約はあり

ますが、今後更に職員による文化や環境への配慮

が高まり、環境への負荷軽減と地域文化の保存、

活用が継続的に行われていくように努めていきま

す｡
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１ 現状と課題
環境影響評価（以下、「環境アセスメント」とい

う。）制度とは、大規模な開発事業を実施しようと

する際に、あらかじめその事業が環境にどのよう

な影響を及ぼすかについて事業者自らが調査、予

測、評価を行い、その結果を公表して国民、県民な

どから意見を聴き、環境への適正な配慮をするた

めの制度です。

２ 国･県の制度の運用について

環境影響評価法が平成11年６月に、また、高知

県環境影響評価条例が平成11年10月に施行され、

それぞれの制度に基づき運用が開始されました。

令和元年７月に「環境影響評価法施行令の一部

を改正する政令」が公布され、この改正に併せ

て、令和２年７月に高知県環境影響評価条例施行

規則の一部を改正しました。

改正内容は、対象事業に太陽光発電事業を追加

したものです。

３ 環境影響評価の実施状況
令和５年３月末時点の環境影響評価法に基づく

環境アセスメントの実施状況については表１、表

２のとおりです。

環境影響評価法に基づく環境アセスメントにつ

いては、手続が完了した事業が５件、手続中の事

業が５件あります。また、高知県環境影響評価条

例に基づく環境アセスメントについては、５件あ

り、そのうち４件はアセス手続きが完了してお

り、１件は事後調査手続きを行っております。

近年では、風力発電事業に係る環境アセスメン

トの実施事例が増加しています。

表１ 環境影響評価法に基づき実施した事業

太平洋セメント土佐工場発電所３号発電設備建設
※アセス手続完了

建 設 地 高知市孕東町

事 業 者 名 太平洋セメント(株)

対 象 事 業 火力発電所

規 模 出力167,000㎾(第1種事業※４)

方法書※１受理日 平成 11 年８月 30 日

準備書※２受理日 平成 13 年 12 月 12 日

評価書※３受理日 平成 14 年 12 月 18 日

事 後 調 査 実施なし

（仮称）今ノ山風力発電事業 ※アセス手続完了

建 設 地 土佐清水市及び三原村

事 業 者 名 電源開発(株)

対 象 事 業 風力発電所

規 模 出力 44,700 ㎾(最大)

(第１種事業)

配慮書※ ５受理日 平成 26 年３月４日

事業廃止通知書受理日 平成 26 年９月 18 日

ユーラス大豊ウインドファーム ※アセス手続完了

建 設 地 大豊町

事 業 者 名 (合)ユーラス大豊風力

対 象 事 業 風力発電所

規 模 出力 18,370 ㎾(第１種事業)

方法書受理日 平成 25 年３月 18 日

準備書受理日 平成 26 年４月 30 日

評価書受理日 平成 27 年 11 月 19 日

事後調査報告書受理日 令和３年５月７日

（仮称）今ノ山風力発電事業

建 設 地 土佐清水市及び三原村

事 業 者 名 今ノ山風力(合)

対 象 事 業 風力発電事業

規 模 出力 193,070 ㎾(第１種事業)

配慮書受理日 平成 27 年１月 19 日

配慮書受理日 平成 31 年４月 19 日

方法書受理日 令和元年９月２日

準備書受理日 令和４年６月 29 日

（事業引継）

事業引継通知書受理日

事 業 者 名

令和２年 12 月 21 日

(株)ジャパンウィンドエンジニアリング

（事業引継）

事業引継通知書受理日

事 業 者 名

平成 31 年３月 14 日

(株)関電エネルギーソリューション

（仮称）今ノ山風力発電事業

建 設 地 土佐清水市及び三原村

事 業 者 名 日立サステナブルエナジー(株)

対 象 事 業 風力発電事業

規 模 出力 38,000 ㎾(最大)

(第１種事業)

配慮書受理日 平成 29 年３月 23 日

方法書受理日 令和元年 12 月９日

（事業引継）

事業引継通知書受理日

事 業 者 名

令和元年 10 月２日

くろしお風力発電(株)

（仮称）西予梼原風力発電事業

建 設 地 愛媛県西予市及び梼原町

事 業 者 名 電源開発(株)

対 象 事 業 風力発電事業

規 模 出力 47,300 ㎾(最大)

(第１種事業)

配慮書受理日 平成 30 年２月５日

方法書受理日 令和元年６月 25 日

（仮称）高知県国見山周辺における風力発電事業

建 設 地 香美市、本山町、大豊町

事 業 者 名 電源開発(株)

対 象 事 業 風力発電事業

規 模 出力 50,600 ㎾(最大)

(第１種事業)

環境影響評価制度 （自然共生課）
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表２【高知県環境影響評価条例に基づき実施した事業】

配慮書受理日 平成 31 年１月８日

方法書受理日 令和元年６月 25 日

準 備 書 受 理 日 令和４年６月 14 日

（仮称）三方山風力発電事業

建 設 地 仁淀川町

事 業 者 名 HSE（株）、荒川電工（株）

対 象 事 業 風力発電事業

規 模 出力 58,800kW（最大）

(第１種事業)

配慮書受理日 令和４年９月 20 日

（仮称）大藤風力発電事業 ※アセス手続完了

建 設 地 四万十市、四万十町

事 業 者 名 オリックス(株)

対 象 事 業 風力発電事業

規 模 出力 147,000 ㎾(最大)

(第１種事業)

配慮書受理日 平成 31 年２月 15 日

方法書受理日 令和元年６月 18 日

事業廃止通知書受理日 令和４年６月 24 日

（仮称）那賀・海部・安芸風力発電事業
※アセス手続完了

建 設 地 徳島県那賀町、海陽町及び馬路

村

事 業 者 名 那賀・海部・安芸風力発電(合)

対 象 事 業 風力発電事業

規 模 出力 94,450 ㎾(最大)

(第１種事業)

配慮書受理日 令和２年５月８日

方法書受理日 令和２年 11 月４日

事業廃止通知書受理日 令和４年８月 10 日

一般国道 493 号東洋北川道路 ※アセス手続完了

建 設 地 東洋町から北川村

事 業 者 名 高知県

対 象 事 業 一般国道(地域高規格道路)

規 模 ４車線・約７㎞(第２種事業)

方法書受理日 平成 12 年６月 29 日

事業廃止通知書受理日 令和２年２月４日

都市計画道路窪川佐賀線

建 設 地 窪川町(現四万十町)から佐賀

町(現黒潮町)

事 業 者 名 国土交通省

※アセス主体は高知県

対 象 事 業 一般国道(自動車専用道路)

規 模 ２車線・約 17 ㎞

(特別地域：鳥獣保護区）

(平成 15 年に法アセス第１種

事業から条例アセス第２種事

業※４に変更、規模縮小）

方法書受理日 平成 12 年 10 月 23 日

事後調査報告書受理日 令和３年 10 月 25 日（片坂バ

イパス区間）※窪川工区、佐賀工区については調査中

詳しい情報は、下記URLに掲載しています。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030701/

kochiasses.html

また、同条例の対象事業一覧表を次頁に示します。

準備書受理日 平成 15 年 12 月 11 日

評価書受理日 平成 16 年 11 月２日

事 後 調 査 実施中

都市計画道路佐賀四万十線（仮称）※アセス手続完了

建 設 地 黒潮町から四万十市

事 業 者 名 国土交通省

※アセス主体は高知県

対 象 事 業 一般国道(自動車専用道路)

規 模 ２車線・約 22 ㎞

(特別地域：鳥獣保護区)

第２種事業判定 平成 27 年 10 月 23 日

判 定 結 果 アセス手続不要

香南清掃組合まほろばクリーンセンター整備事業
※アセス手続完了

建 設 地 南国市廿枝

事 業 者 名 香南清掃組合

対 象 事 業 一般廃棄物焼却施設

規 模 処理能力 120t/日

(第１種事業)

方法書受理日 平成 23 年 10 月 27 日

準備書受理日 平成 25 年 11 月 28 日

評価書受理日 平成 26 年 6月 25 日

事後調査報告書受理日
(工 事 中 )

平成 27 年 12 月 22 日

事後調査報告書受理日 平成 29 年 8月 24 日

阿南安芸自動車道（奈半利－安芸） ※アセス手続完了

建 設 地 奈半利町から安芸市

事 業 者 名 国土交通省

対 象 事 業 一般国道(地域高規格道路)

規 模 ２車線・約 13 ㎞

(特別地域：県立自然公園)

第２種事業判定 令和３年５月 25 日

判 定 結 果 アセス手続不要

－用語解説－

※１ 方法書

環境アセスメントの調査の方法などを示した計画

※２ 準備書

方法書に基づき、調査・予測・評価した結果

※３ 評価書

準備書に対する意見を検討・反映した環境アセスメントの最終結果

※４ 第１種事業と第２種事業

第１種事業とは、必ず環境アセスメントを実施する事業をいう。

第２種事業とは、環境アセスメントを実施するかどうか個別に判定す

る事業をいう。

※５ 配慮書

事業の早期段階における環境配慮を図るために、環境の保全につい

て適正な配慮をするべき事項について検討を行った結果
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表３【高知県環境影響評価条例の対象事業一覧等】

事業内容 第１種事業の規模要件 第２種事業の規模要件

(１)道路

一般国道

４車線以上かつ長さ 10 ㎞以上 ４車線以上かつ長さが５㎞以上 10

㎞未満

(特別地域※１内)

２車線以上かつ長さが 10 ㎞以上

林道
幅員6.5m以上かつ長さが20㎞以

上

幅員 6.5m 以上かつ長さが 10 ㎞以

上 20 ㎞未満

農道
－ (特別地域内)

２車線以上かつ長さ 10 ㎞以上

(２)河川

ダム 貯水面積：100 ㏊以上 貯水面積：50 ㏊以上 100 ㏊未満

堰 湛水面積：100 ㏊以上 湛水面積：50 ㏊以上 100 ㏊未満

放水路 土地改変面積：100 ㏊以上 土地改変面積：50 ㏊以上 100 ㏊未満

(３)鉄道
普通鉄道 長さ：10 ㎞以上 長さ：５㎞以上 10 ㎞未満

軌道 長さ：10 ㎞以上 長さ：５㎞以上 10 ㎞未満

(４)飛行場 滑走路長：2,500m 以上 滑走路長：1,250m 以上 2,500ｍ未満

(５)電気事業

水力発電所 出力：３万㎾以上 出力：1.5 万㎾以上３万㎾未満

火力発電所 出力：15 万㎾以上 出力 7.5 万㎾以上 15 万㎾未満

風力発電所 出力：１万㎾以上 出力：5,000 ㎾以上 1万㎾未満

太陽光発電所 出力：４万 kW 以上

太陽電池発電所区域の面積 50ha

以上(特別地域を含む場合10ha以

上)又は森林伐採面積 20ha 以上

出力：２万 kW 以上４万 kW 未満

(６)廃棄物

最終処分場 埋立面積：30 ㏊以上 埋立面積：15 ㏊以上 30 ㏊未満

一般廃棄物

焼却施設

処理能力：100t/日以上 －

産業廃棄物

焼却施設

処理能力：100t/日以上 －

し尿処理施設 処理能力：100t/日以上 －

(７)公有水面の埋立て又は干拓 面積：50 ㏊を超えるもの 面積：25 ㏊以上 50 ㏊以下

(８)下水道終末処理場 計画排水量：２万㎥/日以上 －

(９)工場
最大排出ガス量：４万㎥/時以上

又は平均排出水量：１万㎥/日以上

－

(10)畜舎
豚舎 飼育頭数：5,000 頭以上 －

牛舎 飼育頭数：500 頭以上 －

(11)採土・採石 面積：50 ㏊以上 －

(12)土地区画整理事業 面積：100 ㏊以上 面積：50 ㏊以上 100 ㏊未満

(13)流通業務市街地整備 面積：100 ㏊以上 面積：50 ㏊以上 100 ㏊未満

(14)宅地造成 面積：100 ㏊以上 面積：50 ㏊以上 100 ㏊未満

(15)レクリエーション施設 面積：50 ㏊以上 －

(16)複合開発事業

各事業の面積比の合計が１以上

であるもの

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)/100＋Ｄ/50

Ａ：(12)の面積 Ｂ：(13)の面積

Ｃ：(14)の面積 Ｄ：(15)の面積

一つの事業として行われるものの

土地の面積合計が 50 ㏊以上である

もの

Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ≧50（単位は㏊）

Ａ：(12)の面積 Ｂ：(13)の面積

Ｃ：(14)の面積 Ｄ：(15)の面積

◎港湾計画 埋立又は掘込面積：150 ㏊以上 －
※１ この表における「特別地域」とは、次に掲げる地域をいいます。

(１)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条第１項の規定に基づき指定された鳥獣保護区の区域

(２)自然公園法第５条第１項の規定により指定された国立公園、同条第２項の規定により指定された国定公園又は高

知県立自然公園条例第５条第１項の規定により指定された高知県立自然公園の区域

(３)自然環境保全法第 14 条第１項の規定に基づき指定された原生自然環境保全地域、同法第 22 条第１項の規定に基

づき指定された自然環境保全地域又は高知県自然環境保全条例第14条第１項の規定に基づき指定された高知県自

然環境保全地域の区域
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１ 現状と課題
高知県では、連続テレビ小説「らんまん」の放

送を最大限生かすため、観光博覧会「牧野博士の

新休日～らんまんの舞台・高知～」を開催してい

ます。牧野博士ゆかりの四季折々の草花スポット

はもちろん、これまで磨き上げてきた「歴史」「食」

「自然」を県内外の多くの方々に体感いただき、

周遊・滞在型観光を推進しています。

自然を生かした体験や地域ならではの食文化、

歴史資源が楽しめる受入環境整備と観光客の周

遊促進につながる取組が求められています。

２ 施策の展開

（実施した取組）
滞在型観光・

体験型観光の推

進のため、豊かな

自然環境を活か

したアクティビ

ティやキャンプ

場、自然景観を生

かしたビュース

ポットの整備な

ど、市町村等が取り組む様々な観光拠点整備や観

光客の周遊促進につながる取組を支援していま

す。

また、四国４県で連携し、四国内のグリーン・

ツーリズムのスポットを紹介する HP や SNS の運

営、キャンペーンや研修の実施などにより、誘客

に向けた情報発信を行っています。

「思いっきり四国！88癒しの旅。」キャンペーン

の開催

四国内の農林漁家民宿や農家レストランなど、

グリーン・ツーリズム関連施設を対象施設とする

周遊キャンペーン（期間：令和４年８月～令和５

年１月）を開催し、本県の豊かな自然や滞在型観

光・体験型観光を満喫してもらうための PR を行

いました。

（実施しようとする取組）
新型コロナウイルス感染症の影響により、大き

な打撃を受けた本県の観光需要の回復を図るた

め、観光博覧会「牧野博士の新休日」を開催。こ

れまで磨き上げてきた県内各地の「歴史」「食」「自

然」などのコンテンツを最大限に生かすことで、

しっかりと地域経済に波及するよう観光客の周

遊促進につながる取組を進めていきます。

１ 概要
温泉法（昭和23年法律第125号）は、温泉の保

護、温泉の採取などに伴い発生する可燃性天然

ガスによる災害の防止、温泉の利用の適正を図

り、公共の福祉の増進に寄与することを目的と

しています。

温泉の掘削や増掘、動力を装置する場合又は

温泉を採取する場合には都道府県知事の許可、

温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合には、

都道府県知事又は保健所設置市長の許可が必要

となります。

・令和４年度の許可件数

温泉掘削０件、動力装置０件、増掘０件、

採取１件、利用０件（高知市を除く）

滞在型観光・体験型観光の推進

（地域観光課）

温泉の保護と利用 （薬務衛生課）
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１ 現況

自然公園は、国立公園・国定公園・都道府県立自

然公園の総称であり、その指定の目的は、優れた自

然風景地を保護するとともに、その利用の増進を図

り、国民の健康、休養及び教化に役立てることにあ

ります。

国立公園は、我が国を代表する優れた自然の風景

地を環境大臣が指定したもので、全国で 34 か所指

定されています。本県には、「足摺宇和海国立公園」

があります。

国定公園は、国立公園に準ずる優れた自然の風景

地を都道府県知事の申し出によって環境大臣が指

定したもので、全国で 57 か所指定されています。本

県には「室戸阿南海岸国定公園」「剣山国定公園」「石

鎚国定公園」の３か所があります。

都道府県立自然公園は、都道府県内の優れた自然

の風景地を知事が指定したもので、全国で 311 か所

指定されています。本県には、「手結住吉」「奥物部」

「白髪山」「横倉山」「横浪」「入野」「宿毛」「龍河洞」

「中津渓谷」「須崎湾」「興津」「安居渓谷」「四国カ

ルスト」「北山」「魚梁瀬」「梶ヶ森」「鷲尾山」「工石

山陣ヶ森」の 18 か所の県立自然公園があります。

また、海域公園地区は、国立公園又は国定公園区

域内の海域で景観の優れた地域を環境大臣が指定

したものです。本県には、足摺宇和海国立公園内の

「竜串」「沖の島」「樫西」「尻貝」「勤崎」の５地区、

13 か所があります。

※自然公園の箇所数：令和４年３月 31日現在

２ 利用状況
令和３年の利用者数（推計）は 7,288 千人と対前

年比で 476 千人増加しました。

（ ）は前年比

３ 保護管理

・自然公園指導員制度

自然公園の風景地を保護し、その利用の適正化、

特に動植物の愛護、自然環境の美化清掃及び事故

の予防などについて利用者への指導を行うため、

環境省及び県委嘱の自然公園指導員が、国立・国定

公園及び主要な県立自然公園においてボランティ

ア活動を実施しています。

４ 施設整備
自然とのふれあいを求める人々のニーズに適切

に対応するため、多様な自然環境を保全しつつ、

安全で快適な利用施設の整備や改修を進めていま

す。

令和４年度には、四国カルスト県立自然公園内

の津野町天狗高原にあるカルストキャンプ場等の

再整備を実施しました。

国 立 公 園 2,510 千人(▲216 千人)

国 定 公 園 1,638 千人(＋167 千人)

県立自然公園 3,140 千人(＋525 千人)

合 計 7,288 千人(+476 千人)

自然公園 （自然共生課）

カルストキャンプ場（津野町）足摺宇和海国立公園の柏島（大月町）
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令和４年３月末現在自然公園指定状況・面積（陸域）など

海域公園指定状況

区分

公園区分

高 知 県 全 国

箇

所

数

面 積

（ha）

県民１人

当たり面積

本県総面
積に対す
る 割 合

箇所数

面 積

（ha）

人口１人

当たり面積

国土総面
積に対す
る 割 合

国立公園 １ 6,041 89 ㎡ 0.85％ 34 2,195,638 176 ㎡ 5.81％

国定公園 ３ 8,133 120 ㎡ 1.15％ 58 1,494,468 120 ㎡ 3.95％

県立自然公園 18 33,330 493 ㎡ 4.69％ 310 1,912,806 153 ㎡ 5.06％

計 22 47,504 703 ㎡ 6.69％ 402 5,602,912 448 ㎡ 14.82％

公 園 名 海域公園地区名 位 置 指定年月日 箇所数 面積（ha） 備 考

足 摺 宇 和 海

国 立 公 園

竜 串 土佐清水市 昭和 47.11.10 ４ 49.1

竜串地区は

昭和 45.７.１及び

昭和 46.１.22 足摺

国定公園の時代に

指定されたもの

沖の島 宿毛市 〃 ５ 36.3

樫 西 大月町 〃 ２ 16.8

尻 貝 〃 平成７.８.21 １ 10.4

勤 崎 〃 〃 １ 8.3

計 13 か所 120.9

※日本の人口、国土面積
人口 令和４年 10 月１日現在 総務省統計局 本県 676 千人 全国 124,947 千人
面積 令和４年 10 月１日現在 国土地理院 本県 710,291ha 全国 37,797,326ha
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名 称 指定年月日 所 在 地

面 積

保 全 対 策
特別地区

普通

地区
計

鹿 島

(県指定)

昭 和 55.

８.15

幡多郡黒潮

町佐賀
4.7ha ― 4.7ha

暖温帯の常緑広葉

樹林の極盛相林

笹ヶ峰

(国指定)

昭 和 57.

３.31

いの町本川
504.0ha(うち 226.0ha

野生動植物保護地区)
―

504.0ha

(うち 226.0ha 野生動

植物保護地区)
冷温帯のブナ林の

気候的極盛林と亜

寒帯林の南限
愛媛県内

33.0ha(全地域野生動植

物保護地区)
―

33.0ha(全地域野生動

植物保護地区)

自然環境保全地域 （自然共生課）

自然環境保全地域一覧表

１ 概要

特に自然環境が優れた地域を将来にわたって

保全するため、国が自然環境保全法、県が高知

県自然環境保全条例に基づき、「自然環境保全

地域」を指定しています。

地域内における工作物の新築、増改築や、土地

の形質の変更及び木竹の伐採などの行為につい

ては制限があり、これらの行為を行う場合は、許

可申請あるいは届出が必要です。

鹿島自然環境保全地域（黒潮町）
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2023 地域資源を活かした産業振興

１ 概要

郷土の雄大な自然の中で、子どもたちが自由に

遊びながら、自然から学び、逞しく、心豊かに育っ

て欲しいとの願いを込めて、昭和 54年の国際児童

年を記念して香南市(旧香我美町及び旧夜須町)の

月見山に、敷地面積 20ha、総事業費 310,329 千円

で整備され、昭和 55 年 10 月に開設されました。

管理運営は、平成 18年８月から情報交流館ネッ

トワークを指定管理者に指定して行っています。

自然に親しむための大切なマナーを身につける

ことを目的として、園内にはくずカゴを設置せず、

ゴミの持ち帰り運動を推進しています。

２ 主な施設
（１）全体図

（２）フィールドアスレチックコース

※月見山こどもの森ホームページ

https://www.tukimiyama.sakura.ne.jp/

３ 令和４年度の主な活動実績
（１）環境教育・体験学習

ア 森の学校

月見山でのんびりと自然に触れ合う体験を

実施しました。

・木工教室

・木の実クラフト

・クリスマスリースづくり

イ 森と海の学校

毎年取り組んできた道の駅やす（愛称：ヤ・

シィパーク）と共催で実施しました。

・木工教室

・標本体験

「クリスマスリースづくり」内で作られたクリス

マスオーナメント

（２）地域との連携

地元住民団体などと連携し事業を行いました。

また、地元ボランティア団体などが開催する子

どもたちを対象としたイベントを積極的に支援

しています。

（３）出前教室

小学校や各種会館などへの出前教室を実施し

ています。令和４年度は児童クラブ等４か所４

回実施しました。

県立月見山こどもの森 （自然共生課）
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2023 地域資源を活かした産業振興

１ 概要

四国のみち（四国自然歩道）は、第３次全国総

合開発計画の自然環境保全に関する計画課題に

指定されたことを受け、国の長距離自然歩道６路

線の１つとして昭和 56 年度から平成元年度まで

に整備されました。

全長 1,545.6ｋｍで、四国霊場をはじめ各地に

点在する身近な自然や歴史に親しみながら、歩い

て四国を一周することができる歩道であり、高知

県ルートは足摺岬や横浪半島などの海岸線や、四

万十川、四国カルスト、龍河洞などの高知を代表

する多彩な自然景観や史跡が組み込まれた全 38

コース、総延長約 440ｋｍとなっています。また、

連絡路を含んだ高知県の全長は約 600ｋｍとなっ

ています。

四国４県の当初整備状況

県 名
関 係

市町村数

ルート

数

全 長（km）
事業費

（千円）
延長 連絡路 計

徳島 19 24 297.4 21.1 318.5 565,282

香川 23 28 265.7 0.0 265.7 454,900

愛媛 25 33 362.5 0.0 362.5 465,409

高知 27 38 440.4 158.5 598.9 459,682

計 94 123 1366.0 179.6 1545.6 1,945,273

四国のみち （自然共生課）

安芸ふるさとのみち看板

手結・月見山のみち
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2023 地域資源を活かした産業振興

１ 現状と課題

木は成長する過程で、光合成により大気中の二

酸化炭素を吸収し固定します。このため、森林か

ら伐採された木材を住宅などの建築資材として

利用することは、大気中の二酸化炭素を固定し続

けることになります。

また、木材は、鉄やコンクリートに比べて、材

料を製造する際の二酸化炭素放出量が少ないこ

とから、建築資材として木材を選択することは、

二酸化炭素の排出削減になります。

このようなことから、建築資材への木材利用は、

中山間地域の活性化だけでなく、地球温暖化対策

としても貢献することになります。

高知県には豊富な森林資源がありますが、住宅

（戸建て）における木造率は 93.0％（令和４年）

と全国平均を上回っているものの、非住宅分野で

の木造率は 11.8％（令和４年）となっており、木

材の需要を拡大していくことが重要です。

２ 施策の展開

（１）実施した取組

ア 住宅分野

住宅においては、県内産乾燥木材を構造材に使

用することを条件とした「こうちの木の住まいづ

くり助成事業」による支援を継続的に行い、良質

で長持ちし、安心して生活できる木造住宅の普及

と県産材の利用促進を図っています。

これまでの取組により、県産材を使用した木造

住宅への助成事業は定着しており、平成 16 年度

からの前身事業も含めると、助成件数累計で５千

戸を超えました。また、戸建て住宅の木造率も平

成 24年からは全国平均を上回っています。

こうちの木の住まいづくり助成事業

イ 非住宅分野

「脱炭素社会の実現に資する等のための建築

物等における木材の利用の促進に関する法律」へ

の改正により、木材利用を促進する建築物の対象

が、公共建築物から全ての建築物とされ、これに

年 度 H29 H30 R 元 R２ R３ R４

戸数（計） 347 313 322 291 265 250

新築・増築 337 303 309 276 254 231

リフォーム ６ 10 13 15 11 19

伴い「県産材利用推進方針」の変更と、本県の木

材利用に関する自主宣言を行いました。

県内全市町村においても「市町村方針」を令和

５年度中に改定する予定です。

県有施設の建築については、原則木造化として

取り組んでおり、令和４年度に建築した県有施設

の木造化率は、100％（５件中５件が木造化）とな

っています。

また、新たな木材需要の拡大を目指して、本県

では平成 25 年度に全国に先駆けて CLT の普及の

取組を開始しました。

CLT は新たな木質建築資材であり、建築物に使

用するにあたっては様々な課題を解決する必要

があるため、設計段階での課題を洗い出し、実施

設計に必要な実証実験などの支援等により、県内

では 47棟（令和５年３月末現在）の CLT 建築物が

完成しています。

さらに、令和５年４月から、脱炭素社会の実

現に向け、木造・木質化された建物を高知県環

境不動産として認定する制度をスタートさせま

した。

これらの取り組みにより、木材全般の利用の

拡大につなげていきます。

（２）実施しようとする取組

住宅分野では、令和元年度から「こうちの木の

住まいづくり助成事業」の木材を対象に JAS 製材

品への支援を開始しており、品質の保証された県

産木材の利用拡大を目指します。

非住宅分野では、県有施設の木造化を引き続き

進めるとともに、市町村などに対しても CLT 建築

物をはじめとする木造施設の紹介などを行い、木

造公共施設をはじめ、民間施設における木材利用

を推進します。

また、認定された高知県環境不動産のうち、更

に高い基準を満たしたものは、不動産取得税の免

除や容積率の緩和といった優遇措置を受けるこ

とができます。

このような木材利用の推進の取組を通じ、地球

温暖化防止への寄与にもつなげていきます。

UetaLABO
（令和３年 12 月完成［CLT を利用］延べ床面積 248m2）

CLT 建築などの県産材利用推進の取組

（木材産業振興課）
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2023 地域資源を活かした産業振興

１ 概要

木は、成長過程において大気中の二酸化炭素

（CO2）を吸収し固定します。この機能は伐採され

た後も続いており、木材を使って建物などを建築

することにより数十年にわたり CO2を固定するこ

とができます。

県産材の利用が温暖化防止に貢献することを

数値化することで、身近に感じていただくととも

に、県産材の需要促進を目指し、平成 20 年度から

県産材木造住宅などを対象に、木材中の CO2固定

量を算定し認証をするCO2木づかい固定量認証制

度に取り組んでいます。

２ 認証の対象と要件

（１）個人及び建売の県産木造住宅

ア 高知県産材を用いた新築の木造住宅であ

ること。

イ 認証申請者が対象となる家屋の建築主で

あること。

ウ 「こうちの木の住まいづくり助成事業※１」

若しくは「高知県産材住宅ローン※２」を

利用し（予定を含む）、又は「土佐の木の住

まい普及推進事業※３」の補助要件（１企

業あたりの補助金額の上限要件を除く。）

を満たすこと。

（２）県有及び市町村有の県産木造公共建築施設

ア 高知県産材を用いた新築の木造公共施設

であること。

イ 認証申請者は、施設を所管する課長である

こと。

（３）一般建築施設

ア 高知県産材を用いた公共建築施設以外の

新築の木造建築施設であること。

イ 認証申請者は、対象となる施設の建築主で、

認証を希望する者であること。

（４）県産木製品※４

ア 原則として、高知県内で製造される商品で

あること。

イ 認証申請者は、認証を希望する木製品の製

造業者の代表者であること。

３ 高知県 CO2 木づかい固定量認証専門委員会
CO2固定量の認証制度の仕組みづくりや審査基

準などを検討するため、高知県 CO2 木づかい固定

量認証専門委員会を設置しています。

４ 認証状況（令和５年３月末現在）

（１）総認証件数：1174 件

令和４年度の認証件数は、公共建築施設が７件、

一般建築施設が３件となっています。

（２）認証概要

認証件数の推移

令和元年度以降、県外のハウスメーカーからの

申請が伸びており、認証件数も増加傾向にありま

す。令和４年度は申請数が減少していますが、今

後も県内外を問わず、積極的な広報活動を実施し、

環境貢献の見える化と、県産材需要の促進を図り

ます。
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26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4
年度

個人住宅 公共建築施設

一般建築施設 木製品

年度 認証件数

平成 20 年度～

平成 27 年度
202

平成 28 年度 22

平成 29 年度 ９

平成 30 年度 14

令和元年度 ４

令和２年度 177

令和３年度 397

令和４年度 349

合計 1174

CO2木づかい固定量認証制度（自然共生課）

高知県 CO2 木づかい固定量認証専門委員会

※一般建築施設は平成 27 年度から認証対象に追加されました
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2023 地域資源を活かした産業振興

（３）認証までの流れ

５ 令和４年度に認証した公共施設

（１）県有施設
ア 高知南警察署鴨田交番

イ 高知国際中学校・高等学校 弓道場

（２）市町村有施設
ア 四万十市立あおぎ保育所保育室

イ 四万十市立川﨑保育所

ウ 四万十町立小鳩保育所

エ 香長小学校児童クラブ

オ 遊山四万十せいらんの里

中土佐町立久礼保育所

楠目小学校学童クラブ

申
請
者

申請
・申請書

・県産材使用明細書

・使用木材の納品書

・建物の写真

高
知
県

固定量計算

認 証

証書発行

申
請
者

受取

＜CO2 木づかい固定証書＞

－用語解説－

※１ こうちの木の住まいづくり助成事業

高知県内で新築、増築、リフォームを行う木造住宅に

対し、補助を行う事業です。

※２ 高知県産材住宅ローン

四国銀行が行っているローンで、高知県内で製材され

た国産の木材を住宅の構造材に 50%以上用いた住宅な

どに対し、「新規実行金利」、「店頭表示金利」より金利

を引き下げるものです。

※３ 土佐の木の住まい普及推進事業

土佐材パートナー企業※５として高知県外において高

知県産材の普及活動に努めていただいたうえで、県産材

を利用した建築などをしていただいた場合に、その県産

材利用量などに応じて補助を行う事業です。

※４ 県産木製品

県内で製造されたスギ又はヒノキなどの木製の家具、

小物などをいいます。

※５ 土佐材パートナー企業

高知県に登録された、高知県外で高知県産材を使用し

た住宅などの建築を促進するため、自ら積極的に県産材

の PR 活動を実施する工務店などのことです。

審 査
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2023 環境を守り次世代へつないでいくための人材育成と地域づくり

１ 概要

公営企業局は、甫喜ヶ峰風力発電所（平成 16

年運転開始、２基）で、地球環境にやさしい風力

発電所を運営しています。

また、風力発電を通して子どもたちに地球環境

への関心を持ってもらうことを目的として、職員

が学校などに出向き「風力エネルギー出前授業」

を実施しています。

ここ数年は、県立香北青少年の家で行われてい

る小学校５年生を対象とした宿泊研修の一コマ

としても、この出前授業を活用していただいてい

ます。

２ 体験を通した学習

出前授業では、まず風力発電や環境問題につい

ての基礎的な講義を行います。講義は、受講され

る子どもたちの学年を考慮した内容で実施して

います。

講義終了後は、ペットボトルで風車の羽根を作

成してもらいます。この羽根を風の力で回して電

気を起こし、発電量を計る実験を行っています。

また、授業で作成していただいた風車の羽根を

ご家庭の扇風機などで楽しめるように公営企業

局オリジナルの手持ち棒を配布しています。

その他、公営企業局では「風力エネルギーブッ

クレット」を作成しており、風力発電や再生可能

エネルギーについてわかりやすく学習していた

だけるよう、出前授業の際に冊子の配布を行って

います。

なお、出前授業の詳細な内容や申し込み方法に

ついては、公営企業局電気工水課のホームページ

に掲載しています。

※出前授業のご案内

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/6103

01/koueikigyou-chiiki-demae.html

令和４年度 出前授業実績

※新型コロナウイルスの影響により、

実施できておりません。

出前授業の様子

ペットボトル風車の発電量測定風景

ペットボトル風車の羽根と手持ち棒

地球環境や風力発電の出前授業

（公営企業局電気工水課）
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2023 環境を守り次世代へつないでいくための人材育成と地域づくり

１ 現状と課題

・高知県は豊かな森林をはじめ、様々な地域の魅力

があります。しかしながら子どもたちの自然体験

活動や地域と関わる機会は減少しています。

・中山間においては、小規模の学校が多いため、集

団で体験活動をする機会が限られています。その

ため、児童生徒が他者と協働して活動する機会が

減少する懸念があります。

・厳しい環境にある児童生徒の割合が全国平均を

大きく上回る本県では、経済的な理由で家庭や学

校を離れた自然に関わる体験の機会が限られてし

まうことが懸念されます。

２ 施策の展開

（実施した取組）
自然体験・集団活動を通じて、子どもの生きる力

を育成するため、小中学校等が学校行事として、青

少年教育施設等を活用して行う、森林環境学習や

自然体験などを含む２泊３日以上の宿泊体験活動

の経費に対して補助を行いました。また、NPO 法人

や青少年教育団体などの民間団体等が実施する概

ね高校生以下の児童生徒を対象とした１泊２日以

上の同活動に対して補助を行いました。

１ 参加校・参加団体、参加児童生徒数

学校⇒３校、民間団体等３団体、計 125 名

○小学校

須崎市立上分小学校、香美市立片地小学校、

梼原町立梼原小学校

○民間団体等

地域の応援隊 和、社会福祉法人ぷらうらんど、

こうちえがおプロジェクト

２ 開催場所

高知市立工石山青少年の家、高知県立幡多青少年

の家、香美市佐岡コミュニティセンター（廃校活用

施設）、須崎市立上分公民館、国立室戸青少年の家、

津野町体験交流施設「承葉塾」

３ 活動内容

○森林環境学習など、山や木に関わる活動

・製作体験 ・山、森林学習（森林と海の関わり）

・木工体験 ・サマークラフト ・流木クラフト

・ネイチャーゲーム

○その他の体験活動

・カヌー体験 ・シーカヤック体験

・スキムボード ・釣り、はえ縄漁体験

・キャンプファイヤー

・調理体験（羽釜＆飯盒炊飯）

・テント設営生活体験 ・段ボールテント作り

・天空の郷ウォーク ・天体観測 ・星空観察

○生きる力の変容（事前事後のアンケートより）

『自然体験学習アンケート』：参加校による生きる力の平均

○学校からの意見

・上級生を中心に互いに声を掛け合って活動する

姿が見られた。

・５年生が自主的にカレーを作ったり、レクリエー

ションを考えている姿を見ることができた。積極

性を感じられる場面が多々あった。

・学校と地域との連携を強める効果がある。

○保護者からの意見

・長期で集団行動をし、楽しさだけではなく難しさ

も学べたと思う。

・荷物の準備から、自分でやろうとする姿が見られ

た。家庭ではなかなか体験できないことを教えて

いただき、良い経験ができたと思う。

（実施しようとする取組）
令和４年度と同様に森林環境学習や自然体験な

どを含む宿泊体験について、学校行事として実施

するものは２泊３日以上、民間団体等が実施する

ものは１泊２日以上の取組について補助をします。

また、２泊３日での実施が難しい学校も少なか

らずあることから、学校が取り組みやすくなるよ

うな工夫を提案するとともに、民間団体等に事業

を周知することにより、児童生徒の自然体験活動

の充実に繋げていきたいと考えています。

81.8%

85.3%

78.0%

80.0%

82.0%

84.0%

86.0%

生きる力アンケート（全体）

事前 事後

自然体験型学習事業 （生涯学習課）
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2023 環境を守り次世代へつないでいくための人材育成と地域づくり

１ 現状と課題

・令和２年度に高知県社会教育委員会より、体験

活動を支える人材の育成等に関する提案がされま

した。高知県では私立学校を含め学校林を保有し

ている小中学校のうち、これらを活用しているの

は一部の小中学校となっています。

・その理由の一つに、指導者等の人材不足が挙げ

られており、地域で協力できる人材の育成が必要

であると考えられます。

・令和３年度より、森林活用指導者育成研修（全

４回）を実施し、延べ 32 名の方が参加しまし

た。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響も

あり、すべての研修に参加できた方は延べ 12名

でした。

２ 施策の展開

（実施した取組）

○第１回：令和４年 10月 29 日（土）

会場：認定こども園 若草幼稚園 すくすくの森

内容：里山を保全していくための整備活動

○第２回：令和４年 11月 26 日（土）

会場：高知県立森林研修センター情報交流館

内容：チェーンソー及び刈り払い機の基本操作や

安全管理、スウェーデントーチ、ロープワ

ーク、刈り払い機の実践

○第３回：令和５年１月 14日（土）

会場：高知県立青少年センター

内容：森林の活用の可能性について、森林浴体

験、多様な児童生徒とのコミュニケーショ

ンのあり方についての学習

○第４回：令和５年２月 14日（火）

会場：四万十町農村環境改善センター、

四万十町立東又小学校

内容：自己プロフィールの作成

学校林を活用した事業説明及び体験

（実施しようとする取組）

技能や環境教育に関する講義や演習を織り交ぜ

た魅力あるプログラムを設定します。学校林を活

用した演習では、実際に子供たちと関わりながら

環境学習を深めていきます。

あわせて、本事業への参加者を増やすために、幅

広い関係機関へ募集案内を送付したり、口コミを

広げたり周知を図ります。

また、研修修了者が各地域で森林環境教育を推

進できるよう、市町村教育委員会や関係機関に情

報提供することにより、児童生徒の森林環境教育

の充実に繋げていきたいと考えています。

森林活用指導者育成事業
（生涯学習課）
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2023 環境を守り次世代へつないでいくための人材育成と地域づくり

１ 現状と課題

森林研修センター情報交流館は、平成 11年４月

に、森林及び木の文化に関する情報の収集及び提

供並びに学習機会の提供と、森林に関するボラン

ティア活動などの支援を目的とした施設として開

館しました。平成 18年の指定管理者制度の導入に

伴い、情報交流館ネットワークを指定し、管理運営

を行っています。

情報交流館では、高知県の自然豊かな環境を次

世代に繋げ、その尊さ、素晴らしさ、大切さを伝え

ていく人材を育成するため、森づくり、自然体験、

木工クラフトの３コースからなる森林ボランティ

アリーダー養成講座を開催し、16 年間で延べ 917

人の修了生を輩出しました。より参加し易くする

ために、前年度に引き続き森づくり講座以外は１

回～４回の短期講座で行いました。本年度も多く

の方に受講していただき、情報交流館の取組の周

知とボランティア確保に努めました。

（令和４年度の受講生実績は 120 名）

２ 実施した取組

（１）森づくり講座（全８回）

チェーンソーや刈払機の技術、関係法令や安全

衛生などを学び、森林整備を実践するとともに、子

どもたちに森林の大切さを伝える人材を育成しま

す。

森づくり講座の様子

（２）その他の短期講座

１回～８回の短期講座を６講座開催。昨年度に

続き伐採から行う竹細工講座、グリーンウッド

（生木）ワーク講座では、木のスプーン作りやイ

スづくりなど、木工クラフトにおいても幅広い講

座を実施しました。

竹細工講座

グリーンウッドワーク イスづくり

その他、里山暮らし体験講座など、たくさんの

専門家、ボランティアの方々にご協力を頂きなが

ら、森林により高い関心を持つ人材を育成しまし

た。

里山体験講座の様子

３ 今後の取組

引き続きボランティア確保とリーダーの養成

が課題です。講座の修了生にボランティアとして

定着してもらい、その中からリーダーとなる人材

を育成する仕組みづくりを構築します。

森林研修センター情報交流館

森林ボランティアリーダー養成講座

(林業環境政策課）
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１ 概要
四万十高校は、平成 11 年から普通科に「自然環

境コース」を設置し、高知県の恵まれた自然環境を
生かした環境教育に関する取組を積極的に行って
います。
これまでに「森と川と海のつながりフィールド

ワーク」、「黒尊研修」など幅広く環境学習を行って
きました。

２ 施策の展開
（実施した取組）

コクヨ-四万十 結の森プロジェクト

（１）目的
森と川と海のつながりや、自然と地域のつな

がりを知り、四万十川周辺の環境を考え行動す
る人材となる。

（２）主催
コクヨ株式会社・四万十町森林組合
高知県立四万十高等学校

（３）開催日
① 令和４年７月 15日（金）
② 令和４年７月 16日（土）
③ 令和４年 11月 18 日（金）
④ 令和４年 11月 19 日（土）

（４）開催場所
四万十町大正

（５）実施内容
① 四万十高校プレゼンテーション

（参加者 20 名）
・結の森の活動
・水質調査方法説明
・令和３年度調査結果

② 清流度調査
（参加者 25 名）

③ 四万十高校プレゼンテーション
（参加者 20 名）
・結の森の活動
・モニタリング調査方法説明
・令和３年度調査結果

④ 協働の森「結の森」モニタリング調査

（参加者 25 名）

清流度調査（四万十町大正・檮原川）
清流度調査（四万十町大正・梼原川）

四万十高校プレゼンテーション

コクヨ-四万十 結の森

プロジェクトへの参加

（高等学校課・四万十高校）

「結の森」モニタリング調査（四万十町大正）
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１ 概要
牧野植物園は、高知県が生んだ植物学者・牧野富

太郎博士の偉業を顕彰する施設として、昭和 33年４

月に高知市五台山に開園しました。

多様なニーズに応えるため、平成 11年に「牧野富

太郎記念館」、平成 22 年には新温室を整備し、平成

30 年の夜間開園の拡充、平成 31 年の「こんこん山

広場」や「ふむふむ広場」のオープン、常設展示室の

リニューアルなど、進化を続けています。

植物園地は 20.5ha（うち 7.8ha を供用）、主要施

設として、牧野富太郎記念館（本館、展示館）、回廊、

温室、土佐寒蘭センター、長江圃場などがあり、レ

ストラン、ショップ、カフェも運営しています。
常設展示室「展示館シアター」

２ 運営主体
公益財団法人高知県牧野記念財団を指定管理者に

指定（R３.４.１～R６.３.31）

３ 令和４年度の主な植物園活動実績など
牧野植物園では、植物に親しみながら、植物の大

切さや自然環境の保護保全について改めて考えてい

ただく機会を提供するため、各種教室やイベント、

展示活動等を行っています。

（１）植物教室

植物についての知識の普及を目的とした教室など、

社会のニーズを意識した実践的かつ幅広い内容で教

室を実施しています。

・「草花を描く」「ふれあい植物観察会」「ハーブの

教室」「くらしの植物教室」など

（２）子ども向け体験教室

いろいろな体験を通して子どもたちに五感で自

然を感じてもらうことを目指して実施しています。

・「春の草花とふれあおう！」｢植物を描こう！」

｢ふむふむ広場の草花で押花づくり」など

（３）学習プログラムなど

遠足や校外学習で来園される未就学児や児童生

徒に対し、学習プログラムやクイズ形式の解説を実

施するとともに、出前授業など幅広く植物について

学ぶ機会を提供しています。

・学習プログラム「フィールドクイズ」「空とぶ

タネ」「植物観察」など

（４）企画展関連イベントなど

植物に興味・関心を抱き、植物園に足を運んで

もらうきっかけづくりとして、植物や牧野富太郎

博士に関連した催しや、生きた植物の展示や教室、

夜間イベントなどを開催しています。

・「春のフラワーショー」「植物スタンプラリー」

「夜の植物園」「ラン展 温室美術館」「桜の宵」

など

こんこん山広場での春のフラワーショー

（５）その他

来園者への展示解説・植物解説、園外への講師

派遣などを行っています。

※令和４年度入園者数:214,304 人

４ 研究型植物園として
牧野富太郎博士の研究業績を受け継ぎ、県内の自

然環境を保全するための研究、調査を実施し、野生

植物の分布や生育地の状況の把握に努めています。

また、県内で栽培が可能と思われる薬用植物資源

の品目の選定を行い、県内農家で実証試験栽培を行

うなど、研究結果を県の産業振興に結び付けること

を模索しています。

さらに、ミャンマーやソロモンで収集した豊富な

植物の有用性を見出すためのエキスライブラリー

化を進め、県内外の大学や企業との共同研究により、

新薬や機能性食品などへ利用可能な植物の探索を

行っています。

※牧野植物園ホームページ

https://www.makino.or.jp/

県立牧野植物園 （自然共生課）
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１ 森林環境プログラムの実施
甫喜ヶ峰森林公園は、昭和 53 年に開催されま

した第 29 回全国植樹祭の会場として整備された

後、県民の憩いの場、児童・生徒の学習の場とし

て多くの県民の皆様に親しまれています。

公園の設置目的である、「県民への森林に関す

る知識の普及を図り、もって森林愛護の思想を高

める」ために、森林環境プログラムを実施してい

ます。

県立甫喜ヶ峰森林公園の様子

（１） 森の贈りもの届けます事業

学校関係の利用促進と森林環境学習の充実を

図るため、森林環境学習、間伐体験、自然観察、

ネイチャーゲーム、クラフトなどの体験プログラ

ムを公園内で行ったり、学校などへの出張により

実施しています。令和４年度は 95 件（参加人数

7,809 人）でした。

（２） 里山林体験事業

里山林をうまく生活に取り込んでいた時代に

行われてきたことや里山林の成り立ちや仕組み

について学習する機会として、しいたけの生態や

発生の仕組み、実際のコマ打ち体験などのプログ

ラムを年間を通じて実施しています。令和４年度

は４件（参加人数 138 人）でした。

（３） 森あそび体験事業

小学校４年生までの児童とその保護者を対象

とし、“森あそび”として公園内での子どもの遊び

場づくりをしながら自然体験活動をする事業で、

年間を通じて実施しています。令和４年度は３件

（参加人数 56人）でした。

県立甫喜ヶ峰森林公園 （林業環境政策課）

ブッシュクラフト体験

（ブッシュクラフトチェア作り）

コケ玉作り

しいたけコマ打ち体験
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１ 概要
県民の行う環境活動に対する支援や環境学習及

び地球温暖化防止活動の推進拠点となる「環境活

動支援センターえこらぼ」は、平成 18 年 4 月に開

設され、環境情報の発信や環境学習講師の派遣、環

境イベントの開催などの事業を実施しています。

２ 令和４年度の主な活動実績

（１）情報発信

メールマガジンやホームページなどで、イベン

ト情報の紹介や、環境活動団体及び環境学習講師

の情報を提供しました。

（２）環境学習の支援

環境学習講師の紹介・派遣により地域や学校で

の環境学習の支援を行いました。

また、環境学習の機会を提供するため、環境絵日

記コンテストを開催しました。

さらに、環境省が行うこどもエコクラブ事業の

県事務局として、子どもたちが地域の中で楽しみ

ながら自主的に行う環境学習や実践活動を支援し

ました。

ア 環境学習講師派遣

学校や地域のイベントなどへ、えこらぼに登

録している環境学習講師を紹介・派遣しました。

講師紹介・派遣件数：80 件

環境学習受講者数 ：2,942 人

イ 環境絵日記コンテスト

県内の小学生を対象に、環境について考え、行

動したことを絵日記に表現することで環境への

意識や理解を育むことを目的とした「環境絵日

記コンテスト」を実施しました。

参加学校数：83 校

応募作品数：3,586 作品

高知「環境絵日記」表彰式（令和４年 11月 26 日）

ウ こどもエコクラブ事業

こども達の地域での環境保全活動、環境

学習に対する講師の派遣を行いました。ま

た、こども壁新聞展・交流発表会を３月に

開催し、情報交換・意見交換を行いました。

こどもエコクラブ登録数 16 クラブ

（令和５年３月 31日現在）

（３）環境学習プログラムリストの配布

学校・地域における環境学習機会の提供を拡大

するため、環境学習プログラムリストを配布しま

した。

・小学校向けプログラムリスト

配布先：県内の小学校

各市町村教育委員会など

・中学校及び高等学校向けプログラムリスト

配布先：県内の中学校及び高等学校

各市町村教育委員会など

・社会人向けプログラムリスト

配布先：県内の公民館、集落活動センター

各市町村教育委員会生涯学習課など

（４）生物多様性こうち戦略推進リーダー養成講座

「生物多様性こうち戦略」を推進するため、生

物多様性の保全や普及などに関しての専門性を有

する先導的な人材の育成を行いました。

・日 時：令和４年７月２日(土)13:30～15:30

・受講者：15名（会場５名、オンライン 10 名）

（５）生物多様性の意義の普及・啓発

生物多様性という言葉とその意義を広く県民が理

解し、一人ひとりのライフスタイルが生物多様性に

配慮した行動に変わっていくよう取り組んでいます。

ア 表彰事業

地域における生物多様性の保全と持続可能な利

用につながる取組などを表彰する事業「令和４年

度 ふるさとのいのちをつなぐ こうちプラン大賞」

を開催（９組の応募）。

イ 普及啓発キットの貸出

生物多様性こうち戦略推進リーダーの活動支

援を目的に、普及啓発キットの貸出を行いまし

た。（活用実績：９回）

（６）環境イベントの開催

「環境活動見本市 in室戸市 －東部のエコ大集

合－」の開催

高知県東部地域の環境活動団体や環境学習講

師の活動を地域に紹介するとともに、学校や生

涯学習の場への環境学習講師紹介・派遣の普及

を図ることを目的とする、体験型環境学習イベ

ントを開催しました。

環境活動支援センターえこらぼの活動

（自然共生課）

132



2023 環境を守り次世代へつないでいくための人材育成と地域づくり

・日時：令和４年 12 月 24 日(土)10:30～15:00

・会場：室戸世界ジオパークセンター

・来場者：124 名

・出展者：14 団体・個人

環境活動支援センターえこらぼ

令和４年度管理運営団体

特定非営利活動法人 環境の杜こうち

所在地：高知市旭町３丁目115番地

こうち男女共同参画センター３F

TEL：088-802-7765 / FAX：088-802-2205

E-Mail：center@ecolabo-kochi.jp

ホームページ：https://ecolabo-kochi.jp/
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名称 こうち山の日推進事業費補助金

対象団体 市町村等、高知県内に事務局等を置く法人若しくは任意団体

対象事業

　「こうち山の日」の制定趣旨に沿った普及啓発に資する取組を総
合的に支援する。
　・森づくり
　　　①間伐
　　　②環境整備
　　　③植栽

　　　④竹林整備
　・木使い
　　　⑤木工
　　　⑥木材普及
　・森林体験と教育
　　　⑦森林体験
　　　⑧森林環境教育

助成率
定額（事業実施主体が市町村等の場合は1/2）
補助限度額：上記①～⑧　250千円

特記事項 公益社団法人高知県森と緑の会からの間接補助事業

問い合わせ先
林業環境政策課　木の文化担当
〒780-0850　高知市丸ノ内1-7-52
ＴＥＬ　088-821-4586

名称 山の学習支援事業費補助金

対象事業
（１）「総合的な学習の時間」等において年間を通して森林環境学
習を実践する事業

（２）山の一日先生を派遣する事業

対象団体

（１）市町村、市町村教育委員会、学校組合、県内で小中高等学
校を運営する学校法人又はその私立小中高等学校、国立大学法

人高知大学に付属する小中学校等
（２）市町村等、高知県内に事務所等を置く法人若しくは任意団体
又は高知県内に居住する個人

助成率

定額（事業実施主体が市町村等の場合は1/2 （２）のみ）
（１）補助限度額：50人未満　200千円
　　　　　      　　　　50人以上100人未満　　400千円
　　　　　　      　　　100人以上200人未満　600千円
　　　　　　      　　　200人以上300人未満　800千円

　　　　　        　　　300人以上　1,000千円 
（２）補助限度額：750千円

特記事項 公益社団法人高知県森と緑の会からの間接補助事業

問い合わせ先
林業環境政策課　木の文化担当
〒780-0850　高知市丸ノ内1-7-52
ＴＥＬ　088-821-4586

名称   造林事業（森林環境保全整備事業）

対象団体 市町村、森林組合、生産森林組合、森林経営計画作成主体　等

対象事業

森林環境保全整備事業
　①森林環境保全直接支援事業
　　持続的な森林経営を実現するため、森林経営計画の作成者等
　　が施業の集約化を通じて計画的に行う搬出間伐等の森林整備
　②特定森林再生事業
　　自然条件等の理由で更新が困難な森林の人工造林等

助成額 知事が定める標準事業費に対する補助率以内

助成率

森林環境保全整備事業
　①森林環境保全直接支援事業
　②特定森林再生事業
　　知事が定める基準で査定した額の４/１０

問い合わせ先

安芸林業事務所　　（TEL: 0887-34-1181）
中央東林業事務所　（TEL: 0887-53-0655）
嶺北林業振興事務所（TEL: 0887-82-0162）
中央西林業事務所　（TEL: 088-893-3612）

須崎林業事務所　　（TEL: 0889-42-2371）
幡多林業事務所　　（TEL: 0880-35-5977）
木材増産推進課　　（TEL: 088-821-4602）
各地域の森林組合

名称   高知県みどりの環境整備支援事業

対象団体 県が補助する森林整備事業（造林事業）の実施主体

対象事業

みどりの環境整備支援事業
CO2吸収効果の高い人工林の除伐、保育間伐を促進することで、
森林の荒廃を防止し、森林の持つ公益的機能が効果的に発揮さ
れるよう森林を整備
(森林環境譲与税を財源とした市町村の交付金等を受ける事業を
除く)　
（１）除伐（不用木の除去）…３～５齢級
（２）保育間伐Ａ（不良木の淘汰）…３～７齢級

     保育間伐Ｂ（伐採木の平均胸高直径が18cm
　　        　　　　 未満の不良木の淘汰）…３～９齢級
　　 保育間伐Ｃ（不良木の淘汰）…３～９齢級
　　 保育間伐Ｄ（不良木の淘汰）…３～９齢級　
　　 ※保育間伐Ｃは造林事業のうち環境林整備事業に限定

助成額

定額　除伐=37,000円/ha
　　　  保育間伐Ａ=41,000円/ha
　　　  保育間伐Ｂ=37,000円/ha
　　　  保育間伐Ｃ=27,000円/ha
　　　  保育間伐Ｄ=39,000円/ha

助成率 定額

問い合わせ先

安芸林業事務所　　（TEL: 0887-34-1181）
中央東林業事務所　（TEL: 0887-53-0655）
嶺北林業振興事務所（TEL: 0887-82-0162）

中央西林業事務所　（TEL: 088-893-3612）
須崎林業事務所　　（TEL: 0889-42-2371）
幡多林業事務所　　（TEL: 0880-35-5977）
木材増産推進課　　（TEL: 088-821-4602）
各地域の森林組合

補助金及び融資制度
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名称    森の工場活性化対策事業

対象団体 森の工場事業実施計画の承認を受けた林業事業体等

対象事業

　森の工場における搬出間伐等の施業の推進に必要な次の事業
に対して支援する。

１　森の工場活性化対策事業費補助金
  ①間伐材搬出支援事業
　　６齢級～標準伐期齢の2倍までの人工林における搬出間伐に
　　要する経費
  ②作業道整備事業
　　効率的な作業システムの構築に必要な路網の整備に要する
　　経費

２　林内路網アップグレード事業費補助金
  木材の安定供給及び効率的な木材搬出のための路網の改良・
　災害復旧等に要する経費

助成額

１-①:一般用材並びにチップ等端材（間伐材）

　下限30m3/ha、上限80m3/ha
　補助対象期間は森の工場ごとに新規承認から５か年間
　ただし、台風や豪雨による路網の災害復旧及び新型コロナウイ
ルスの影響によるものは最大5年間延長できる

２  ：１か所の補助金が10万円以上であること

助成率

1-①: 定額900円/m3

1-②: 造林事業等の補助対象事業費（木材安定供給推進事業に

　　　あっては査定事業費）の12％以内
　　　（造林事業の補助率が10分の４である場合にのみ、当該事
　　　　業の補助対象とする）
　　　ただし、造林事業等の補助金額と当事業の補助金額の合計
　　　が事業費（実行経費）を上回る場合は、事業費から造林事業
　　　等の補助金額を差し引いた額以内

２  : コンクリート路面工、路盤工、路面整備…定額
　　　改修又は補強・復旧…50%以内

問い合わせ先

木材増産推進課　原木増産担当
〒780-0850　高知市丸ノ内1-7-52

TEL　088-821-4876
FAX　088-821-4576
Ｅ－mail　030301@ken.pref.kochi.lg.jp

名称

対象団体
森林組合、生産森林組合、森林所有者（自伐林家等を含む。）、林

業者、林業事業体等

対象事業

１ 公益林保全整備事業
　保安林及び市町村森林整備計画に規定する公益的機能別施業

森林で、国庫補助事業の対象とならない人工林の保育間伐
対象林齢：３齢級以上
   ※森林環境譲与税を財源とした市町村の交付金等を受ける
　　　事業を除く

２ 森林整備支援事業
　市町村森林整備計画で定める機能区分を問わず、国庫補助事
業の対象とならない間伐及び作業道の整備

 (１)搬出間伐実施事業：伐採及び搬出集積
　　　　　　　　　　　　　　　（スギ：7～14齢級、ヒノキ：7～18齢級）
 (２)作業道整備事業：間伐材の搬出等を行うのに必要な作業道

助成額

定額
　保育間伐：80,000円/ha
　搬出間伐：183,000円/ha（間伐率30%）
                 122,000円/ha（間伐率20%）
　作業道開設：500～1,500円/m　等

助成率 定額

問い合わせ先

安芸林業事務所　　（TEL: 0887-34-1181）
中央東林業事務所　（TEL: 0887-53-0655）
嶺北林業振興事務所（TEL: 0887-82-0162）
中央西林業事務所　（TEL: 088-893-3612）
須崎林業事務所　　（TEL: 0889-42-2371）
幡多林業事務所　　（TEL: 0880-35-5977）
木材増産推進課　　（TEL: 088-821-4602）

各地域の森林組合

   高知県緊急間伐総合支援事業

名称 高知県木の香るまちづくり推進事業費補助金

助成額

次の上限額と下記の助成率によって予算の範囲内で補助
◆上限度額 
　①～③１施設当たり4,000千円及び１事業者当たり5,000千
　円まで
　（ただし、小・中学校の内装木質化については限度額
　  10,000千円）
◆下限度額　
　①～③補助金額25,000円以上

対象団体

①社会福祉法人、医療法人、財団法人、県内に事務所を置く企  
業、団体等
②社会福祉法人、学校法人、財団法人、その他認可外保育施設
の設置者
③市町村（一部事務組合を含む）、市町村教育委員会（一部事務
組合を含む）

対象事業

①木材活用施設等整備
   玄関・ロビーその他県民の目に触れる機会が多い公的空間にお
ける、内外装の木質化及び木製品の導入を行う事業
②学校関連環境整備
   県内の幼稚園､保育施設､小学校､中学校、高等学校、大学、専
門学校、その他子どもたちの利用が多い放課後児童クラブや図書

館などの木質化、木製品の導入を行う事業
③市町村関連施設等整備
   ①木材活用施設等整備及び②学校関連環境整備の事業内容
に該当するもののうち、県内の市町村が主体となって行う事業

助成率 1/2以内

問い合わせ先

木材産業振興課　需要拡大担当
〒780-0850　高知市丸ノ内1-7-52　
TEL　088-821-4593
FAX　088-821-4594
E-mail　030501@ken.pref.kochi.lg.jp

136



2023 参考資料

名称 高知県木質資源利用促進事業費補助金

対象団体 市町村、農業協同組合、民間事業者等

対象事業

　森林資源を活かした循環型社会の形成、新たな産業及び雇用の
創出、2050年カーボンニュートラルの実現並びに2030年温室効果
ガス排出削減目標の達成に向け、木質バイオマスエネルギーの地
域循環利用の促進を図るため、事業主体が木質バイオマス利用施
設の整備や木質バイオマスの利用を行う事業

◆事業メニュー

　①木質バイオマス利用施設等整備
　　木質バイオマスエネルギー利用施設及び加工流通施設
　　の整備に要する経費
　〔対象施設〕
　　木質資源利用ボイラー、吸収冷凍機、木質燃料製造施設等

　②熱利用原木確保緊急対策
　　熱利用向け木質燃料製造に必要な原木の仕入れに係る経費　
　〔対象経費〕原木購入費

　③木質バイオマス利用コスト支援

　　燃焼灰を取り扱うために必要な経費
　〔対象経費〕回収・運搬費、検査・分析費、処分費等

　④地域脱炭素移行・再エネ推進
　　木質バイオマス熱利用設備の導入に要する経費
　〔対象施設〕
　　木質資源利用ボイラー等

助成額
下記の助成率により予算の範囲内で補助。ただし対象事業のうち
②については上限額あり

助成率

①2/3以内、1/2以内、1/3以内、15％以内（一部上限あり）
②1/2以内、上限2,000円/t
③1/2以内
④2/3以内

問い合わせ先

木材産業振興課　加工促進担当
〒780-0850　高知市丸ノ内1-7-52　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
TEL　088-821-4591

FAX　088-821-4594
E-mail　030501@ken.pref.kochi.lg.jp

名称 こうちの木の住まいづくり助成事業費補助金

対象団体

・高知県内に住宅を建築・取得される方※
・高知県内に住宅を所有されている方でリフォーム工事をされる方
※
 　※賃貸を目的とするものを除く

対象事業

・高知県内に建築する木造住宅（一部非木造混構造含）
・高知県内に存在する既存木造住宅（一部非木造混構造含）
＊内装木質化にあっては、住宅であること
①延べ面積の過半の用途が住宅であること。
②新築、増築の場合は、基本部位の80％以上に高知県内産乾燥
木材を使用すること。

③リフォームの場合は、リフォーム工事部分に高知県内産乾燥木
材を使用すること。
④「瑕疵担保責任保険加入住宅」であること。
⑤住宅の引渡前、またはリフォーム工事完了前に申込を行うこと。

助成額

①基本部位、その他の部位
　県内産JAS製品の使用量１㎥当たり20,000円
　県内産JAS製品以外の使用量１㎥当たり11,000円
②内装木質化（居室に限る。押入及び収納部分を除く）
　高知県内産乾燥木材の使用面積１㎡当たり2,000円
③長期優良認定住宅の場合は、１棟あたり10万円を加算
④児童手当を受ける児童が２人以上居る場合は②で算出された金
額を加算
　※①+②+③+④の合計金額の上限は80万円
（予算の範囲内）

助成率

・地域型住宅グリーン化事業のうち、地域材加算がないものと併用
可能 
・地域型住宅グリーン化事業と併用する場合は、長期優良住宅の

加算 （10万円）は不可
・補助対象経費が区分できる場合は、住宅耐震化促進事業と併用
可能 

問い合わせ先

木材産業振興課　需要拡大担当
〒780-0850　高知市丸ノ内1-7-52　
TEL　088-821-4592
FAX　088-821-4594
E-mail　030501@ken.pref.kochi.lg.jp
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名称 高知県豊かな環境づくり総合支援事業費補助金

対象団体

高知県内の次のいずれかに該当する団体
　(１)公益社団法人又は公益財団法人
　(２)県内で特定非営利活動を行う特定非営利活動法人
　(３)地球温暖化防止県民会議の会員（市町村を除く。以下「会員」  
という。）又は会員が代表構成員となる実行委員会が事業主体と
なり、高知県地球温暖化防止県民会議幹事会において適当であ
ると認められた事業を行うもの
　(４)地域の多様な主体から構成された協議会

　(５)非営利の任意団体で規約等が定められており、継続的な活
動が行われている団体又は構成員が継続的に行っている活動を
引き継いで設立された団体

対象事業

　「高知県環境基本計画第五次計画」を効果的に実行するため、
県の環境政策と連携した取組を総合的に支援する。

１　一般事業
　環境基本計画の方向性に沿った県内で行う取組であり、次に掲
げる３つの
基本戦略のいずれかに資すると認められるハード事業又はソフト事
業とする。
　(１)地球温暖化への対策

　(２)循環型社会への取組（３Rの推進等）
　(３)自然環境を守る取組

２　ステップアップ事業
　一般事業の実施を目指すために必要となるソフト事業

助成額
１　一般事業　：　１団体当たり10万円以上、50万円以下

２　ステップアップ事業　：　１団体当たり20万円以下

助成率 　定額

問い合わせ先
自然共生課
〒７８０-０８５０　高知市丸ノ内１－７－５２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
TEL　０８８-８２１-４５５４

名称

対象団体

・環境保全型農業を実践する生産者組織
・有機ＪＡＳ認定を受ける生産行程管理者
・有機農業に取り組む農業者が組織する団体
・施設園芸において脱炭素に取り組む生産者組織

対象事業

①化学合成農薬低減に必要と認められる資材・設備等の導入に要
する経費
②常温煙霧機の導入に要する経費
③養液栽培における廃液処理装置の導入に要する経費
④有機ＪＡＳ認定に要する認定手数料（基本料金、検査員人件費、
検査員旅費等）
⑤有機農業に取り組む農業者が組織する団体が、有機栽培
技術習得・実証に要する経費

⑥施設園芸において燃油使用量及び二酸化炭素排出量の低減に
有効なヒートポンプの導入に要する経費

助成額

次の補助対象限度額と下記の助成率によって予算の範囲内で補
助
　① 50万円/10a
  ②上限なし
  ③200万円/台
  ④ 15万円/件

  ⑤ 20万円/団体
　⑥上限なし　　　

助成率 1/3以内（①、②、③、⑥）、 1/2以内（④、⑤）

   高知県みどりの食料システム戦略推進補助金

問い合わせ先

環境農業推進課

〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52
TEL　088-821-4545
FAX　088-821-4536
E-mail　160501@ken.pref.kochi.lg.jp

名称

対象団体

１　対象者は、農業者の組織する団体を基本とする（国の掲げる
    要件を満たしたうえで市町村が特に認める場合は単独で対象
   者となる場合もある）。

２　１の団体の構成員又は単独で対象者と特に認められる農業
    者は次の要件を満たす必要がある。
　　①主作物※について、販売することを目的に生産を行っている
     こと
    ②みどりのチェックシートの取組を実践していること
    ③環境保全型農業の取組を広げる活動に取り組むこと

※主作物・・・化学肥料及び化学合成農薬の使用を県慣行レベル

                  の原則５割以上低減する取組又は有機農業の取組
                  対象の作物

 

対象事業

○化学肥料、化学合成農薬を県の慣行レベルから5割以上低減
 する取組と
　①カバークロップ
　②堆肥の施用

　③リビングマルチ（うち、小麦・大麦など）
　④草生栽培
　⑤不耕起播種
　⑥長期中干し
　⑦秋耕
  ⑧冬期湛水管理
　⑨土着天敵の温存利用技術
　⑩インセクタリープランツの植栽
  のいずれかを組み合わせた取組

○有機農業の取組
  （化学肥料、化学合成農薬を使用しない取組）

助成額

取組面積10aあたり
①6,000円以内、②4,400円以内、③5,400円以内、④5,000円以内
⑤3,000円以内、⑥800円以内、⑦800円以内、⑧8,000円以内

⑨8,000円以内、⑩8,000円以内

有機農業は12,000円以内
（ただし、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り
 2,000円を加算）

助成率 定額（国1/2、県1/4、市町村1/4）

特記事項
市町村によっては、本事業に取り組んでいない場合もありますの
で、事前に市町村にご確認ください。

   環境保全型農業直接支払交付金

問い合わせ先

環境農業推進課
〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52
TEL　088-821-4545
FAX　088-821-4536
E-mail　160501@ken.pref.kochi.lg.jp
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名称

対象団体
農業者及び地域住民等で構成される集落ぐるみでの共同活動実
践組織（以下、「活動組織」という）

対象事業

農村地域の過疎化、高齢化等の進行に伴い、適切な保全管理が
困難になった農地法面の草刈りや農業用水路の泥上げといった農
業用水路や農道等の資源保全活動【基礎活動】、農村の自然環
境や景観の保全等の活動【農村環境保全活動】に要する経費を交

付する仕組みです。

【基礎活動：農地維持支払交付金】
・農地や農業用水等の資源を維持、保全する取組

【農村環境保全活動：資源向上支払交付金（共同）】
　①生態系を保全する活動
  （生物の生息状況調査や在来生物の育成等）
　②水質を保全する活動

　（水質モニタリング調査等）
　③景観形成や生活環境を保全する活動
　（農用地等を活用した景観形成活動等）
  などの、農村の環境を保全し、向上させる取組

助成額

定額（対象農用地１０アール当たり）

【基礎活動：農地維持支払交付金】
　　田：3,000円　畑：2,000円　草地：250円

【農村環境保全活動：資源向上支払交付金（共同）】
①資源向上支払交付金（長寿命化）に係る活動には取り組まない
活動組織
　　田：2,400円　畑：1,440円　草地：240円

②資源向上支払交付金（長寿命化）に係る活動にも取り組む活動
組織、及び農地・水保全管理支払の取組を含め５年間以上活動に
取り組んでいる活動組織
　　田：1,800円　畑：1,080円　草地：180円

問い合わせ先

農業政策課　
〒780-0850　高知市丸ノ内1-7-52
TEL　088-821-4511　FAX　088-821-4519
E-mail　162201@ken.pref.kochi.lg.jp 

 多面的機能支払交付金
 (農地維持支払交付金、資源向上支払交付金(共同)）

名称 中山間地域等直接支払交付金

対象団体

　以下のいずれかに該当する者
（１）集落協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を
　　行う農業者等
（２）個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を
　　行う認定農業者等

対象事業

中山間地域等で取り組まれている農業生産活動は、洪水や土砂
崩れの防止や美しい風景や生き物のすみかを守るといった広く国
民全体に及ぶ効果（農業の有する多面的機能）をもたらすもので

す。
農業の有する多面的機能を発揮するため、集落等を単位に、農用
地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従っ
て農業生産活動等を行う農業者等に面積に応じて一定額を交付す
る仕組みです。

1　制度の対象となる地域及び農用地
　地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準
を満たす農用地

2　対象行為
　交付金の交付の対象となる行為は、協定に基づき、5年間以上
継続して行われる農業生産活動等

【農業生産活動等（必須事項）】
適正な農業生産活動を通じた耕作放棄の防止、農道の草刈り、水
路の清掃、農地法面の定期点検（崩壊防止）、協定農用地への
柵・ネットの設置（鳥獣害の防止）等
【多面的機能を増進する活動（選択的事項）】

土壌流亡に留意した営農、体験民宿（グリーン・ツーリズム）、魚類
や昆虫類の保護（ビオトープの確保）、冬期湛水や不作付地での
水張りによる鳥類の餌場の確保、景観作物の作付等

助成額

 定額　（対象農用地10アール当たり）

田：急傾斜（1/20以上）21,000円、緩傾斜（1/100以上）8,000円
畑：急傾斜（15度以上）11,500円、緩傾斜（8度以上）3,500円
草地：急傾斜（15度以上）10,500円、緩傾斜（8度以上）3,000円
採草放牧地：急傾斜（15度以上）1,000円、緩傾斜（8度以上）300
円

問い合わせ先

農業政策課　
〒780-0850　高知市丸ノ内1-7-52
TEL　088-821-4511　FAX　088-821-4519

E-mail　162201@ken.pref.kochi.lg.jp 

名称
（１）高知県水産多面的機能発揮対策支援交付金
（２）高知県水産多面的機能発揮対策推進支援交付金

対象団体
（１）高知県環境生態系保全対策地域協議会
（２）市町村

対象事業

（１）交付金対象活動組織の実施する保全活動を高知県環境生態
系保全対策地域協議会が支援する事業

（２）市町村が保全活動支援事業の交付対象となる対象活動組織
の保全活動を指導・確認する事業

助成額等

（１）事業費に要する経費の15％以内（上限30万円※）
（２）定額

※「海洋汚染等の原因となる漂流、漂着物、堆積物処理」について
は、事業に要する経費の15パーセント以内かつ予算の範囲内にお
いて、必要な経費を支給

問い合わせ先

水産業振興課
〒780-0850　高知市丸ノ内1-7-52
TEL　088-821-4829

FAX　088-821-4528
E-mail　040401@ken.pref.kochi.lg.jp
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名称
　農山漁村地域整備交付金
(漁港漁村環境整備事業)

対象団体 都道府県、市町村

対象事業

漁港背後の漁業集落等における生活環境の改善を図るため、以
下の事業を行う。

（１）衛生関連施設

　　漁業集落排水施設整備、水産飲雑用水施設整備、地域資源
利活用基盤整備、用地整備

（２）防災関連施設
　　漁業集落道整備、防災安全施設整備、緑地・広場施設整備、
土地利用高度化再編整備、用地整備

助成額 （助成額の要件なし）

助成率 国：事業費の1/2、県：事業費の11％

特記事項

事業の採択要件
（１）対象集落要件
　　漁港背後の漁業依存度又は漁家比率１位の漁業集落等
（２）人口要件

　　対象集落の規模　
　  人口100人以上、5,000人以下等
（３）事業費要件
　  全体事業費　30百万円以上
　　※機能診断と機能保全計画策定のみの場合は、30百万円未
満も可

問い合わせ先

漁港漁場課
〒780-0850　高知市丸ノ内1-7-52
TEL　088-821-4615　

FAX　088-821-4529
E-mail  040501@ken.pref.kochi.lg.jp 　

名称

対象団体 市町村

対象事業
生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止及び快適な生活環

境の創造を図るため、浄化槽を設置する個人に設置費を補助して
いる市町村に対し、補助する。

助成額

(1)県の定めた補助基準額

5人槽 332千円　7人槽 414千円
10人槽 548千円
(2)市町村が定めた補助基準額
助成額は(1)(2)を比較していずれか少ない金額の1/3
（環境配慮・防災まちづくり整備推進事業又は離島は、1/4）

問い合わせ先

公園下水道課
〒780-8570　高知市丸ノ内1-2-20

TEL　088-823-9851
FAX　088-823-9036
E-mail　171801@ken.pref.kochi.lg.jp

高知県浄化槽設置整備事業費補助金

名称

対象団体 　高知県内の市町村

対象事業

(１) 海洋ごみの回収・処理に係る事業（民間団体等と連携・協力
     して実施する事業を含む。）及び海洋ごみの回収・処理に係
     る調査研究の事業

(２) 海洋ごみの発生の抑制に係る普及・啓発、調査・研究、関
     係者間の連携・協力等の事業（民間団体等と連携・協力し
     て実施する事業を含む。）

助成額 　上限規定なし：予算の範囲内

助成率

(１)　離島振興対策実施地域（離島振興法第２条第１項）
　　　・・・9/10
(２)　（１）に該当する地域の確認漂着木造船等の回収・処理に
      係る事業
　　  ・・・9.5/10
(３)　（１）以外の地域の過疎地域（過疎地域の持続的発展の支
      援に関する特別措置法 第２条第１項）、半島振興対策実施

      地域（半島振興法第２条第１項） 
　　　・・・8/10
　　　過疎法付則第５条第一項の規定に基づく特定市町村
　　　・・・7.2～8.0（8.6～9.0）　※（）内は確認漂着木造船等
　　　過疎法付則第５条第一項の規定に基づく特別特定市町村
　　　・・・7.2～8.0（8.6～9.0）　※（）内は確認漂着木造船等
(４)　（３）に該当する地域の確認漂着木造船等の回収・処理に
      係る事業（特定市町村及び特別特定市町村を除く）
　　　・・・9/10

(５)　（１）、（２）以外の地域
　　　・・・7/10
(６)　（５）に該当する地域の確認漂着木造船等の回収・処理に
      係る事業
　 　 ・・・8.5/10

問い合わせ先

港湾・海岸課
〒780-0850　高知市丸ノ内1-2-20

TEL　088-823-9887
FAX　088-823-9657
E-mail　175001@ken.pref.kochi.lg.jp

   高知県海岸漂着物等処理推進事業費補助金

名称

対象団体 高知県内の市町村等（一部事務組合、広域連合等）

再生可能エネルギー利活用事業費補助金

助成額
（１）上限規定なし：予算の範囲内

（２）定額50万円以内

助成率
（１）事業費の1/2以内
（２）定額　　

問い合わせ先

公営企業局　電気工水課

〒780-0850　高知市丸ノ内1-7-52
TEL　088-821-4622
FAX　088-821-4626
E-mail　610301@ken.pref.kochi.lg.jp

対象事業

（１）再生可能エネルギー事業化促進事業
　再生可能エネルギーを利活用した具体的な事業の実施を目的と
して行う可能性調査・現地測量等の各種調査業務、事業化のため
の仕組みづくり（ビジネスモデルの検討等）及び各種の設計業務な
ど事業化に至るまでの間で実施が必要な事業。

（２）再生可能エネルギー利活用促進普及事業

　再生可能エネルギーの利活用を促進するための地域の「核」とな
る人材づくりや協議会等の組織づくり及び再生可能エネルギーを
利活用した事業実施に向けた協議・検討作業並びに広報活動等
の普及啓発事業に対する支援事業。
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名称

対象団体 香美市、香南市

物部川水源の森整備事業費補助金

対象事業

香美市及び香南市に位置する私有林のうち、杉田ダム上流の人

工林において実施される次の間伐事業を対象とし、
高知県林業振興・環境部が所管する所定の間伐補助事業に採択
されたもの。

（１）切捨て及び巻き枯らし間伐
（２）搬出間伐

助成率
（１）高知県林業振興・環境部の要綱で定める
      標準事業費の10分の１以内
（２）１m3当たり1,000円

問い合わせ先

公営企業局　電気工水課
〒780-0850　高知市丸ノ内1-7-52
TEL　088-821-4622

FAX　088-821-4626
E-mail　610301@ken.pref.kochi.lg.jp

名称
中　小　企　業　等　融　資　制　度

次世代施策推進融資

対象企業

●脱炭素化（省エネ化含む、以下同じ）にかかる取組について事
業計画書等
　 を作成した県内中小企業者等
●デジタル化にかかる取組について事業計画書等を作成した県内
中小企業者等
●グローバル化にかかる取組について事業計画書等を作成した県
内中小企業者等
○グリーン診断（省エネ診断）を受診すること（脱炭素化にかかる

取組のみ）
○県税を滞納していないこと

 （○　必ず該当　　　　●　いずれかに該当）

資金使途
脱炭素化（省エネ化含む）、デジタル化及びグローバル化にかかる
運転資金及び設備資金

貸付限度額 １億円

償還期間

　 ７年以内（うち据置１年以内）、10年以内（うち据置２年以内）
　15年以内（うち据置３年以内）、20年以内（うち据置３年以内）

　※15年以内（うち据置３年以内）及び20年以内（うち据置３年以
内）は、脱炭素化にかかる取組の場合のみ

特記事項

〔金  利〕
　償還期間が ７年以内の場合：1.87％以内
　償還期間が10年以内の場合：2.07％以内
　償還期間が15年以内の場合：2.27％以内
　償還期間が20年以内の場合：2.47％以内
〔保証料〕

　償還期間が７年以内の場合：0.12％～0.49％
　償還期間が７年超の場合：0.11％～0.42％

問い合わせ先
経営支援課
〒780-8570　高知市丸ノ内1-2-20
TEL　088-823-9695

名称
高知県中小企業設備資金利子補給制度

（脱炭素化枠）

対象企業

○経営計画等に基づき、生産性の向上に資する設備投資（ソフト
ウェア等含む）の融資を受けた県内中小企業者等
○グリーン診断（省エネ診断）を受診すること

 （○　必ず該当）

利子補給期間 10年以内（うち据置２年以内）

利子補給の
対象融資額

上限

①経営計画・事業戦略型：2,000万円
②先端設備等導入計画型：5,000万円

③生産性向上計画型：１億円

補給率 １％以内

特記事項 生産性向上計画型は製造業のみが対象

問い合わせ先
経営支援課
〒780-8570　高知市丸ノ内1-2-20

TEL　088-823-9695

141



課名 環境白書 掲載記事 電話番号 ホームページアドレス

森林環境税のあり方について

木の文化賞表彰

森林環境税を活用した取組

森林認証制度の活用

環境先進企業との協働の森づくり事業の推進

森林研修センター情報交流館・森林ボランティアリーダー養成講座

県立甫喜ヶ峰森林公園

こうち山の日推進事業費補助金

山の学習支援事業費補助金

CLT建築などの県産材利用推進の取組

木質バイオマスエネルギーの利用

木質バイオマスの利用により発生した燃焼灰の有効利用

森林認証制度の活用

公共工事での木材利用

高知県木の香るまちづくり推進事業費補助金

高知県木質資源利用促進事業費補助金

こうちの木の住まいづくり助成事業費補助金

森林整備の推進

造林事業（森林環境保全整備事業）

高知県みどりの環境整備支援事業

高知県緊急間伐総合支援事業

森の工場の推進

森の工場活性化対策事業

高知県庁環境マネジメントシステムの取組

高知県脱炭素社会推進アクションプラン

グリーン購入の推進

高知県環境基本条例

高知県環境基本計画第五次計画の推進

高知県環境審議会

高知県地球温暖化対策実行計画

地球温暖化防止県民運動推進事業

新エネルギーの導入促進

太陽光発電事業

環境影響評価制度

生物多様性こうち戦略【改訂版】

オフセット・クレジット（J-VER）制度

CO2木づかい固定量認証制度

環境活動支援センターえこらぼの活動

高知県豊かな環境づくり総合支援事業費補助金

第２次仁淀川清流保全計画（改訂２版）の策定について

文化環境評価システム

高知県清流保全条例

協働の川づくり

四万十川の保全と流域の振興

希少野生動植物の保全

外来種対策の推進

高知県うみがめ保護条例

自然公園

自然環境保全地域

県立月見山こどもの森

四国のみち

県立牧野植物園 088-821-4868

廃棄物適正処理の推進

公共関与による廃棄物処理施設整備

環境美化の推進

フロン対策

環境の保全と監視

衛生環境研究所の取組

水環境の保全

大気環境の保全

化学物質対策

問い合わせ先

木材増産推進課

088-821-4602

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030301/

088-821-4876

088-821-4841

088-821-4554

088-821-4863

088-821-4590

088-821-4524

林業環境政策課 088-821-4586 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030101/

木材産業振興課 088-832-4593 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030501/

環境計画推進課 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030901/

088-821-4538

自然共生課 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030701/

088-821-4842

環境対策課 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030801/

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030101/
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030901/
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土壌汚染対策

振動対策

騒音対策

公害対策

アスベスト対策

悪臭対策

リサイクル製品等の認定

環境保全型農業の推進

高知県みどりの食料システム戦略推進補助金

環境保全型農業直接支払交付金

管財課 本庁舎等における省エネルギー化及びCO₂削減の取組 088-823-9322 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110801/

藻場・干潟・サンゴ群集の維持及び回復に向けた取組

（１）高知県水産多面的機能発揮対策支援交付金

（２）高知県水産多面的機能発揮対策推進支援交付金

生活排水処理対策

農山漁村地域整備交付金（漁港漁村環境整備事業）

中小企業等特別融資制度 

次世代施策推進融資

高知県中小企業設備資金利子補給制度（脱炭素化枠）

風力発電

物部川上流域における森林整備の推進

地球環境や風力発電の出前授業

再生可能エネルギー利活用事業費補助金

物部川水源の森整備事業費補助金

生活排水処理対策

高須浄化センター下水汚泥の有効活用

高知県浄化槽設置整備事業費補助金

太陽光発電事業

動物性廃棄物リサイクル事業

エコ通勤の促進

パーク・アンド・ライド（P&R）事業の取組

高等学校課・四万十高校 コクヨ-四万十 結の森プロジェクトへの参加 088-821-4724 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311701/

海岸環境の整備と保全 088-823-9886

高知県海岸漂着物等処理推進事業費補助金 088-823-9887

住宅課 省エネ住宅の推進 088-823-9862 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171901/

自然体験型学習事業

森林活用指導者育成事業

デジタル政策課 OA機器等のリサイクル 088-823-9773 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/112801/

薬務衛生課 温泉の保護と利用 088-823-9671 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131901/

地域観光課 滞在型観光・体験型観光の推進 088-823-9791 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/020601/

多面的機能支払交付金

（農地維持支払交付金、資源向上支払交付金（共同））

中山間地域等直接支払交付金

畜産振興課 家畜排せつ物の有効活用 088-821-4553 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/160901/

河川課 多自然川づくりの推進 088-823-9841 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170901/

治山林道課 緑のダムを創る流域保全総合治山事業 088-821-4867 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030601/

鳥獣対策課 野生鳥獣の保護管理 088-823-9039 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/070201/

道路課 環境配慮の道路整備 088-823-9830 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170701/

都市計画課 コンパクトなまちづくりの推進 088-823-9846 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171701/

土木政策課
建設工事入札参加資格審査における             

ISO14001など取得企業の評価
088-823-9815 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170201/

土木政策課

技術管理課
廃棄物適正処理の推進

088-823-9815

088-823-9826

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170201/

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/

文化国際課 高知県文化環境功労者表彰 088-823-9793 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/140201/

【関連施設】

施設名 所在地 連絡先 ホームページアドレス

TEL 088-821-4960

FAX 088-872-6324

TEL 088-882-2601

FAX 088-882-8635

TEL 0887-56-3500

FAX 0887-56-3723

TEL 0887-57-9007

FAX 0887-57-9007

  TEL 0887-52-0087 

FAX 0887-52-0097

問い合わせ先

環境農業推進課 088-821-4545 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/160501/

水産業振興課 088-821-4829 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040401/

漁港漁場課 088-821-4615 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040501/

経営支援課 088-823-9695 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/

公営企業局

電気工水課
088-821-4622 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610301/

公園下水道課 088-823-9851

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171801/

公園下水道課・

のいち動物公園
088-823-9853

交通運輸政策課 088-823-9732 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/070301/

港湾・海岸課 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/175001/

生涯学習課 088-821-4629 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310401/

農業政策課 088-821-4511 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/160201/

衛生環境研究所 〒780-0850 高知市丸ノ内２丁目４番 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130120/

高知県立牧野植物園 〒781-8125 高知市五台山4200-6 https://www.makino.or.jp/

高知県立のいち動物公園 〒781-5233 香南市野市町大谷738 http://www.noichizoo.or.jp/

高知県立甫喜ヶ峰森林公園 〒789-0583 香美市土佐山田町平山字立石丸1491-2 https://hokigamine.jp/

高知県立森林研修センター 〒782-0078 香美市土佐山田町大平80番地 https://www.k-kouryu.net/

環境対策課 088-821-4524 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030801/

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130120/
http://www.makino.or.jp/
http://www.noichizoo.or.jp/
http://www.k-kouryu.net/

